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１・ユアテックユニオン体制図

分 会

支 部本 部

・基本的には10名以上の組合員のいる事業所へ設置する。

※10名未満でも事業所の組合員から設置の要望があれば設置可能。

・組合員から見て一番身近な組織。

・職場組合員からの情報を基に活動の展開。

・分会の構成組合員が10名以上の分会は執行委員5名体制。

・分会の構成組合員が10名未満の分会は執行委員2名体制。

・支部を代表するリーダー。

・本部常任執行委員と連携し活動を展開。

・対外でも役員を担い活動を展開。。

・支部は委員長、副委員長の2名体制。

・支部役員は非専従体制。

※非専従体制とは

分会役員同様、会社業務をしながら組合活動を展開。

・組合全体としての活動方針、計画を策定。

・組織活動全般を取りまとめ。

・経営層へ職場の声を届ける。

・総合生活改善交渉で会社と交渉。

・本部体制は、四役および常任執行委員で構成。

・本部常任執行委員は、支部を担務。

・本部役員は全員専従体制。

※専従体制とは

会社を休職し、組合活動に専念している。

・会社に入社したと同時に組合へ加入。

（ユニオンショップ制）

・ユアテックユニオンは組合員で構成されている。

・安心、安全、豊かな生活の実現。

・組合活動への参画参加。。

・組合員みんなで考え、みんなで決め、みんなで参加することがユア

テックユニオンの活動。

職場組合員

みんなで考え、みんなで決め、みんなで参加

本部常任執行委員がサポート

本部・分会直結体制

情報交換

支部の協力が必要な活動

★１－１・ユニオンの体制と役割

★目次へ戻る



本　部

１－１・ユニオンの体制と役割
組 合 員 分　会 支　部

組合活動に参画参加

●ユアテックユニオンの活動とは

組合民主主義を基本とし、組合員みんなの声や意見を活動に

反映させ、組合員全員で活動に参画参加していく。

組合員が一同に会し論議する事は難しい

組 合 員

約2,600人

代表者を選出

組合役員

職場組合員新入社員

●ユアテックユニオンショップ制

会社に入社したと同時に組合へ加入するユニオンショップ制

を導入している。新入社員研修「フレッシュコース」にて加入

申込み申請をしている。

分会組合役員

分会活動へ参加

職場の想いを代弁

分 会

・組合員が所属する事業所単位に置かれる活動期間。

・組合員が10名以上の事業所へ設置。

・10名未満でも所属の分会が必要と判断すれば設置可能。

・分会が事業所へ設置されていない場合も、職場組合員

は必ずどこかの分会へ所属している。（ブランチ）

分会組合役員

●選出方法

●体制

・組合員10名以上の分会 ・組合員10名未満の分会

分会執行委員長 1名 分会執行委員長 1名

分会副執行委員長 1名 分会書記長 1名

分会書記長 1名 合計 2名

分会執行委員 2名

合計 5名

●職場員

・分会執行委員会が指名し、分会執行委員長が任命す

る事が出来る。

●本社支部 ６分会 ●青森支部 ７分会

●岩手支部 ９分会 ●秋田支部 ７分会

●宮城支部 10分会 ●山形支部 ６分会

●福島支部 ８分会 ●新潟支部 11分会

●東京支部 ６分会

職場組合員

職場組合員の想いに応え、豊かな幸せの実現へ向

けて組合活動を展開。

支 部

・本社支部（仙台市） ・青森支部（青森市）

・岩手支部（盛岡市） ・秋田支部（秋田市）

・宮城支部（仙台市） ・山形支部（山形市）

・福島支部（福島市） ・新潟支部（新潟市）

・東京支部（東京都）

・全支部非専従体制。

・各支部を担当する本部常任執行委員と連携。

・支部内の組合役員のリーダー。

・県総連等、支部を代表して役員となる。

支部組合役員

●選出方法

●体制

・支部より選出された本部執行委員

支部委員長 1名 支部副委員長 1名 合計 2名

●組合会議

・支部会議 ・分会代表者会議 ・分会三役会議

・分会委員長連絡会議 ・地区交渉推進会議

・支部研修会 ・支部青年委員会

●労使会議等

・支社支部労使協議会 ・支社支部安全衛生委員会協議会

・支社支部WLB推進委員会 ・支社支部労使パトロール

・支部グループ会社パトロール

●研修

・分会役員研修 ・ヤングコース

●共済関係

●対外活動関係

本部常任執行委員

本 部
・組合活動全体を取りまとめる活動機関。

・組合活動の具体的な計画や立案を行う。

・組合員の労働条件を会社と交渉する。

・本部執行委員会（最高決定機関）・常任執行委員会

・対策局（組織局、労働政策局） ・財政委員会

・支部委員長連絡会議 ・本部青年委員会

必要に応じて

・諮問委員会 ・専門チーム

機 関

本部組合役員

●選出方法

●体制

本部執行委員長 １名 本部副執行委員長 若干名

本部書記長 １名 本部副書記長 若干名

本部常任執行委員 若干名 本部執行委員 若干名

本部特別執行委員 若干名 本部会計監査員 ２名

本部活動
●組合会議

・本部大会（最高決議機関）・代表代議員会

・本部青年委員会総会 ・各種委員会

●労使会議等

・中央労使協議会・本社、本部安全衛生委員会協議会

・中央WLB推進委員会 ・本社、本部労使パトロール

●研修

教育活動を参照。※後程番号記載

●共済関係

●対外活動関係

分会組合役員

全9支部

支部活動

全70分会

分会活動

★１・ユニオンの体制図

★目次へ戻る

★２・組合員選出を参照

★３・分会活動を参照

★２・組合員選出を参照

★２・組合員選出を参照

★３－１２・共済事業を参照

★３－１４・対外活動を参照

★３－１２・共済事業を参照

★３－１４・対外活動を参照



⑧各役員選出イメージ図

⑥立候補について

③役員選出の流れ

２・組合役員選出
①役員選出について ④選挙管理委員会の設置について ⑦選挙規約について

②組合役員とは ⑤告示について

意見・要望

実現する為には？

組合活動の展開
誰が活動するの？

組合役員
・本部役員

・代議員

・支部役員

・分会役員

・青年役員

組合役員選挙

・本部役員選挙

・本部執行委員選挙

・分会役員選挙

（代議員含む）

・政治連盟選挙

選挙結果

大会で確認
・本部大会

・分会大会

・政治連盟総会

・青年総会

組合活動を中心的に進める

役員は選挙で選出され、組

合役員はすべて職場組合員

から構成されています。

本部役員

・本部執行委員長

・本部副執行委員長

・本部書記長

・本部副書記長

・本部常任執行委員

・本部執行委員

（支部役員も兼任）

・本部特別執行委員

・会計監査

支部役員

・支部委員長

・支部副委員長

（本部執行委員も兼任）

分会役員

・分会執行委員長

・分会副執行委員長

・書記長

・分会執行委員

・会計監査

・代議員

※１０名未満の分会

は赤文字の役員

政治連盟

・会長

・副会長

・事務局長

・幹事

・会計監査

本部青年委員会

・会長

・副会長

・事務局長

支部青年委員会

・会長

・副会長

・事務局長

分会青年委員会

・部長

・事務局長

選挙管理委員会

設置
告 示 立候補届 公 示

本部常任執行委員会

設置を指示

本部選挙管理委員会

ポイント

・構成員は9名

本部執行委員から選出

・構成員は立候補出来ない

ポイント

・構成員は3名

分会執行役員より選出

・構成員は立候補出来ない

分会選挙管理委員会

ポイント

・構成員は3名

職場組合員より選出

・構成員は立候補出来ない

ポイント

・構成員は幹事

・構成員は立候補出来ない

政治連盟選挙管理委員会

支部選挙管理委員会

告 示

掲 示

ポイント

・選挙期日20日前まで組合員へ

告示しなければならない。

・各選挙すべての告示をする。

・立候補する組合員は、定められた立候補届に記入し、選挙期日10日前まで

選挙管理委員会へ届出る。

・選挙に候補者を推薦したいときは、当人の承諾と10名以上の組合員の賛同

を得て、定められた立候補推薦届に記入して、選挙期日の10日前まで選挙

管理委員会へ届出る。

・補欠選挙および臨時大会のときは、選挙期日を短縮する事が出来る。

※立候補の資格があるのは、選挙期間中の所属組合員。

本部組合役員選出

立候補 選 出

支部組合役員選出 分会役員選出

政治連盟役員選出

政治連盟役員

立候補届作成 立候補届提出

職場組合員

どの様に選ばれるの？

分会活動については

本部役員から選出

設置を指示

設置を指示

政治連盟会長

設置を指示

立候補者
立候補用紙

各種選挙管理委員会

●選挙規約

選挙権および被選挙権は、選挙期日より20日前までに組合員名簿に記載されており、組合員規約により選挙

権停止を受けていない組合員にある。

●各種役員の定数

・本部大会代議員

分会毎に組合員30名未満まで１名、60名未満まで２名、90名未満まで４名、150名未満は５名、150名以上

は６名とする。

・本部会計監査員 ２名

・分会執行委員（三役含む） ５名

※組合員が10名未満の分会については分会執行委員２名。

・分会会計監査員 １名

●本部常任執行委員会および分会執行委員会の指示にもとづき設置した選挙管理委員会の施行する選挙は、直接

無記名投票により定員２名までは単記、３名以上５名までは２名連記、６名以上は３名連記とする。

●選挙当日不在の組合員は、選挙管理委員会に申し出て選挙期日前に投票する事が出来る。

●立候補の締切後、立候補者が定員に満たない時は、選挙をおこなう事が出来ない。

●選挙管理委員会が施工する各種選挙は、有効投票の最多数を得た候補者から順次当選とする。得票数が同じと

きは、年少者を当選者とする。但し、立候補者数が定数通りの場合は無投票当選とする。

●当選後10日以内に失格あるいは欠員が生じた時は、次点者を繰り上げ当選する。それ以後は補欠選挙を行う。

但し、補欠選挙は30日以内に行う。

●代議員、役員がその選挙区外に転出した時は、その資格を失うものとする。

●上部団体の役員候補推薦および上部団体大会代議員の選出は、本部執行委員会が行う。

●この組合において、この規則に定められた以外の選挙を行う場合は、この規則に準じて行う。

本部常任執行委員会

分会執行委員会

組合役員

分 会

職場組合員 本部選挙管理委員会 本部四役 支部選挙管理委員会

立候補

分 会

職場組合員

選 出

本部執行役員

本 部本 部

本部執行役員

本 部

本部執行委員会

選 出

支部組合役員

分 会

職場組合員

立候補

分会選挙管理委員会

選 出

分会執行委員

3-1・分会大会分会執行役員

議 案

分 会

職場組合員

（政治連盟会員）

立候補

政治連盟選挙管理委員会

選 出

支 部
分 会

分 会

政治連盟

組合役員

★２－１・選挙管理委員会

★２－２・告示、立候補、公示

★目次へ戻る

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★３・分会活動を参照



２－１・選挙管理委員会

本部選挙管理委員会設置

政治連盟選挙管理委員会設置

支部選挙管理委員会設置案内

支部選挙管理委員会設置

分会選挙管理委員会設置案内

分会選挙管理委員会設置

・支部および分会の選挙管理委員会設置については、本部よ

り設置日の案内が発信。

・分会選挙管理委員会は、分会執行委員会の指示にもとづき

設置。

・組合員全員に立候補する権利があるので、各種選挙管理委

員会の設置を周知。

・各事業所にあるユニオン掲示板に選挙管理委員会の設置を

掲示しましょう。

ユニオン掲示板へ掲示

選

挙

管

理

設

置

★２・組合役員選出

★２－２・告示、立候補、公示

★目次へ戻る

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１３

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－３ ★資料２－５ ★資料２－１０

★資料２－１５ ★資料２－６ ★資料２－１１



本部執行委員告示から役員選出 分会執行委員告示から役員選出 各種説明

２－２・告示、立候補、公示
政治連盟代議員告示から選出

政治連盟役員告示から選出

本部執行役員告示から選出

本部執行役員

政治連盟総代にて公示

政治連盟代議員

立候補届

本部執行委員

立候補届

分会執行委員

立候補届

告

示

・各種選挙20日前までに告示。

・選挙の種類、選挙の期間、立候補の手

続きを組合員へ示す重要な役割を担っ

ている。

・告示日については、選挙管理設置案内

に記載されて案内があるので、指示さ

れた日程で分会へ告示する。

・告示用紙はユニオン掲示板へ掲示。

立

候

補

届

・各種役員の選出は基本立候補にて選出

される。

・組合員であれば各種立候補出来る。

・立候補する組合員は定められた立候補

届に記載し、各種選挙管理委員会へ提

出。

・立候補する組合員は期日までに立候補

届を提出。

公

示

・各種選挙にて誰が立候補したのか、職

場組合員へ周知する重要な役割を担っ

ている。

・公示日については、選挙管理設置案内

に記載されて案内がありますので、指

示された日程で分会へ公示する。

・公示用紙はユニオン掲示板へ掲示。

組合役員 選挙管理委員会設置

告 示

立候補

公 示定 数

定数を超える

無投票当選

選挙にて選出

選挙を管理

告 示

告 示

公 示

政治連盟役員

本部大会にて公示

告 示

●選 挙

⑦選挙規約について参照

告 示 告 示

公 示 公 示

★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－１７ ★資料２－１２★資料２－１６
★資料２－７

★資料２－１９

★資料２－１８

★２・組合役員選出

●選 挙

⑦選挙規約について参照

★２・組合役員選出

●選 挙

⑦選挙規約について参照

★２・組合役員選出

●選 挙

⑦選挙規約について参照

★２・組合役員選出

●選 挙

⑦選挙規約について参照

★２・組合役員選出

★資料２－４

★資料２－９

★資料２－８ ★資料２－１３

★資料２－１４



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－４

★資料２－５

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－５

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１８

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１９

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



★２・組合役員選出

★２－１・選挙管理委員会

★目次へ戻る

★２－２・告示、立候補、公示

★資料２－６

★資料２－７

★資料２－８

★資料２－９

★資料２－１０

★資料２－１１

★資料２－１２

★資料２－１４

★資料２－１５

★資料２－１６

★資料２－１７

★資料２－１８

★資料２－１３

★資料２－３

★資料２－４

★資料２－５



３・分会活動

・分会の活動を整理し、活動を書き出そう。 ・分会役員活動リスト内容のスケジュールを立てよう。

②組合役員一人では活動に限界がある。

・活動が多岐にわたる。

①組合員とその家族の豊かな幸せ実現の為活動 ・業務と活動の両立が必要。 ③分会執行役員で役割分担を決め皆で活動

④分会役員活動リストの活用 ☆円滑な分会活動の展開☆ ⑤分会活動スケジュールの活用

・分会執行委員会を開催しよう。 ・分会執行委員会を開催しよう。

・分会活動を書き出したら、活動の適任者を検討し役割分担しよう。 ・分会執行員会で随時進行状況を確認しよう。

・役割分担を分会執行委員会で随時確認しよう。 ・事業所へ情報提供し活動の理解促進を図ろう。

※すべての活動は for the 組合員☆ ※分会役員活動リストについては別資料参照。 ※分会役員活動スケジュール表については別資料参照。

活動を審議

情報の共有

連 携

安全衛生の向上

連 携

情報発信

社会情勢から組合員を守る活動 組合員みんなで確認、みんなで活動 安心、安全で豊かな生活を送る為の活動

何でも話し合える環境づくり

組合員の声を抽出する活動

分会活動のポイント！！

組合活動に対する成長や理解促進

活動内容を策定し展開を図る 本部、支部と連携して活動展開する

組合員との対話

組合員の秘めている想い

レクレーション活動

★目次へ戻る

★３－２・分会大会

★３－３・分会執行委員会
★３－４・分会集会

★３－５・安全衛生委員会★３－７・安全推進月間

★３－６・労使協議会

★３－８・大会代議員

★３－９・本部大会、代表代議員会

★３－１０・総合生活改善交渉

★３－１１・三六協定

★３－１２・共済事業

★３－１３・青年活動

★３－１６・教育活動

★３－１４・対外活動★３－１５・政治活動

★ユニオンビジョン

★３-1－１・《支部・本部》

★３-1－２・《分会活動》

★３-1－３・《会社対応関係》

★３-1－４・《教育活動、連合、県総連関係》

★３-1－５・《保険・共済関係》

３－１・分会活動リスト

★３－１７・その他会議関係
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活動詳細 備考/開催時期等 活動詳細 備考/開催時期等

開催案内・議案周知 ★３－９ 出欠確認・報告

分会執行委員会（事前確認） ★3-9-1 会議出席

分会集会・意見集約 ★3-9-2 分会執行委員会(内容周知) ★３－３

分会執行委員会（意見確認） 資料 職場集会（報告・内容周知）

大会出席 ３－９－４

決定・確認事項　職場周知 ３－９－５ 開催周知 ★３－１０

職場オルグ準備 ★3-10-1

開催案内・議案周知 ★３－９ オルグの開催 ★3-10-2

分会執行委員会（事前確認） ★3-9-3 意見集約 資料

分会集会・意見集約 資料 スト権批准投票 ３－１０－３

分会執行委員会（意見確認） ３－９－６ スト権報告 ～

大会出席 ３－９－７ 地区交渉推進会議 ３－１０－９

決定・確認事項　職場周知 分会執行委員会(内容周知)

職場集会(内容周知)

出欠確認・報告 計画・日程調整

会議出席 開催周知

確認事項　職場周知 事前準備(資料作成)

出欠確認・報告 議長・進行

会議出席 確認事項周知

確認事項　職場周知 報告（支部・本部へ報告）

日程調整 《会社協議申入れ》

開催周知(会社・職場) 申入れ内容の周知

会場設営 分会集会の開催 ※リスト《分会活動》⇒ ★３－４

オルグの開催 意見集約 分会集会による。

会場片付け 報告

支社・支部労使協議会

支社・支部安全衛生委員会協議会

WLB支社委員会

マニュアル
記載箇所

マニュアル
記載箇所

本
　
部
　
大
　
会

平日開催の場合、
休暇取得必要！
分会組合員数
(毎年7月1日現在人員)
30名未満→代議員1名
60名未満→代議員2名
90名未満→代議員3名
120名未満→代議員4名
150名未満→代議員5名
150名以上→代議員6名

分
会
委
員
長

連
絡
会
議

※分会委員長が欠席
の場合は代理で分会
執行役員から出席

総
合
生
活
改
善
交
渉

※本部執行委員により
1月初旬から下旬にかけて

行う。

代
表
代
議
員
会

原則、出席は
分会委員長

代理出席については
副委員長のみ可能

分
会
代
表

者
会
議

支
部
青
年
委
員
会
総
会

本部青年委員会総会
後に支部にて開催。

支部青年三役で
役割を分担する。分

会
三
役
会
議

※ストライキとは要求
　実現の為の手段であり、
　目的ではありません。
　スト権の投票も、要求実
　現に向けて組合側が
　一致団結している姿勢
　を会社へ示す為の行為
　であって、"スト権に賛成
　する"＝”ストライキを
　します”ではありません。

周知・企画内容による

支
部
各
種

委
員
会
・

協
議
会

各協議会・委員会
選出メンバーのみ

(支部・分会委員長より各委
員会毎に支部で選出)

職
場
オ
ル
グ

会
社
提
案
・

　
　
協
議
申
入
れ

３－１－１・分会役員活動リスト《本部支部大活動》

★３－９

★３－９－１

★３－９－２

★３－９－４

★３－９－５

★３－９

★３－９－３

★３－９－６

★３－９－７

★３－１７

★３－１７

★３－１７

★３－３

★３－１０

★３－１０－１

★３－１０－２

★３－１０－３

★３－１０－９

★３－４
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スタンプ
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スタンプ
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スタンプ



活動詳細 備考/開催時期等 活動詳細 備考/開催時期等

会計監査 計画・日程調整

周知(職場・会社依頼) ★３－２ 周知(職場・会社依頼)

事前準備(資料作成) 資料 事前準備(資料作成)

事前準備(会場手配) ３－２－１ 事前準備(会場準備)

事前準備(買い出し) ３－２－２ 《総会の開催》

各種役員依頼 ３－２－３ 議長・司会進行

会場設営 ３－２－４ 意見集約

《分会大会開催》 ３－２－５ 報告(分会へ)

司会進行 ３－２－６

活動経過報告 計画・日程調整

会計報告 事前準備(資料作成)

会計監査報告 会計監査人による報告 《幹事会の開催》

議案の上程 議長・司会進行

会場片付け 意見集約

職場周知

計画・周知 ★３－３

資料作成 ★２

買い出し(必要に応じて) 選挙管理委員会設置 ★２－１

執行委員会開催 告示 ★２－２

議事録の作成 立候補 ★３－８

会計確認 公示 資料

投票 ２－３

計画・日程調整 ★３－４ ～

周知(職場・会社依頼) 資料 ２－１９

事前準備(資料作成) ３－４－１

事前準備(会場設営) ３－４－２

事前準備(買い出し) ３－４－３

《分会集会開催》

議長・司会進行

意見集約

本部大会開催後、
30日以内に各分会にて

開催する。

副委員長
不配置の分会は

書記長が代行する。

分
会
青
年
部
幹
事
会

幹事会は、青年部長、
事務局長、分会執行部

で構成される。

必要に応じて
開催する。

※本部、支部青年委員
会総会開催後、速やか
に分会にて開催する。

対象は青年層(30歳未
満)の組合員

分
会
青
年
部
総
会

7月または8月に行う。
選挙日の20日前に選挙管理
委員会を設置する。
・本部大会代議員
　(定数：
　分会組合員数による
　※本部大会備考欄参照)
・分会執行委員
　　　　　　　　(定数：５名)
※組合員数１０名以下の
　　　分会については２名)
・分会会計監査員
　　　　　　　　(定数：１名)

・職場意見集約
・総合生活改善

　交渉職場オルグ
・本部大会前、

　議案の確認など

他、分会委員長が
開催が必要と
判断したとき

《毎月開催》
分会委員長が
招集し開催。

(分会委員長連絡会議
の前後にて

会議の議題、
報告事項の確認)

組
合
役
員
選
出

マニュアル
記載箇所

マニュアル
記載箇所

分
会
大
会

(

定
期
・
臨
時

)

分
　
会
　
集
　
会

分

会

執

行

委

員

会

３－１－２・分会役員活動リスト《分会活動》

★３－２

★３－２－１

★３－２－２

★３－２－３

★３－２－４

★３－２－５

★３－２－６

★３－４

★３－４－１

★３－４－２

★３－４－３

★２－１

★２－２

★２－８

★２－３

★２－１９

★３－１３

★３－１３－１

★３－３

★２
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活動詳細 備考 活動詳細 備考

★３－５ 次年度三六協定説明 ★３－１１

会社との日程調整 締結 資料

分会執行委員会 締結事項報告 ３－１１－１

職場意見収集 職場周知 ３－１１－２

委員会の開催

決定・確認事項周知

《準備月間(6月・11月)》 ★３－７

取組事項の協議 資料

会社との日程調整 ★３－６ 取組事項の周知 ３－７－１

分会執行委員会（日程の確認） 資料 労使パトロールの日程調整

分会集会（意見収集） ３－６－１ 安全点検・衛生対話の日程調整

分会執行委員会（議題の提案）

分会集会（提起議題決定） 《本月間(7月・12月)》

議題会社提起 本部委員長メッセージ代読

協議会の開催 「私たちの取組み」の掲示

分会集会にて協議事項の周知 ☆事業所取り組み事項 内容次第

労使パトロール実施

安全点検・衛生対話実施 （必要に応じて本部でも対応）

会社との日程調整

パトロール 適宜実施

結果の確認 実施結果報告書の確認

安全衛生委員会で
内容の協議

事業所独自の取り組み
を盛り込むこと！

2月から3月中旬までに
会社より説明を

受ける。

分会集会等で
内容を審議し、
3月末までに
締結する。

安
　
全
　
推
　
進
　
月
　
間

労

使

協

議

会

上・下期
1回ずつ

安
全
衛
生
委
員
会

毎月開催

三
六
協
定

労
使
パ
ト
ロ
ー
ル

マニュアル
記載箇所

マニュアル
記載箇所

３－１－３・分会役員活動リスト《会社対応関係》

★３－５

★３－６

★３－６－１

★３－１１

★３－１１－１

★３－１１－２

★３－７

★３－７－１①

★３－７－１②

★３－７－１③

y10737
スタンプ

y10737
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活動詳細 備考 活動詳細 備考

共通 周知・出欠確認 研修共通 参加人数集約・報告

フレッシュコース 新入組合員対象 ・メーデー GW期間内にて開催

ユースコース 入社3年目対象 ・中央・各地区決起集会 要請により参加

パワーアップコース 入社7年目対象 ・地協代表者会議・幹事会

ステップアップコース 入社10年目対象 資料

フォローアップコース 入社15年以降対象 県総連　青年女性委員会

集約・報告
青年部長⇒書記長

書記長⇒支部へ報告

青年リーダー研修 分会青年部より 県総連　青年女性イベント 役員:内容次第

分会三役研修 分会三役 集約・報告
青年部長⇒書記長

書記長⇒支部へ報告

分会委員長研修 新任時と代々時受講

分会執行委員研修 分会執行委員 政治研修会 支部または分会で開催

ライフステージコース ☆希望者 後援会入会・紹介活動

ライフサポートコース ☆希望者 ポスティング活動

資料
事務所開き

ユースリーダーセミナー 各支部選抜 青年役員 出陣式

ﾕﾆｵﾝﾘｰﾀﾞｰｽｸｰﾙ 新任分会役員 電話作戦・ウグイス ～

県総連要請　研修会 研修・要請内容次第 点検定着活動

期日前投票のお願い

遊説打ち上げ

投票確認・報告

外
部
主
催
研
修

政
　
治
　
活
　
動

マニュアル
記載箇所

マニュアル
記載箇所

ユ
ニ
オ
ン
ス
ク
ー

ル

リ
ー

ダ
ー

　
カ
レ

ッ
ジ

会
　
議
・
イ
　
ベ
　
ン
　
ト

平日の活動あり。
休暇取得が必要。

動員規模については
地協選対による。

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

　
　
セ
ミ
ナ
ー

県総連、各地協の
要請により活動

３－１－４・分会役員活動リスト《教育活動、連合・県総連関係》

★３－１６－２

★３－１６－１

★３－１６

★３－１４

★３－１５

★３－１５－１

★３－１５－２

★３－１５－３

★３－１５－４(1)

★３－１５ー４(7)

★３－１５ー５(1)

★３－１５－５(2)

★３－１４－１
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活動詳細 備考 活動詳細 備考

募集周知 対外窓口

資料・申込書配布 資料 所内窓口

《説明会》 新規・更新案内 資料

東日本興業との日程調整 資料・申込書配布

職場周知・申込書の配布 《説　明　会》

会場調整 日程調整

会場準備 職場周知

説明会司会 会場調整

会場片付け 会場準備

申込書回収 説明会司会

申込書の記載内容の確認 会場片付け

申込書の送付 申込書回収

書類の確認

対外窓口 書類の提出

所内窓口

書類の管理・手配 《割戻金関係》

提出書類の確認 《口座登録者》個人ろうきん口座へ

書類の送付 《口座未登録》分会より返金

保険金控除証明書

概要周知

資料 慶弔共済金請求 随時受付

申請書類の確認 過去３年間まで請求可能

各種申請 職場周知

資料・申込書配布 資料

不足書類の手配

申込書回収 ～

申込書の記載内容の確認

書類の送付

マニュアル
記載箇所

マニュアル
記載箇所

電
力
総
連
年
金

(

新
規
・
変
更
手
続
き

)

受付期間
10月～

12月初旬

脱退・満期時の対応
については、

個別対応

　
　
　
　
こ
く
み
ん
共
済
c
o
o
p
対
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

セ
ッ
ト
共
済
更
新
・
そ
の
他
手
続
き

)

10月下旬
～

11月中旬

《受付期間》
・9月～

10月初旬
・

異動に伴う変更につい
ては

その都度行うこと

随時受付
・

新入組合員の対応に
ついては毎年4月に行

う

東
北
電
力
生
協

(

一
斉
募
集
・
そ
の
他
各
種
申
込
手
続
き

)

受付期間
9月～10月初旬

電
力
総
連
共
済

分会集会や事象が
発生した際に制度の周

知・申請受付

３－１－５・分会役員活動リスト《保険・共済関係》

★３－１２－１－１

★３－１２－５

★３－１２－１－１１

★３－１２－１－１０

★３－１２－１－９

★３－１２－１－８

★３－１２－１－１

★３－１２－１－２

★３－１２－１－３

★３－１２－１－４

★３－１２－１－５

★３－１２－１－６

★３－１２－１－７

★３－１２－５

★３－１２－５

★３－１２－３－１

★３－１２－３

★３－１２－３－１

★３－１２－３－１

★３－１２－３－１

★３－１２－３－１

★３－１２－３－１

★３－１２－４－１

★３－１２－４－２

★３－１２－４－１０

y10737
スタンプ

y10737
スタンプ

y10737
スタンプ



３－２・分会大会

分会大会規約 分会大会開催イメージ図

臨時分会大会開催イメージ図

・分会大会は、分会における最高決議機関。

・分会大会は、分会組合員と分会役員とで構成され、全員が議決権をもつ。

但し、嘱託社員、キャリア社員については、議決権は与えられない。

・定期の分会大会は、毎年１回本部大会終了後30日以内に分会執行委員長が招集して開かれる。

・臨時の分会大会は、次の場合に分会執行委員長が招集して開かれる。

（１）分会執行委員会が必要と認めた時

（２）分会組合員の３分の１以上の要求があったとき

・分会大会の開催にあたっては、組合員に対し日程および主要議案については少なくとも開会７日前ま

でに通知しなければならない。

但し、緊急の場合はこの限りではない。

・分会大会は、委任出席も含め、議決権のある分会組合員の３分の２以上が出席しなければ成立しない。

また、委任による議決権は認める。

但し、同一人に対して一票とする。

・分会大会の議長は１名とし、分会役員を除く出席組合員の中から選ばれる。

・分会大会の議事は、出席組合員の過半数により決める。可否が同数の場合は、議長が決める。

分会組合役員

執行部

職場組合員

大会議長

大会書記

分 会 最高決議機関

分会大会構成

分会大会

開催通知

大会の成立

委任を含め３分の２以上の

出席が必要。

★3-8・本部大会

本部大会終了後30日以内に開催

議事の可否

出席組合員の過半数により

決める。

審議内容

・報告事項

活動報告、会計報告、会計監査報告

・議案

活動方針、剰余金処理、年度予算、

新分会役員

開催通知

主要議案

遅くとも７日前には通知

役割分担

資料作成

買出し
各種検討

その他

開催準備

分会組合役員

人事異動等

分会組合役員

所属の分会で無く

なると退任

組合役員に欠員

臨時分会大会

開催通知

開催通知

分会役員活動

スケジュール表

日々入力！！

開催通知 主要議案

会場借用

・分会組合員

※分会に専従役員が

いる場合は通知

・労務融通者

分会大会

会計監査

主要議案

分会役員活動スケジュール活用

会場借用

・分会組合員

※分会に専従役員が

いる場合は通知

・労務融通者

会場設営

会場設営

★資料３－２－１

★資料３－２－２

★資料３－２－３

★資料３－２－４

★資料３－２－５

★資料３－２－６①

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６②

★資料３－２－６③

★３－３・分会執行委員会

★資料３－２－１

★資料３－２－５

★資料３－２－６

★資料３－２－２ ★資料３－２－３

★資料３－２－５

★資料３－２－６

★資料３－２－４

★２・組合役員選出

3-3分会執行委員会.xlsx


★３－２・分会大会

★資料３－２－２

★資料３－２－３

★資料３－２－４

★資料３－２－５

★資料３－２－６①

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６②

★資料３－２－６③



★３－２・分会大会

★資料３－２－１

★資料３－２－３

★資料３－２－４

★資料３－２－５

★資料３－２－６①

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６②

★資料３－２－６③



★３－２・分会大会

★資料３－２－１

★資料３－２－２

★資料３－２－４

★資料３－２－５

★資料３－２－６①

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６②

★資料３－２－６③



★３－２・分会大会

★資料３－２－１

★資料３－２－２

★資料３－２－３

★資料３－２－５

★資料３－２－６①

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６②

★資料３－２－６③



３-２-５・会場設営

議

長

垂

れ

幕

演

壇

★３－２・分会大会

★資料３－２－１

★資料３－２－２

★資料３－２－３

★資料３－２－４

★資料３－２－６①

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６②

★資料３－２－６③



★３－２・分会大会

★資料３－２－１

★資料３－２－２

★資料３－２－３

★資料３－２－４

★資料３－２－５

★資料３－２－６②

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６③



★３－２・分会大会

★資料３－２－１

★資料３－２－２

★資料３－２－３

★資料３－２－４

★資料３－２－５

★資料３－２－６①

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６③



★３－２・分会大会

★資料３－２－１

★資料３－２－２

★資料３－２－３

★資料３－２－４

★資料３－２－５

★資料３－２－６①

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－２－６②



分会執行委員会分会規約イメージ図

分会執行委員会分会規約

３－3・分会執行委員会

分会執行委員会目的イメージ図

・分会執行員会は、分会において常時活動する執行機関であって決議に従って業務を執行し、責任を負う。

・分会執行委員会は、分会執行委員長、分会副執行委員長、分会書記長、分会執行委員をもって構成される。

・分会執行委員会は、構成人員の3分の２以上が出席しなければ成立しない。

・分会執行委員会の議長は、分会執行委員長がなる。分会執行委員長に事故ある時は分会副執行委員長がなる。

・分会執行委員会の議事は、出席している分会執行委員の過半数で決める。

可否が同数の場合は、議長が決める。

分 会

分会組合役員分会執行委員長

議 長

分会副執行委員長 分会書記長 分会執行委員

構 成

３分の２以上の出席

３－３・分会執行委員会

分会執行機関

議事は過半数で決定

職場組合員

分会組合員の代表

分会活動

３－３・分会執行委員会

分会活動
活動方針 企 画 運 営

職場組合員分会組合役員

分会活動へ参加

コミュニケーションの充実

・組合活動に対する意見要望

・会社に対する意見要望

・職場課題情報

・その他

分会活動を議論

情報の共有

職場環境改善

支 部

本 部

支部活動

本部活動 ・活動方針の策定

・労働条件の改善

・本社・本部労使協議

・支社・支部労使協議

・本部主催活動の展開

・支部主催活動の展開

・その他

分 会

組合員の生活へ直結

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３・分会活動

★３・分会活動



分会集会目的イメージ

分会集会開催手順イメージ図

３－４・分会集会

分会集会開催参考イメージ図

組合員のニーズに

合った活動が必要

分会集会開催

課題等を抽出活動の展開

分会集会時

フィードバック

・職場の課題抽出

・職場から求められる活動情報の収集および発信。

・躍進ならびにトゥデイを活用した情報発信。

・分会活動の開催案内。

・活動報告とニーズに対するフィードバック。

・会社提案に関する意見集約。

・労働条件に関する意見集約

・その他

３－４・分会集会

職場意見の集約

職場課題の改善

℃

３－４・分会集会

・開催内容

・開催日

・資料作成

・開催案内

・会議室借用

開催案内会場借用

分会活動の周知 分会活動

機関紙の情報発信

ユニオン機関紙

３－４・分会集会

３－４・分会集会

３－４・分会集会

労働条件の改善

３－４・分会集会

３－４・分会集会

分会集約

躍進速報

分会集約報告用紙

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－３・分会執行委員会

★資料３－４－１

★資料３－４－２

★資料３－４－３

★資料３－４－１ ★資料３－４－２

★３－９・本部大会、代表代議員会

★３－６・労使協議会

★３－５・安全衛生委員会

★３－１０・総合生活改善交渉

★３・分会活動

★資料３－４－３



★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－４・分会集会

★資料３－４－２

★資料３－４－３



★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－４・分会集会

★資料３－４－１

★資料３－４－３



★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－４・分会集会

★資料３－４－１

★資料３－４－２



安衛生委員会とは 安全衛生委員会の設置箇所について

安全衛生委員会構成について

安全衛生委員会協議会運営について

３－５・安全衛生委員会協議会

•職場情報の

共有

•会社施策の

確認

安全衛生

委員会

•内容を整理

•周知事項の

検討

分会執行

委員会

•情報の共有

•安全、衛生

意識の向上

分会集会

●付議事項

委員会は、目的を達成する為、安全衛生に関する次の事項を調査審議するものとする。

（１）安全衛生・品質管理計画および実施計画等に関すること。

（２）災害の発生原因および再発防止対策に関すること。

（３）健康の保持増進および疾病予防対策に関すること。

（４）安全衛生教育訓練等に関すること。

（５）新規に採用する工具・工法等に関すること。

（６）関係行政機関から文書により指示・指導を受けた事項に関すること。

（７）緑十字の日の実施事項に関する事。

（８）過重労働による健康障害の防止等に関すること。

（９）メンタルヘルス対策の樹立に関すること。

（10）その他安全衛生・品質管理に関する重要な事項。

●任務

各委員会の任務は次のとおりとする。

（１）事業所安全衛生委員会は、当該事務機関の安全衛生管理に関し調査審議を行い、必要

な事項については関係箇所に意見を具申するものとする。

（２）本社・本部安全衛生委員会協議会は、会社の安全衛生管理の基本となる対策、方針に

関し調査審議を行い、必要な事項については社長その他関係箇所に意見を具申するもの

とする。

（３）支社・支部安全衛生委員会協議会および東京本部・支部安全衛生委員会協議会は、支

社全体または東京本部全体の安全衛生管理の基本となる対策、方針に関し調査審議を行

い、必要な事項については関係箇所に意見を具申するものとする。

会社は、従業員の安全と健康を確保するため、災害および健康障害の防止ならびに健康の保持

増進に関することについて審議し、もって万全の措置を講じ、快適な作業環境の形成を促進する

ことを目的とし、事業所安全衛生委員会および安全衛生委員会協議会を開催する。

（１）労働安全衛生法の定めに基づき、または準じて各事業所において開催するもの。

a 事業所安全衛生委員会

（２）前項の定めによらずに開催しるもの

a 本社・本部安全衛生委員会協議会

b 支社・支部安全衛生委員会協議会

c 東京本部・支部安全衛生委員会協議会

分 会

支 部

本 部

・従業員の安全と健康を確保

・災害および健康障害の防止

・健康の保持増進

・快適な作業環境の形成

安全衛生委員会

安全衛生委員会協議会

事業所安全衛生委員会、本社・本部安全衛生委員会協議会および支社・支部安全衛生委員会

協議会ならびに東京本部・支部安全衛生委員会協議会を設置する。

（１）全社業務機関に事業所安全衛生委員会を設置し、名称を以下のとおりとする。

ただし、業務機関に労働組合の分会がない場合は、上位機関と合意開催または緑十字

の日の職場会議等をもってこれに代えることができる。

a．本社直轄は、本社安全衛生委員会とする。

b．支社直轄は、各支社名の後に安全衛生委員会を付する。

c．東京本部直轄は、東京本部安全衛生委員会とする。

d．その他の業務機関は、各業務機関名の後に安全衛生委員会を付する。

〔例〕

営業所→〇〇営業所安全衛生委員会

送電工事センター→送電工事センター安全衛生委員会

（２）前項とは別に、本社および支社ならびに東京本部に次の安全衛生委員会協議会を設

置する。

a．本社に本社・本部安全衛生委員会協議会を設置する。

b．支社に支社・支部安全衛生委員会協議会を設置する。

c．東京本部に東京本部・支部安全衛生委員会協議会を設置する。

（１）各委員長は、次の委員をもって構成する。

a．事業所安全衛生委員会

（a）総括安全衛生管理者

（b）安全管理者および衛生管理者等ならびに社員から会社が指名した若干名

（c）労働組合の推薦により会社が指名した者（会社側委員から委員長を除いた同数）

※分会施行委員会にて分会施行委員および職場組合員から選出。

（d）産業医を委嘱している場合は産業医

b．本社・本部安全衛生委員会協議会

（a）本社総括安全衛生管理者

（b）本社安全管理者および本社衛生管理者

（c）労働組合から推薦により会社が指名した者（会社側委員から委員長を除いた同数）

c．支社・支部安全衛生委員会協議会

（a）東京本部総括安全衛生管理者

（b）東京本部安全管理者および東京本部衛生管理者

（c）労働組合の推薦により会社が指名した者（会社側委員から委員長を除いた同数）

（２）各委員会には委員長および副委員長をおき、次の委員がこれにあたる。

a．委員長は、総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者を選任しない業務機関では

業務機関の長とする。

b．副委員長は、事業所安全衛生委員会においては委員会が指名した者、本社・本部安全

衛生委員会協議会においては安全・品質管理部長、支社・支部安全衛生員会協議会お

よび東京本部・支部安全衛生協議会においては総務部長とする。

・委員長 １名

・副委員長 １名

・委 員 若干名

同 数
・分会執行委員

・職場組合員

会 社 組 合

（１）各委員会の回数は次のとおりとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、随時開催

することができる。

a．事業所安全衛生委員会は毎月１回以上開催する。

b．本社・本部安全衛生委員会協議会は年３回開催する。

c．支社・支部安全衛生委員会協議会は年３回開催する。

d．東京本部・支部安全衛生委員会協議会は年３回開催する。

（２）各委員会は委員長が招集し、その議事は出席した委員の過半数で決める。

（３）委員は常に会の本旨に従い、円滑な運営に協力するものとする。

（４）各委員会に提出された問題または必要事項について調査審議するため関係者の出席を求

めることができる。

（５）その他運営については必要な事項は、委員会が自らこれを定める。

本社・本部安全衛生委員会協議会

支社・支部安全衛生委員会協議会

東京本部・支部安全衛生委員会協議会

支 部

本 部

年３回開催

分 会

事業所安全衛生委員会

毎月１回以上

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－３・分会執行委員会 ★３－４・分会集会



労使協議会開催イメージ図

労使協議会付議事項

３－６・労使協議会

労使協議会の設置

労使協議会の構成

労使協議会の開催について

会議について

会社と組合は、相互の信頼関係のもとに、誠意をもって協議を尽くし、事業の健全な発展と労

働条件の維持向上を図るため、労使協議会を設置する。

（１）本社・・・・・・・・・・・中央協議会、支部協議会、分会協議会

（２）支社・・・・・・・・・・・支部協議会、分会協議会

（３）特A事業所、A級事業所・・・分会協議会

支　社

特A事業所・A級事業所

支部協議会 分会協議会

支部協議会 分会協議会

本　社

本　部

中央協議会

支　部 分　会

分会協議会

本社支部協議会

人事労務部長、人事労務部副部長

人事労務部課長（労務担当）

人事労務部副長（労務担当）関係部副部長

支部役員

本社分会協議会
人事労務部副部長、人事労務部課長（労務担当）

人事労務部副長（労務担当）、関係部課長
分会役員

支社支部協議会
支社長、支社長代理、総務部長、営業部長

設備部長、配電部長、工務部長
支部役員

東京本部支部協議会 東京本部長、総務部長、営業部長、設備技術部長 支部役員

中央協議会
社長、副社長、専務取締役、常務取締役

人事労務部長、経営企画部長

会社側委員
組合員

委　員

本部常任

執行委員

支社分会協議会
総務部長、総務部課長（総務担当）

総務部課長（労務担当）、総務部副長（労務担当）
分会役員

事業所分会協議会

（特A級、A級事業所）

営業所長、副所長、営業課長、設備課長

工事課長（または配電課長、工務課長）

総務課長または総務係長

分会役員

毎年４月、１０月の定期開催を原則とするが、会社または組合の申入れにより臨時に開催する

事が出来る。

なお、会社および組合は、協議会開催の７日前までに出席者の氏名を相手方に通知する。

※ユニオン提起についても7日前までに提出する事が望ましい。
〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇 〇

〇

〇

６．その他会社と組合双方が必要と認めた事項 〇 〇 〇 随時

随時

５．出向に関する事項

（１）新規出向時の労働条件

３．安全衛生に関する事項

（１）安全衛生の推進および強調行事 随時

随時

４．福利厚生に関する事項

（１）福利厚生施設の設置、改廃および運用

（２）レクレーション行事計画 ５月

２．労働協約の解釈、適用に関する重要事項 〇 随時

《協議事項》

１．生産性の向上および業務の改善に関する重要事項

（１）作業方法、工法の改善

（２）生産性向上、業務改善に関する事項
随時

随時

６．その他会社と組合双方が必要と認めた事項 〇 〇 〇 随時

５．グループ会社の設立等に関する事項 〇 随時

４月

《報告説明事項》

１．経営施策の基本方針および業務計画に関する事項

（１）経営計画（中期計画、年次計画）

（２）設備計画

　a．土地、建物、構築物の取得、新設、改造

　b．工事用の一般的施設の取得、新設、改造

　c．車両、機器工具の取得、改廃

（３）教育訓練計画

付　議　事　項 中央 支部 分会 開催時期

４月

４月

４月

４月

４．組織の改正に関する事項

（１）組織改正

（２）職制（職位職務）の改正

（３）分掌業務の改正

随時

随時

随時

２．技術開発に関する事項

（１）新機械、機器工具の開発、導入

（２）事務機械化システムに関する重要事項 随時

随時

３．経営概況に関する事項

（１）予算および決算概要

　a．予算編成方針および収支予算

　b.決算

（２）主要工事の受注概要

４月

６、１１月

随時

協議会の議題は、会社および組合の書面による提案に基づき、双方誠意をもって審議し、協議

の定めにある事項については合意を原則とする。

ただし、審議の結果、意見の一致がととのわない場合は会社が決定する。

なお、会議は原則として公開しない。

協議出席者は、会社または組合が特に指示した事項について、機密を保持する。

職場課題 提起作成

・毎年４月、１０月の定期開催を原則

・協議会開催の７日前までに出席者の

氏名を相手方に通知

・ユニオン提起についても7日前までに

提出する事が望ましい。

労使協議会

議論内容を情報共有

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－６－１

★３－４・分会集会 ★３－３・分会執行委員会

★資料３－６－１



★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－６・労使協議会



安全推進月間とは 安全推進月間の取組み

３－7・安全推進月間

●安全推進月間とは

夏期、冬期特有の要因による労働災害のリスクが高まる時季

を災害ゼロで乗り切る事を目的として労使にて実施する運動。

・運動期間

夏季 準備期間 6月1日～6月30日

本月間 7月1日～7月31日

冬季 準備期間 11月1日～11月30日

本月間 12月1日～12月31日

●月間中のユニオン実施事項

１．準備期間中の実施事項

（１）安全衛生員会や労使協議による本月間中実施計画の策定

①事業所労使安全パトロールの計画

②事業所独自の安全行事の計画（例：安全衛生講話、増健行事など）

③家族へ働きかける活動の計画（例：家庭訪問、葉書メッセージ、写真など）

（２）安全・衛生活動の実施計画の策定

①労使協議や安全衛生委員会等で会社への協力依頼と計画

２.本月間中の実施事項

（１）本部執行委員長「安全衛生メッセージ」の伝達

（２）本月間の初期における安全意識の活性化

①東北電力総連会長メッセージの周知

②「私たちの取り組み」の周知・掲示と唱和（別添１）

③緑十字の日に各支部で計画した安全・衛生活動の周知

（３）安全衛生委員会で計画した事項の実施

①労使安全パトロールの実施

②事業所独自に計画した安全行事の実施

（４）各支部で計画した安全・衛生活動の実施

①実施期間 本部より案内があった期間。

②実施個所 全分会（事業所）

③実施者 本部常任執行委員、支部役員、分会執行役員

④実施内容 分会委員長連絡会議等で協議を行い、所期の目的達成に向けた取り

組みを行う。

準備期間 6月、11月

・分会委員長連絡会議にて活動内容を確認。

・本部発信文書の内容確認。

・分会執行委員会にて活動を検討。

・安全衛生委員会、労使協議会にてユニオン

の活動を提案。

・ユニオンの活動の計画を立てる。

・緑十字の日実施事項

本部執行委員長「安全衛生メッセージ」伝達。

東北電力総連会長「安全衛生メッセージ」伝達。

「私たちの取り組み」唱和。

・労使パトロールの実施。

・事業所独自の安全行事実施。

・家族へ働きかける活動実施。

・各支部で計画した安全、衛生活動実施。

本月間 7月、12月

緑十字の日実施事項

安

全

衛

生

メ

ッ

セ

ー

ジ本部執行委員長

安

全

衛

生

メ

ッ

セ

ー

ジ東北電力総連会長

代読による伝達

分会執行役員

職場組合員

私たちの取り組み

掲 示
唱 和

本部より活動発信文書
安全推進月間準備期間中の活動

分会執行委員会

・月間前に活動内容を議論する。

・労使協議会に関わる内容の抽出。

・安全衛生委員会に関わる内容の抽出。

・活動内容の策定。

・活動開催時期の策定。

・月間中の活動

安全衛生委員会

・会社の取り組み内容の確認。

・ユニオンとしての取組みを提案。

・事業所独自の取組みを審議。

・労使パトロールの日程確認。

・労使の取組みの日程確認。

安全推進月間期間中の活動

労使パトロール

・月間の取組み事項の確認。

・ユニオンの取り組み事項の周知。

※ユニオン本部発信内容

※東北電力総連取組み事項。

・作業環境に合わせた注意喚起。

※現場訪問時は飲物の差入れを分会交付金

より支出。

※昼食を伴うパトロールの際は、昼食代を

分会交付金より支出。

職場訪問

・ユニオンとしての活動。

・本部または支部より要請があった際は、

同行して現場または職場を訪問する。

・対話については、職場環境の悩みや課題

の相談等を意見交換する。

※労使パトロールとは別に行う。

※現場へ訪問する際は、飲物の差入れを準

備して訪問する。

※分会役員数名で訪問した際は、昼食代を

分会交付金より支出。

事業所独自の活動（参考）

葉書き

・記載内容等、安全衛生委員会で労使にて

検討する。

・写真も添付する際は、当該の上長へ撮影

しても良い内容を確認する。

※ユニオンから事業所へ葉書きの取組みを

提案する際は、分会執行委員会にて内容

を精査して、安全衛生委員会にて提案する。

家族職場訪問

・事前に対象者を検討し、開催した際の協力の

了解を得ておく。

・分会執行委員会で開催を検討し、事業所

へ安全衛生委員会時に提案する。

・開催する際は、安全対策等十分に検討する。

・昼食代や飲物等は事前に手配をする。

・労使にて開催する事が望ましい。

職場訪問DVD

・OJTやお子さんがいる組合員等を対象に現場

で働いている姿を写真にとり、スライド

ショーにしてお渡しする。

・現場の写真等は、当該の上長へ確認して頂

いてから使用する。

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－７－１①

★資料３－７－１②

★資料３－７－１③

★資料３－７－１①

★資料３－７－１②

★資料３－７－１③



　　　　

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－７・安全推進月間

★資料３－７－１②

★資料３－７－１③



★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－７・安全推進月間

★資料３－７－１①

★資料３－７－１③



★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－７・安全推進月間

★資料３－７－１①

★資料３－７－１②



３－8・大会代議員
代議員の選出について 組合員へ情報を発信

　職場組合員から意見要望を情報収集代議員へ依頼する内容を決める代議員の役割

●代議員とは

政党や労働組合などの大会に各地域・職場から選出され、代表として討議や議決に参加する人。

●代議員を必要とするユアテックユニオンの活動

・本部大会

・代表代議員会

●代議員を必要とするユアテックユニオン以外の活動（参考）

・地区連合大会

・各県電力総連大会

・各地区で要請があった活動

●ユアテックユニオンの活動での代議員選出について

・組合役員選挙と一緒に代議員も選挙によって選ばれる。

・本部大会代議員は、事業所に所属する組合員の組織人員によって代議員の人員が変わる。

※選出の手順は2・役員選出資料を参照

・代表代議員会での代議員は、分会執行委員長が選任となる。

※分会執行委員長に事故ある場合は分会副執行委員長が代議員となる。

本部大会代議員の人員について（参考）

・分会組合員30名未満の分会については代議員１名。

・分会組合員60名未満の分会については代議員２名。

・分会組合員90名未満の分会については代議員３名。

・分会組合員120名未満の分会については代議員４名。

・分会組合員150名未満の分会については代議員５名。

・分会組合員150名以上の分会については６名とする。

※注意事項

組合員数は毎年７月１日現在の人員とする。

代議員の役割

労働組合活動の基本は、組合員みんなで考え、みんなで決め、みんなで参加していく

事ですが、各種大会等において全組合員が一同に会し、意見を述べたり論議したりする

ことは大変困難です。しかし、組合員の為の組織である事から、職場の意見を基に活動

を進めて行かなくてはなりません。その際に職場の代表者を選出し、職場組合員の代表

として代弁する為に参加する方々が代議員です。

組合員との対話

情報の発信と意見要望を収集

普段から分会集会や組合員との対話をつうじ、情報の発信や組合員の考え

を聞き、職場の意見要望について情報収集を図る。

分会としての考えをまとめる

・大会等の審議内容について分会の考えを纏める。

・組合員との意見交換にて集約した情報を分会執行委員会にて議論し、分会を

代表して代議員が発言する内容を決める。

※本部へ求める意見要望については、本部活動や労働条件に関する内容、分会

と支部では活動出来ない内容等を発言する。

分会としての代表を依頼

躍進トゥデイ

ユニオン機関紙

躍進21

ユニオン機関紙

活動の内容や、労働条件に関する情報を収集

分会委員長連絡会議や、各種機関紙では、各種活動内容や労働条件に関

する重要な情報発信があるので分会役員で情報を共有し職場へ発信しま

しょう。

発

信

内容の共有と審議

分会委員長連絡会議

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－３・分会執行委員会 ★３－４・分会集会



議決権について

代表代議員会の流れ

代表代議員会の構成

本部大会 代表代議員会

３－９・本部大会、代表代議員会

本部大会について

本部大会の種類と流れ

本部大会の構成 代表代議員会について

●本部大会とは？

ユアテックユニオンの最高決議機関である。

●本部大会の構成

本部大会代議員と本部役員で構成される。

※議決権は本部大会代議員のみがもつ。

●本部大会の種類について

（1）定期本部大会

（2）年次本部大会

（3）臨時大会

●本部大会開催について（定期、年次本部大会）

隔年に1回、8月か9月に本部執行委員長の招集により開催される。

●本部大会開催通知

分会執行委員会を通じて本部大会代議員へ開催日時、場所、主要議案を少なくても開会15日前まで

に通知する。

●本部大会の成立

本部大会代議員3分の2以上が出席しなければ成立しない。

●議長および副議長について

議長および副議長を各1名とし、その大会で出席代議員の中から選出する。

●議決について

出席している代議員の過半数により決める。可否が同数の場合は議長が決める。

本部大会

定期大会 年次大会 定期大会

●定期本部大会付議事項

定期本部大会の付議事項は次の通りである。

（１）活動方針

（２）活動経過報告

（３）財政に関する報告と予算

（４）規約の改版

（５）役員の選出

（６）その他重要事項

●年次本部大会付議事項

（１）活動計画と方針に関する補足的事項

（２）活動経過報告

（３）財政に関する報告と予算

（４）規約の改版

（５）役員の選出

（６）その他重要事項

●代表代議員会とは？

本部大会に次ぐユアテックユニオンの決議機関である。

●代表代議員会の構成

代表代議員と本部役員で構成される。

※議決権は代表代議員のみがもつ。

●代表代議員とは？

分会執行委員長を選任する。但し、分会執行委員長に事故ある場合は分会副執

行委員長がなる。

●代表代議員会の報告について

代表代議員が自己の所属する分会に代表代議員会の報告をしなければならない。

※分会集会等

●代表代議員会の開催について

次の場合に本部執行委員長が招集し開催する。

（１）本部執行委員長が必要と認めた時。

（２）代表代議員の3分の1以上の要求がある時。

●代表代議員会開催通知

分会執行委員会を通じて代表代議員へ開催日時、場所、主要議案を少なくても

開会10日前までに通知する。

●代表代議員会の成立

代表代議員の3分の2以上が出席しなければ成立しない。

●議長および副議長について

議長および副議長を各1名とし、その会議で出席代議員の中から選出する。

●議決について

出席代表代議員の議決権総数の過半数により決める。可否が同数の場合は議長

が決める。

※委任による出席および議決権を認める。但し、この場合本部役員および代表

代議員以外のものに限る。

●代表代議員の議決権の行使

各分会単位に組合員100名まで1票、200名まで2票、300名まで3票とする。

●議決権行使細則

議決権行使の運用は次による。

（１）投票による採決は、分会毎に議決権を有する票数の枚数を投票する。

（２）挙手による採決は、分会毎に議決権有する票数区分の色別の札をもって

行う。

（３）議決権の票数は、毎年7月1日現在の組合員数とし、1年間通用する。

執行部

代議員

選挙によって選出された本部執行委

員です。

※選挙については2・組合役員選出につ

いてを参照。

選挙によって選出された分会を代表する代議員です。

※選挙については2・組合役員選出についてを参照。

議長団

代議員の中から選出されます。

各種委員会

各支部の代議員より各委員会へ1名選

出されます。

来 賓

会社や関係組織から、お忙しいところ私達

の大会開催をお祝いしにお越し頂いた方々で

す。失礼のないように注意しましょう。

大会職員

本部執行委員長の推薦により、大会の承

認を得て議長が任命し選出されます。

傍聴者

各支部より推薦された組合員が選出

されます。

代表代議員会 年次大会

執行部

選挙によって選出された本部執行委員

です。

※選挙については2・組合役員選出につい

てを参照。

代表代議員

選挙によって選出された分会執行委

員長。

※選挙については2・組合役員選出に

ついてを参照。

議長団

代表代議員の中から選出されます。

分会副執行委員長

代議員に事故ある時

分会副執行委員長が代議員を担います。

※必ず担当本部常任執行委員へ相談する事。

定期大会

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－９－４①

★３－９－３・代表代議員会の運営

★３－９－２・本部大会運営

★３－９－１・本部大会開催まで

★資料３－９－７

★資料３－９－６

★資料３－９－５

★資料３－９－４②★２・組合役員選出



本部大会開催案内について 本部大会開催までの流れ

３－９－１・本部大会開催まで

●本部大会議案

・大会の議案は、本部執行委員会及び本部大会代議員より提出する事が出来る。

※本部大会代議員の場合は、本部大会代議員10名以上の賛同がなければならない。

・大会へ上程される重要な議案あるいは組合規約変更案は、少なくとも開会15日前までに、分会執行委員会を通じて本部大会代議員に

通知しなければならない。その他の議案は原則として、すべて大会5日前までに本部執行委員会に提出されたものでなければならない。

本部執行委員会

本部執行委員会にて大会議案

を議論、確認し議案として提出

します。

分会集会、分会執行委員会を通じ、議案

として必要な内容をまとめ、大会代議員10

名以上の賛同で提出。

※賛同する代議員も職場の代表としての

責任を持って賛同する事。

開催案内

主要議題
議案決定 開催案内と周知

本部執行委員長

開催案内、代議員の招集について分会執行委員

長へ発信がある。主要議案については躍進トゥデ

イで周知。

開催案内

分会執行委員長

分会執行委員会を開催し、代議員へ

本部大会の少なくても15日前には開催

日時、場所、主要議案を通知します。

開催日時、場所、主要議案について

確認します。

開催日時、場所、主要議案について

周知し、分会組合員と意見交換し情報

を収集します。

分会組合員との意見交換の内容も含

め、分会としての意見要望をまとめ、

代議員へ託します。

分会組合員の代表として、大会

主要議案を議論する為、本部大会

へ参加します。

主要議題分会へ開催の周知

分会で代議員へ周知

大会当日の移動

本部常任執行委員

大会当日の移動方法や集合場所等の案内を

メール等で発信。

大会代議員また傍聴者等へ当日のス

ケジュールについて情報共有。

大会当日

案内のあった移動方法や集合場所へ

各分会集合し大会会場へ移動。 大会代議員として参加します。大会

は時間通り開会しますので集合場所に

は遅れない様にしましょう。

本部大会の報告

本部大会の内容を所属する分会に報告しなくて

ならないので。内容を良く理解する。

本部大会終了後、自己の分会執行委員

へ内容の情報共有をする。

大会代議員が分会の職場組合員へ、

本部大会の内容を報告する。

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－９・本部大会・代表代議員会

★資料３－９－４①

★３－９－３・代表代議員会の運営

★３－９－２・本部大会運営

★資料３－９－７

★資料３－９－６

★資料３－９－５

★資料３－９－４②

★資料３－９－４① ★資料３－９－４②

★３－８・大会代議員
★資料３－９－５

★３－８・大会代議員

★資料３－９－４① ★資料３－９－４② ★資料３－９－５

★３－３・分会執行委員会
★３－３・分会執行委員会★３－４・分会集会 ★３－８・大会代議員

★３－３・分会執行委員会 ★３－８・大会代議員

★３－３・分会執行委員会 ★３－４・分会集会



動議について

本部大会での発言について

議案の採決について

３－９－２・本部大会の運営

大会代議員から選出される役割 各支部より選出されて担う役割

議事の進行について

議長団

●大会議長団

本部大会では、本部大会代議員の中から大会議長および副議長を選出する。

●議長団の役割

・議長は大会を代表し、大会の運営と進行を図り、副議長は議長を補佐する。

・議長は、大会構成員または傍聴者の中に会議の進行を妨げる者がある時は、大会にはか

り退場を命ずる事が出来る。

●議長不信任の対応について

議長不信任の動議が出されたときは、当該議長が正議長であれば副議長が、当該議長が

副議長であれば正議長がこれを採択するかどうか大会にはからなければならない。

各種委員会

大会職員

●大会職員について

大会に次の職員を置く。

（１）大会書記長 1名

（２）大会書記 若干名

（３）大会会場係 若干名

●大会職員の任命

職員は、本部執行委員会の推薦によって大会の承認得て議長が任命する。

※例年本部大会を担当する支部より任命している。

●大会職員の役割

・大会書記長

議長と各種委員会の指示により大会事務処理する。

・大会書記

大会書記長の指示により大会の事務に従事する。

・大会会場係

議長の指示により議場の整理と整備をする。

傍聴者

・傍聴券を所持して指定の席で傍聴する。

・会場で不謹慎な発言をしたり、議事の妨害になる様な行為をしてはならない。

●委員会について

本部大会では予め次の委員会を設ける。

（１）資格審査委員会

（２）議事運営委員会

（３）声明起草委員会

※委員の任命については本部常任執行委員より

大会事前に周知がある。

資格審査委員会

・大会出席者が規定の数に達しているか審査する。

・構成については、委員を支部単位に本部大会代議員の中から1名選出し、委員の中から委

員

長を互選する。

議事運営委員会

・議事を円滑に運営する為、議事運営について協議する。

・構成については、委員を支部単位に本部大会代議員の中から1名選出し、委員の中から委員長を互

選する。

・議事運営委員長は、、議事運営委員会を代表し、その協議結果を議長に進言し、または大

会に提案する。

・議事運営委員会協議事項

（１）議事日程の編成と変更

（２）来賓の祝辞、祝電の取扱い方

（３）動議の取扱い方

（４）議場の混乱、その他事故ある場合の対策処理

（５）その他議事進行について必要な事項

・議事運営委員会が、議事進行上、質問や討論の打ち切り、委員会付託等の動議を提出した

時は、その動議は必ず採択され、大会の意見を問わなければならない。

声明起草委員会

・声明書内容を審議を行う。

・構成については、委員を支部単位に本部大会代議員の中から1名選出し、委員の中から委

員長を互選する。

・声明起草委員長は、声明書（案）を大会に提案する。

・議長は、議事日程に従い議案を順次議題とする。

※緊急動議が採択されたり、議事日程変更の動議が成立した時は、その順序を変

更する。

・議長は、議案の内容が簡単で周知の事柄の場合は、大会にはかって説明を省略

する事が出来る。

・議長は、質疑が終わったと認めた時、、又は質疑打ち切りの動議が成立したと

き、質疑を打ち切る。

・討論の発言順序は、原則として提案に対する反対意見を先にし、議長は逐次相

互に意見が発表されるようにして、公正に発言を取り上げる。

・議長は、討論が終わったと認めた時、又は討論打ち切りの動議が成立したとき、

討論を打ち切る。

・議案の内容が明確であって、討論を行わずとも可否の結論が明確である場合、

又は議案の成立が緊急を要する場合、議長は大会にはかって討論を省略するこ

とが出来る。

・議事録署名代議員2名について、大会の承認を得て議長が任命する。

議事採決の方法は、原則として無記名投票によるものとする。但し、適当と認められた

場合は、大会にはかり挙手、起立のいずれかによることが出来る。

●無記名投票しなくてはならない事項

次の議事については、無記名投票によらなければならない。

（１）規約の変更

（２）組合の解散

（３）組合機関又は役員に対する不信任

（４）組合員に対する罰則

●資格審査委員会の役割

・出席代議員の数を明確に報告をする。

・投票の管理を行う。

●大会会場係の役割

みだりに離席ならびに会場から出ない様、会場を封鎖する。

●採決の結果の報告

議長が大会に報告し確認を得てから効力を発生する。採決が完了するまで部分的な状況

発表は許されない。

・大会で発言しようとする者は、必ず議長の許可を得て、所属氏名を告げてから、発言しな

ければならない。

・発言を停止又は制限された場合には、議事運営委員会へ申入れ、その審議を求めることが

出来る。

・議長は、大会の承認を得ないで、傍聴者の発言を許可してはならない。

・大会構成員は、議長並びに議事運営委員会の議事運営に関して、質問又は意見を述べるこ

とが出来る。質問意見が出た場合、議長はこれに答弁又はこれに応ずる適当な措置をとら

なくてはならない。

※発言については、分会執行委員会および分会委員長連絡会議で議論して内容を策定する。

※分会の代表としての立場で発言をする。

・動議を提出するときは、本部大会代議員10名以上の賛同を得て議事運営委員会を通して

行

わなければならない。

※動議を提出また賛同する本部大会代議員は、分会組合員全員の賛同を得て行う。

※動議を提出する前に、本部常任執行委員および支部役員と十分に議論する。

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－９・本部大会・代表代議員会

★資料３－９－４①

★３－９－３・代表代議員会の運営

★３－９－１・本部大会開催まで

★資料３－９－７

★資料３－９－６

★資料３－９－５

★資料３－９－４②



３－９－３・代表代議員会の運営

議事進行について

議決について

代議員会開催から報告まで 代表代議員が担う役割 代表代議員会での発言について

分 会

本部執行委員長

開催案内、主要議案、代表代議員の

招集について分会執行委員長へ発信が

ある。

分会執行委員長

分会執行委員会を開催し、代表代議員

へ本部大会の少なくても10日前には開催

日時、場所、主要議案を通知します。

分会へ開催の周知

開催日時、場所、主要議案について

確認します。

開催日時、場所、主要議案について

周知し、分会組合員と意見交換し情報

を収集します。

分会組合員との意見交換の内容も含

め、分会としての意見要望をまとめ、

代表代議員へ託します。

分会組合員の代表として、主

要議案を議論する為、代表代議

員会へ参加します。

分会で代議員へ周知

代表代議員会当日の移動

本部常任執行委員

大会当日の移動方法や集合場所等の

案内をメール等で発信。 大会代議員また傍聴者等へ当日のスケ

ジュールについて情報共有。

大会当日

案内のあった移動方法や集合場所へ

集合し代表代議員会会場へ移動。
代表代議員として参加します。代表

代議員会は時間通り開会しますので集

合場所には遅れない様にしましょう。

議長団

●代表代議員会議長団

代表代議員会では、代表代議員の中から議長および副議長を選出する。

●議長団の役割

・議長は代表代議員会を代表し、大会の進行を図り、副議長は議長を補佐する。

・議長は、大会構成員の中に会議の進行を妨げる者がある時は、代表代議員会にはかり

退場を命ずる事が出来る。

●議長不信任の対応について

議長不信任の動議が出されたときは、当該議長が正議長であれば副議長が、当該議長が

副議長であれば正議長がこれを採択するかどうか代表代議員会にはからなければならない。

・議長は、議事日程に従い議案を順次議題とする。

・議長は、議案の内容が簡単で周知の事柄の場合は、大会にはかって説明を省略する事が

出来る。

・議長は、質疑が終わったと認めた時、、又は質疑打ち切りの動議が成立したとき、質疑

を打ち切る。

・討論の発言順序は、原則として提案に対する反対意見を先にし、議長は逐次相互に意見
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第 回年次本部大会､第 回政治連盟総会

上程議案決まる｡職場討議を開催しよう
 

本部執行委員会は、令和 2年 8月 6日 (木 )持回りによる本部執行委員会に

おいて、令和 2年 8月 28日 (金 )に開催する第 57回年次本部大会への上程議案

として、下記の第 1号議案～第 8号議案までの本部執行委員会案を確認し決

定した。  

また、ユアテックユニオン政治連盟は、令和 2年 8月 5日 (水 )に開催した

第 7回幹事会において、令和 2年 8月 28日 (金 )に開催する第 24回政治連盟総

会への上程議案を確認し決定した。  

 

第 57回年次本部大会議案  

第1号議案 ･･･ 2020年度活動計画 

第2号議案 ･･･ 2019年度収支剰余金処理 

第3号議案 ･･･ 2020年度予算 

第4号議案 ･･･ 2020年度会計監査人委嘱 

第5号議案 ･･･ 組合規約の一部改正 

第6号議案 ･･･ 旅費規程の一部改正 

第7号議案 ･･･ 規約細則の一部改正 

第8号議案 ･･･ 選挙規則の一部改正 

 

 

第 24回政治連盟総会議案  

第1号議案 ･･･ 2020年度活動方針 

第2号議案 ･･･ 2019年度収支剰余金処理 

第3号議案 ･･･ 2020年度予算 

第4号議案 ･･･ 政治連盟規約の一部改正 
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第57回年次本部大会､第24回政治連盟総会
上程議案決まる｡職場討議を開催しよう!
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第１号議案  

2020年度活動計画 

<はじめに> 
◆昨年１０月に施行された消費税率１０％への引き上げや、台風１５号・１９
号・豪雨による自然災害、そして世界全体で猛威を振るっている新型コロナウ
イルス感染症など、私たちの生活や働き方に大きな影響を及ぼしており、先行
きが見えないなかでの国民の不安や負担感の高まりによる個人消費の冷え込
みが懸念されます。また、引き続き憲法の改正やエネルギー政策の先行き、長
時間労働の抑制、全世代型社会保障制度（医療・介護）の実現に向けた改革や、
公的年金制度の持続に対する国民生活の将来不安など、依然として多くの国民
が抱く課題の解決に向けた政策を推し進めることも必要であります。このよう
なことから、私たちは労働組合の立場から政治活動に積極的に参画し、ゆとり・
豊かさ・公正な社会の実現に向け取り組んでいかなければなりません。 
 
◆私たちを取り巻く環境は、景気は新型コロナウイルス感染症の影響により、
依然として厳しい状況にあります。先行きについては、感染拡大の防止策を講
じつつ社会経済活動のレベルを段階的に引き上げていくなかで、公共投資は堅
調に推移しているものの、設備投資については企業収益の減少や先行き不透明
感の高まりにより、当面慎重な動きが続くと見込まれております。一方、本年
４月からの電力システム改革の総仕上げとなる送配電部門の法的分離が始ま
り、事業環境変化への対応が求められている中で、当社においても中期経営方
針が策定されております。これまで維持してきた電力安定供給を損なうことの
ないよう、全従業員が一丸となって邁進していかなければなりません。また、
働き方改革関連法による法規制が進む中において、「働き方・休み方の見直し」
に向けて、限られた労働時間で従来通りの安全・施工品質が求められるなどの
課題についても、私たちは厳しい労働環境下におかれております。そのような
環境下にありながらも各職場では効率の良い働き方を見出し、地域社会への発
展や安定的なライフライン保守に精一杯努力しながら、安全衛生の確保や生産
性の向上に積極的に取り組んでおります。 
 

◆このような中における労働組合活動は、日々変化する環境に的確に対応した

組織運営が求められており、コミュニケーション活動を推進しながら職場で発

生する課題を抽出し、課題解決に向けた取り組みを積極的に展開し、働く者が

十分に能力を発揮できる職場環境づくりを展開していかなければなりません。

特に、現在の職場においては、働き方改革における諸施策に呼応しながら、労

働時間管理の徹底とともに生産性労働運動を進め、ワーク・ライフ・バランス

を推進し「休み方改革」に向け、活動を展開してまいります。 

 

◆私たちは、組織のこれまでの歩みを礎として、２０２１年度からの新たな

組織体制に向け、一人ひとりが積極的かつ主体的に｢自由にして民主的な労働

運動｣を基本理念として、全員参加による組織活動を展開し、労働組合の存在

価値と存在意義を高めていかなければなりません。そして、良好な労使の信

頼関係を盤石なものとし、全組合員の想いを重ねて“私たちが望む夢ある未

来”に向けて邁進します。また、ユアテック企業グループに働く多くの仲間

との積極的な連帯活動を推進し、企業グループ全体の健全な発展に向けて貢

献していきます。 

 
 
 
 
 
 

—　2　—

y10737
スタンプ



第１号議案  

2020年度活動計画 

<はじめに> 
◆昨年１０月に施行された消費税率１０％への引き上げや、台風１５号・１９
号・豪雨による自然災害、そして世界全体で猛威を振るっている新型コロナウ
イルス感染症など、私たちの生活や働き方に大きな影響を及ぼしており、先行
きが見えないなかでの国民の不安や負担感の高まりによる個人消費の冷え込
みが懸念されます。また、引き続き憲法の改正やエネルギー政策の先行き、長
時間労働の抑制、全世代型社会保障制度（医療・介護）の実現に向けた改革や、
公的年金制度の持続に対する国民生活の将来不安など、依然として多くの国民
が抱く課題の解決に向けた政策を推し進めることも必要であります。このよう
なことから、私たちは労働組合の立場から政治活動に積極的に参画し、ゆとり・
豊かさ・公正な社会の実現に向け取り組んでいかなければなりません。 
 
◆私たちを取り巻く環境は、景気は新型コロナウイルス感染症の影響により、
依然として厳しい状況にあります。先行きについては、感染拡大の防止策を講
じつつ社会経済活動のレベルを段階的に引き上げていくなかで、公共投資は堅
調に推移しているものの、設備投資については企業収益の減少や先行き不透明
感の高まりにより、当面慎重な動きが続くと見込まれております。一方、本年
４月からの電力システム改革の総仕上げとなる送配電部門の法的分離が始ま
り、事業環境変化への対応が求められている中で、当社においても中期経営方
針が策定されております。これまで維持してきた電力安定供給を損なうことの
ないよう、全従業員が一丸となって邁進していかなければなりません。また、
働き方改革関連法による法規制が進む中において、「働き方・休み方の見直し」
に向けて、限られた労働時間で従来通りの安全・施工品質が求められるなどの
課題についても、私たちは厳しい労働環境下におかれております。そのような
環境下にありながらも各職場では効率の良い働き方を見出し、地域社会への発
展や安定的なライフライン保守に精一杯努力しながら、安全衛生の確保や生産
性の向上に積極的に取り組んでおります。 
 

◆このような中における労働組合活動は、日々変化する環境に的確に対応した

組織運営が求められており、コミュニケーション活動を推進しながら職場で発

生する課題を抽出し、課題解決に向けた取り組みを積極的に展開し、働く者が

十分に能力を発揮できる職場環境づくりを展開していかなければなりません。

特に、現在の職場においては、働き方改革における諸施策に呼応しながら、労

働時間管理の徹底とともに生産性労働運動を進め、ワーク・ライフ・バランス

を推進し「休み方改革」に向け、活動を展開してまいります。 

 

◆私たちは、組織のこれまでの歩みを礎として、２０２１年度からの新たな

組織体制に向け、一人ひとりが積極的かつ主体的に｢自由にして民主的な労働

運動｣を基本理念として、全員参加による組織活動を展開し、労働組合の存在

価値と存在意義を高めていかなければなりません。そして、良好な労使の信

頼関係を盤石なものとし、全組合員の想いを重ねて“私たちが望む夢ある未

来”に向けて邁進します。また、ユアテック企業グループに働く多くの仲間

との積極的な連帯活動を推進し、企業グループ全体の健全な発展に向けて貢

献していきます。 

 
 
 
 
 
 

<活動を進めるにあたっての基調> 
 

私たちの活動は、日々変化する環境に的確に対応した組織運営が求められてお

り、コミュニケーション活動を推進しながら職場課題を抽出する取り組みを積極

的に行う必要があります。また、どのような環境変化に対しても、将来を見通す

先見性のある的確な判断とスピード感をもって対応することが重要であり、広範

囲にわたる諸課題に対して、質の高い主体的活動を積極的に取り組まなければな

りません。 

私たちは、民主的労働運動を基本理念として、信頼関係に基づいた良好な労使

関係を育み、総合的労働条件の維持・向上や、生きがいと働きがいが実感できる

活力ある職場環境の確立をめざした活動を積極的に展開し、組合員とその家族の

将来にわたる幸せを求めるとともに、ユアテック企業グループ全体の発展・繁栄

に向けて、多くの仲間と組織的な連帯活動を展開していきます。 

その活動を進めるにあたっては、「ユアテックユニオンの進路」を基軸とし

て、自信と誇りをもって、変化する環境に適した活動を展開しながら、“身近
で信頼される組織”をめざし、ユニオンビジョン「インプレッシブＯＮＥ」の

具現化に向けた取り組みを、全組合員の心と力を合わせて力強く展開していきま

す。 

 

 

 

 

１．友愛と信義に満ちた生きいきとした組織づくり 
全ての職場で全ての組合員が、友愛と信義に基づく真の信頼関係と一体感によ

り諸活動に取り組み、生きいきとした存在感のある組織づくりを推進します。  

 

 

 

２．「ユアテックユニオンの進路」に基づく活動展開 
「ユアテックユニオンの進路」を全ての活動展開の基本とすることを組織風土

として定着させるとともに、ユニオンビジョン「インプレッシブＯＮＥ」の実現

をめざした活動の主体的展開をはかります。 

 

 

 

３．人間性と効率性が調和した職場づくり 
信頼関係に基づいた健全で良好な労使関係を育み、健康で安全な職場の構築を

最優先とした人間性と効率性が調和する活力ある職場づくりを推進します。  

 

 

 

４．魅力ある産業、豊かな社会づくりへの参画 
産業政策推進や勤労者・生活者の立場に立った政策制度実現のため、電力総連

を基軸に民主的労働運動をすすめる多くの仲間との連帯活動を推進します。 
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組 織 対 策 関 係
＜組織対策方針＞ 

 われわれ労働組合の活動原点は職場にあり、職場組合員一人ひとりの声を積極的に抽出し、組織体制

や運営方法などに反映しながら活動を展開することが大切です。その活動を進めるにあたっては、職場

の求める声を的確に捉えるために活発なコミュニケーション活動が重要となります。 

 現在、職場では常態的な繁忙感などから組織活動の活性化が最重要課題となっております。求心力・

発信力を向上させ、強いリーダーシップを発揮できる人材育成に向けた教育活動が組織強化に必要不可

欠であり、将来を見据えた組織体制づくりや、多様性をもって柔軟に対応できる組織運営をすすめてい

かなければなりません。 

 したがって私たちは、誰もが参加・参画できる時代に即した魅力ある活動や、英知が備わる人間形成

に着眼した積極的な教育活動を展開し、組織の強化・発展、生き甲斐・働き甲斐が感じられる職場の醸

成に向け主体的に取り組み、組織の存在意義を高めていかなければなりません。また、職場組合員が豊

かで安心して暮らす一助として、福祉共済事業の充実や万が一に備えた保障など、総合的生活支援機能

の充実と各種情報の発信はもとより、意見抽出による課題改善に向けた検討を行います。加えて、より

豊かな生活を営むため、民主的労働運動を推進する多くの仲間とともに心と力を合わせ、産業課題や社

会的・政治的課題の解決に向けた活動を展開し、組織の存在価値を高める活動にも注力していきます。 

１．生きいきとした存在感ある組織づくりをめざして 

（１）積極的な職場コミュニケーション活動を通じて、より一体感のある組織づくりを行います。 

（２）将来を見据えた組織体制の強化・発展に向けた教育活動の充実をはかり、計画的な人材育成を行います。 

（３）職場実態や組織財政に考慮した組織体制の構築に向けた検討を行います。 

（４）豊かでゆとりある生活が営める職場風土の醸成に取り組みます。 

（５）男女平等参画を推進する組織づくりを行います。 

（６）より多くの組合員が参画する連帯活動を積極的に行います。 

（７）組合員とその家族を対象としたふれあい活動を積極的に行います。 

（８）地域に根ざした社会貢献活動を展開していきます。 

２．頼りがいのある生活支援機能の充実をめざして 

（１）効果的で分かりやすい機関紙を作成し、情報発信を適宜行います。 

（２）家族を含めた組合員向けの情報発信にユニオンホームページを活用して効果的に行います。 

（３）組合員共済事業の充実へ向け新規契約施設の検討と既契約施設の利用促進をはかります。 

（４）電力総連年金・東北電力生協・共済事業など、生活支援の情報提供と加入促進を行います。 

（５）共済事業の円滑な運用に向けた取り組みを行います。 

（６）ユニオンが推奨する各種保険・共済制度の情報発信を効果的に行います。 

３．仲間との連携活動の強化をめざして 

（１）東北電力総連および電力総連電工部会の活動に積極的に参画し、その中での役割と責任を果たしていきます。ま

た、連合活動へは電力総連の一員として積極的に参加します。 

（２）電工産業に働く仲間とともに産業レベルでの政策課題や電力総連の政策へ積極的に取り組みます。 

（３）環境意識向上のため電力総連が推進する地球温暖化防止対策運動「地球を救うＣＯＣＯちゃん運動」を展開し

ます。 

（４）友誼団体との連携を深め、社会的・政治的課題への取り組みを行います。 

（５）労働組合における政治活動の理解促進を政治連盟と連携し取り組みます。 

（６）中間地方選挙および各級選挙における東北電力総連推薦候補者必勝に向けた取り組みを展開します。 

（７）ユアテック企業グループ従業員連絡会の更なる充実と会員の拡大をめざすとともに、ユアテック企業グルー

プに働く仲間との連携を密にしてグループ全体の充実に向けた組織力強化と支援を積極的に推進します。 

（８）全電工労連の活動に積極的に参画し、その中での役割を果たしていきます。 

 

 

 

 

 

労 働 政 策 関 係
＜労働政策方針＞ 

 われわれ労働組合は「豊かでゆとりある生涯生活の実現」をめざし、生産能力向上に向け安全衛生を

最優先とした取り組みを推進し、魅力的で誰もが豊かさを実感できる職場づくりを進めることが責務で

あります。 

 そのためにも生産性運動三原則に基づく活動が重要であり、雇用の維持・拡大、魅力ある実質賃金の

実現、福利厚生の充実など総合的労働条件の充実に向けた取り組みや、健康の維持・増進および健康障

害の未然防止の取り組み強化など、これまで以上に政策協議や提言活動に注力が必要となります。 

 現在、更なる生産性向上に対し求められる業務の多様化、労働環境の変化、働き方改革に伴う対応な

ど、スピード感が求められる中でも、安全で安心して働くことが必要不可欠であることから、引き続

き、安全衛生活動の取り組みを強化しなければなりません。 

 したがって私たちは、課題解決に向けた政策能力を高めながら良好な労使の信頼関係のもと、安全の

先取りができる活動や生活水準の維持・向上に向け積極的に取り組むとともに働き方の見直しにおいて

「休み方改革」を推進します。また、グループ会社・協力会社に働く仲間を含めユアテックグループ全

体の連帯感や職場で相互に支え合う仲間意識の醸成をはかり、人間性と効率性が調和した創造的で活力

ある職場環境づくりを積極的に展開します。 

１．豊かでゆとりあるライフステージの実現をめざして 

（１）電力総連や電力総連電工部会の方針に沿った賃金・一時金をはじめとする実質賃金の維持・向上や諸手当そ

の他の改善・整備に向けた取り組みを行います。 

（２）労働協約の充実・整備に向けた取り組みを行います。 

（３）退職金の水準向上に向けた具体的検討による制度の改善・整備に取り組みます。 

（４）再雇用制度の充実と定年延長などを見据えた取り組みを行います。 

（５）福祉会の充実と利用促進ならびに健康保険組合の効率的運営をめざした取り組みを行います。 

２．安全で健康な活力ある職場の確立をめざして 

（１）各級機関における安全衛生委員会や労使協議の充実により実効ある安全衛生活動を展開します。 

（２）対話活動などの充実により、職場が抱える課題の抽出と強固な安全衛生意識の醸成に取り組みます。 

（３）夏季・冬季の安全運動ならびに労働衛生運動を労使一体で効果的に取り組み、ユアテックグループ全体の安

全衛生活動の推進をはかります。 

（４）心の健康増進に向けて、ストレスチェックの有効活用など、衛生活動の推進に取り組みます。 

（５）放射線下労働における安心と安全の確立に向けて取り組みを行います。 

３．創造的で活力ある職場風土をめざして 

（１）会社施策展開に関わる労使協議の更なる充実と事前協議の徹底をはかります。 

（２）種々の会社施策に対して検討・提言を行い、魅力的で働きやすい労働環境の整備・改善に取り組みます。 

（３）適正な就労管理による適正申告と時間外労働・休日労働に関する協定の厳守に向けた取り組みを行うととも

に、休み方改革に取り組みます。 

（４）働きやすい労働環境をめざすとともに、休暇が取得しやすい職場環境づくりに取り組みます。 

（５）ＷＬＢ推進活動を充実させるとともに従業員同士の共助により、一人ひとりが活躍しやすい職場風土の構築

に向けた取り組みを行います。 

（６）人事諸制度全般の適正運用と更なる制度充実に向けた取り組みを行います。 

（７）年齢・性別を問わず誰もが活躍できる職場環境づくりに向けた取り組みを行います。 

（８）出向・転籍に関わる取り組みを行います。 

（９）海外業務における労働環境整備と労働負荷軽減に向けた取り組みを行います。 

（10）労働に関わる法改正に対応した取り組みを行います。 

４．ユアテックグループ全体の前進をめざして 

（１）ユアテック企業グループに働く仲間の生活と福利厚生の充実をめざした取り組みを行います。 

（２）グループ会社・協力会社に対する当社としての各種施策が実効あるものになるよう、提言活動の強化を行いま

す。 

（３）グループ会社およびユアテック企業グループ従業員連絡会との意見交換により職場実態を把握し、労働条件

の向上をめざした取り組みを行います。
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組 織 対 策 関 係
＜組織対策方針＞ 

 われわれ労働組合の活動原点は職場にあり、職場組合員一人ひとりの声を積極的に抽出し、組織体制

や運営方法などに反映しながら活動を展開することが大切です。その活動を進めるにあたっては、職場

の求める声を的確に捉えるために活発なコミュニケーション活動が重要となります。 

 現在、職場では常態的な繁忙感などから組織活動の活性化が最重要課題となっております。求心力・

発信力を向上させ、強いリーダーシップを発揮できる人材育成に向けた教育活動が組織強化に必要不可

欠であり、将来を見据えた組織体制づくりや、多様性をもって柔軟に対応できる組織運営をすすめてい

かなければなりません。 

 したがって私たちは、誰もが参加・参画できる時代に即した魅力ある活動や、英知が備わる人間形成

に着眼した積極的な教育活動を展開し、組織の強化・発展、生き甲斐・働き甲斐が感じられる職場の醸

成に向け主体的に取り組み、組織の存在意義を高めていかなければなりません。また、職場組合員が豊

かで安心して暮らす一助として、福祉共済事業の充実や万が一に備えた保障など、総合的生活支援機能

の充実と各種情報の発信はもとより、意見抽出による課題改善に向けた検討を行います。加えて、より

豊かな生活を営むため、民主的労働運動を推進する多くの仲間とともに心と力を合わせ、産業課題や社

会的・政治的課題の解決に向けた活動を展開し、組織の存在価値を高める活動にも注力していきます。 

１．生きいきとした存在感ある組織づくりをめざして 

（１）積極的な職場コミュニケーション活動を通じて、より一体感のある組織づくりを行います。 

（２）将来を見据えた組織体制の強化・発展に向けた教育活動の充実をはかり、計画的な人材育成を行います。 

（３）職場実態や組織財政に考慮した組織体制の構築に向けた検討を行います。 

（４）豊かでゆとりある生活が営める職場風土の醸成に取り組みます。 

（５）男女平等参画を推進する組織づくりを行います。 

（６）より多くの組合員が参画する連帯活動を積極的に行います。 

（７）組合員とその家族を対象としたふれあい活動を積極的に行います。 

（８）地域に根ざした社会貢献活動を展開していきます。 

２．頼りがいのある生活支援機能の充実をめざして 

（１）効果的で分かりやすい機関紙を作成し、情報発信を適宜行います。 

（２）家族を含めた組合員向けの情報発信にユニオンホームページを活用して効果的に行います。 

（３）組合員共済事業の充実へ向け新規契約施設の検討と既契約施設の利用促進をはかります。 

（４）電力総連年金・東北電力生協・共済事業など、生活支援の情報提供と加入促進を行います。 

（５）共済事業の円滑な運用に向けた取り組みを行います。 

（６）ユニオンが推奨する各種保険・共済制度の情報発信を効果的に行います。 

３．仲間との連携活動の強化をめざして 

（１）東北電力総連および電力総連電工部会の活動に積極的に参画し、その中での役割と責任を果たしていきます。ま

た、連合活動へは電力総連の一員として積極的に参加します。 

（２）電工産業に働く仲間とともに産業レベルでの政策課題や電力総連の政策へ積極的に取り組みます。 

（３）環境意識向上のため電力総連が推進する地球温暖化防止対策運動「地球を救うＣＯＣＯちゃん運動」を展開し

ます。 

（４）友誼団体との連携を深め、社会的・政治的課題への取り組みを行います。 

（５）労働組合における政治活動の理解促進を政治連盟と連携し取り組みます。 

（６）中間地方選挙および各級選挙における東北電力総連推薦候補者必勝に向けた取り組みを展開します。 

（７）ユアテック企業グループ従業員連絡会の更なる充実と会員の拡大をめざすとともに、ユアテック企業グルー

プに働く仲間との連携を密にしてグループ全体の充実に向けた組織力強化と支援を積極的に推進します。 

（８）全電工労連の活動に積極的に参画し、その中での役割を果たしていきます。 

 

 

 

 

 

労 働 政 策 関 係
＜労働政策方針＞ 

 われわれ労働組合は「豊かでゆとりある生涯生活の実現」をめざし、生産能力向上に向け安全衛生を

最優先とした取り組みを推進し、魅力的で誰もが豊かさを実感できる職場づくりを進めることが責務で

あります。 

 そのためにも生産性運動三原則に基づく活動が重要であり、雇用の維持・拡大、魅力ある実質賃金の

実現、福利厚生の充実など総合的労働条件の充実に向けた取り組みや、健康の維持・増進および健康障

害の未然防止の取り組み強化など、これまで以上に政策協議や提言活動に注力が必要となります。 

 現在、更なる生産性向上に対し求められる業務の多様化、労働環境の変化、働き方改革に伴う対応な

ど、スピード感が求められる中でも、安全で安心して働くことが必要不可欠であることから、引き続

き、安全衛生活動の取り組みを強化しなければなりません。 

 したがって私たちは、課題解決に向けた政策能力を高めながら良好な労使の信頼関係のもと、安全の

先取りができる活動や生活水準の維持・向上に向け積極的に取り組むとともに働き方の見直しにおいて

「休み方改革」を推進します。また、グループ会社・協力会社に働く仲間を含めユアテックグループ全

体の連帯感や職場で相互に支え合う仲間意識の醸成をはかり、人間性と効率性が調和した創造的で活力

ある職場環境づくりを積極的に展開します。 

１．豊かでゆとりあるライフステージの実現をめざして 

（１）電力総連や電力総連電工部会の方針に沿った賃金・一時金をはじめとする実質賃金の維持・向上や諸手当そ

の他の改善・整備に向けた取り組みを行います。 

（２）労働協約の充実・整備に向けた取り組みを行います。 

（３）退職金の水準向上に向けた具体的検討による制度の改善・整備に取り組みます。 

（４）再雇用制度の充実と定年延長などを見据えた取り組みを行います。 

（５）福祉会の充実と利用促進ならびに健康保険組合の効率的運営をめざした取り組みを行います。 

２．安全で健康な活力ある職場の確立をめざして 

（１）各級機関における安全衛生委員会や労使協議の充実により実効ある安全衛生活動を展開します。 

（２）対話活動などの充実により、職場が抱える課題の抽出と強固な安全衛生意識の醸成に取り組みます。 

（３）夏季・冬季の安全運動ならびに労働衛生運動を労使一体で効果的に取り組み、ユアテックグループ全体の安

全衛生活動の推進をはかります。 

（４）心の健康増進に向けて、ストレスチェックの有効活用など、衛生活動の推進に取り組みます。 

（５）放射線下労働における安心と安全の確立に向けて取り組みを行います。 

３．創造的で活力ある職場風土をめざして 

（１）会社施策展開に関わる労使協議の更なる充実と事前協議の徹底をはかります。 

（２）種々の会社施策に対して検討・提言を行い、魅力的で働きやすい労働環境の整備・改善に取り組みます。 

（３）適正な就労管理による適正申告と時間外労働・休日労働に関する協定の厳守に向けた取り組みを行うととも

に、休み方改革に取り組みます。 

（４）働きやすい労働環境をめざすとともに、休暇が取得しやすい職場環境づくりに取り組みます。 

（５）ＷＬＢ推進活動を充実させるとともに従業員同士の共助により、一人ひとりが活躍しやすい職場風土の構築

に向けた取り組みを行います。 

（６）人事諸制度全般の適正運用と更なる制度充実に向けた取り組みを行います。 

（７）年齢・性別を問わず誰もが活躍できる職場環境づくりに向けた取り組みを行います。 

（８）出向・転籍に関わる取り組みを行います。 

（９）海外業務における労働環境整備と労働負荷軽減に向けた取り組みを行います。 

（10）労働に関わる法改正に対応した取り組みを行います。 

４．ユアテックグループ全体の前進をめざして 

（１）ユアテック企業グループに働く仲間の生活と福利厚生の充実をめざした取り組みを行います。 

（２）グループ会社・協力会社に対する当社としての各種施策が実効あるものになるよう、提言活動の強化を行いま

す。 

（３）グループ会社およびユアテック企業グループ従業員連絡会との意見交換により職場実態を把握し、労働条件

の向上をめざした取り組みを行います。
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第２号議案  

２０１９年度収支剰余金処理 

１．２０１９年度一般会計収支剰余金 １１９，７００，６９７円を 

２０２０年度一般会計に繰入れ処理する。 

２．２０１９年度福祉共済事業会計収支剰余金 ９９,７８３,０２１円を 

       ２０２０年度福祉共済事業会計に繰入れ処理する。 

 

 

 

 

 

第３号議案  

２０２０年度予算 

   ≪大会資料 No.２参照≫ 

 

 

 

 

第４号議案  

 

２０２０年度会計監査人委嘱  

２０２０年度本部会計の監査は、「公認会計士 須藤裕州、 

      公認会計士 西村一幸」 に委嘱する。 

 

 

 

 

 

第５号議案  

「組合規約の一部改正」  

◆組合規約 第 35 条、第 43 条、第 50 条、第 54 条、第 56 条を次のとおり改正する。 

◆組合規約 第 87 条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

 

改 正 前 改 正 後 

 

第 35 条 本部執行委員会は、本部執行委員長、

本部副執行委員長、本部書記長、本部常任執行

委員、本部執行委員、本部特別執行委員で構成

される。 

 

第 43 条 本部常任執行委員会は、本部執行委員

長、本部副執行委員長、本部書記長、本部常任

執行委員で構成され、本部執行委員長が招集し

て開かれる。 

 

第 50 条 この組合の本部には、次の役員をおく。 

(1)本部執行委員長     １ 名 

(2)本部副執行委員長    若干名 

(3)本部書記長       １ 名 

（新設） 

(4)本部常任執行委員    若干名 

(5)本部執行委員      若干名 

(6)本部特別執行委員       若干名 

(7)本部会計監査員     ２ 名 

２．本部副執行委員長、本部常任執行委員、本部

執行委員、本部特別執行委員の定数は、本部執

行委員会で確認する。 

 

第 54 条 本部執行委員長、本部副執行委員長、

本部書記長は、本部大会において、立候補者の

中から出席代議員の直接無記名投票によって

選出される。 

 

第 56 条 本部役員は次の任務を負う。  

(1)～(3)    ～省略～ 

（新設） 

(4)本部常任執行委員、本部執行委員および本部

特別執行委員は、本部の業務を分担し遂行す

る。 

(5)本部会計監査人は、年４回以上組合の会計状

態を監査し、その都度その結果を本部常任執

行委員会に報告するとともに、次の本部大会

に報告しなければならない。  

(6)本部役員は、実情に合わせ専従役員となる。 

なお、専従役員数は本部執行委員会で確認す

る。 

 

第 35 条 本部執行委員会は、本部執行委員長、

本部副執行委員長、本部書記長、本部副書記長、

本部常任執行委員、本部執行委員、本部特別執

行委員で構成される。  

 

第 43 条 本部常任執行委員会は、本部執行委員

長、本部副執行委員長、本部書記長、本部副書

記長、本部常任執行委員で構成され、本部執行

委員長が招集して開かれる。  

 

第 50 条 この組合の本部には、次の役員をおく。 

(1)本部執行委員長     １ 名 

(2)本部副執行委員長    若干名 

(3)本部書記長       １ 名 

(4)本部副書記長      若干名 

(5)本部常任執行委員    若干名 

(6)本部執行委員      若干名 

(7)本部特別執行委員       若干名 

(8)本部会計監査員     ２ 名 

２．本部副執行委員長、本部副書記長、本部常任

執行委員、本部執行委員、本部特別執行委員の

定数は、本部執行委員会で確認する。  

 

第 54 条 本部執行委員長、本部副執行委員長、

本部書記長、本部副書記長、本部常任執行委員

は、本部大会において、立候補者の中から出席

代議員の直接無記名投票によって選出される。 

 

第 56 条 本部役員は次の任務を負う。  

(1)～(3)    ～省略～ 

(4)本部副書記長は、本部書記長を補佐する。  

(5)本部常任執行委員、本部執行委員および本部

特別執行委員は、本部の業務を分担し遂行す

る。 

(6)本部会計監査人は、年４回以上組合の会計状

態を監査し、その都度その結果を本部常任執

行委員会に報告するとともに、次の本部大会

に報告しなければならない。  

(7)本部役員は、実情に合わせ専従役員となる。 

なお、専従役員数は本部執行委員会で確認す

る。 
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第２号議案  

２０１９年度収支剰余金処理 

１．２０１９年度一般会計収支剰余金 １１９，７００，６９７円を 

２０２０年度一般会計に繰入れ処理する。 

２．２０１９年度福祉共済事業会計収支剰余金 ９９,７８３,０２１円を 

       ２０２０年度福祉共済事業会計に繰入れ処理する。 

 

 

 

 

 

第３号議案  

２０２０年度予算 

   ≪大会資料 No.２参照≫ 

 

 

 

 

第４号議案  

 

２０２０年度会計監査人委嘱  

２０２０年度本部会計の監査は、「公認会計士 須藤裕州、 

      公認会計士 西村一幸」 に委嘱する。 

 

 

 

 

 

第５号議案  

「組合規約の一部改正」  

◆組合規約 第 35 条、第 43 条、第 50 条、第 54 条、第 56 条を次のとおり改正する。 

◆組合規約 第 87 条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

 

改 正 前 改 正 後 

 

第 35 条 本部執行委員会は、本部執行委員長、

本部副執行委員長、本部書記長、本部常任執行

委員、本部執行委員、本部特別執行委員で構成

される。 

 

第 43 条 本部常任執行委員会は、本部執行委員

長、本部副執行委員長、本部書記長、本部常任

執行委員で構成され、本部執行委員長が招集し

て開かれる。 

 

第 50 条 この組合の本部には、次の役員をおく。 

(1)本部執行委員長     １ 名 

(2)本部副執行委員長    若干名 

(3)本部書記長       １ 名 

（新設） 

(4)本部常任執行委員    若干名 

(5)本部執行委員      若干名 

(6)本部特別執行委員       若干名 

(7)本部会計監査員     ２ 名 

２．本部副執行委員長、本部常任執行委員、本部

執行委員、本部特別執行委員の定数は、本部執

行委員会で確認する。 

 

第 54 条 本部執行委員長、本部副執行委員長、

本部書記長は、本部大会において、立候補者の

中から出席代議員の直接無記名投票によって

選出される。 

 

第 56 条 本部役員は次の任務を負う。  

(1)～(3)    ～省略～ 

（新設） 

(4)本部常任執行委員、本部執行委員および本部

特別執行委員は、本部の業務を分担し遂行す

る。 

(5)本部会計監査人は、年４回以上組合の会計状

態を監査し、その都度その結果を本部常任執

行委員会に報告するとともに、次の本部大会

に報告しなければならない。  

(6)本部役員は、実情に合わせ専従役員となる。 

なお、専従役員数は本部執行委員会で確認す

る。 

 

第 35 条 本部執行委員会は、本部執行委員長、

本部副執行委員長、本部書記長、本部副書記長、

本部常任執行委員、本部執行委員、本部特別執

行委員で構成される。  

 

第 43 条 本部常任執行委員会は、本部執行委員

長、本部副執行委員長、本部書記長、本部副書

記長、本部常任執行委員で構成され、本部執行

委員長が招集して開かれる。  

 

第 50 条 この組合の本部には、次の役員をおく。 

(1)本部執行委員長     １ 名 

(2)本部副執行委員長    若干名 

(3)本部書記長       １ 名 

(4)本部副書記長      若干名 

(5)本部常任執行委員    若干名 

(6)本部執行委員      若干名 

(7)本部特別執行委員       若干名 

(8)本部会計監査員     ２ 名 

２．本部副執行委員長、本部副書記長、本部常任

執行委員、本部執行委員、本部特別執行委員の

定数は、本部執行委員会で確認する。  

 

第 54 条 本部執行委員長、本部副執行委員長、

本部書記長、本部副書記長、本部常任執行委員

は、本部大会において、立候補者の中から出席

代議員の直接無記名投票によって選出される。 

 

第 56 条 本部役員は次の任務を負う。  

(1)～(3)    ～省略～ 

(4)本部副書記長は、本部書記長を補佐する。  

(5)本部常任執行委員、本部執行委員および本部

特別執行委員は、本部の業務を分担し遂行す

る。 

(6)本部会計監査人は、年４回以上組合の会計状

態を監査し、その都度その結果を本部常任執

行委員会に報告するとともに、次の本部大会

に報告しなければならない。  

(7)本部役員は、実情に合わせ専従役員となる。 

なお、専従役員数は本部執行委員会で確認す

る。 
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専従役員の服務は別に定める。  

 

       ～以下省略～ 

 

第 87 条      

～省略～ 

34．この規約は、平成 26 年８月 29 日より一部改

正実施する。 

専従役員の服務は別に定める。  

 

～以下省略～  

 

第 87 条      

～省略～ 

35．この規約は、令和 2 年８月 29 日より一部改

正実施する。 

 

 

第６号議案  

「旅費規程の一部改正」  

◆旅費規程 第７条を次のとおり一部改正する。 

◆旅費規程 第９条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

改 正 前 改 正 後 

 

第７条 本部役員、分会執行委員の活動調査費は

次により支給する。  

(1) 本部執行委員長   １か月 30,000 円 

(2) 本部副執行委員長  １か月 28,000 円 

(3) 本部書記長     １か月 28,000 円 

  （新設） 

(4) 本部常任執行委員  １か月 25,000 円 

(5) 本部執行委員    １か月  6,000 円 

(6) 本部会計監査員   １回毎  3,000 円 

(7) 分会執行委員長   １か月  4,000 円 

(8) 分会副執行委員長  １か月  2,000 円 

(9) 分会書記長     １か月  2,000 円 

(10)分会執行委員     １か月  1,000 円 

 

       ～以下省略～ 

 

第 9 条      

～省略～ 

15．この規程は、平成 26 年８月 26 日より一部改

正実施する。 

 

第７条 本部役員、分会執行委員の活動調査費は

次により支給する。 

(1) 本部執行委員長   １か月 30,000 円 

(2) 本部副執行委員長   １か月 28,000 円 

(3) 本部書記長     １か月 28,000 円 

(4) 本部副書記長    １か月 28,000 円 

(5) 本部常任執行委員  １か月 25,000 円 

(6) 本部執行委員    １か月  6,000 円 

(7) 本部会計監査員   １回毎  3,000 円 

(8) 分会執行委員長    １か月  4,000 円 

(9) 分会副執行委員長  １か月  2,000 円 

(10)分会書記長      １か月  2,000 円 

(11)分会執行委員     １か月  1,000 円 

 

～以下省略～  

 

第 9 条     

 ～省略～ 

16．この規程は、令和 2 年８月 29 日より一部改

正実施する。 

 

 

 

第７号議案  

「規約細則の一部改正」  

◆規約細則 第 16 条および第 17 条を次のとおり一部改正する。 

◆規約細則 第 23 条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

改 正 前 改 正 後 

 

第 16 条 本部役員は、次の場合第 17 条の手続き

によっていつでも召還される。  

(1)本部三役および本部常任執行委員、本部会計

監査員は、全組合員の３分の１の連書による

要求があったとき。 

 

       ～以下省略～  

 

第 17 条 前条の要求があったとき、次の手続き

により召還の可否を決める。  

(1)本部三役および本部常任執行委員、本部会計

監査員は、本部臨時大会または代表代議員会

の代議員定数の過半数以上の同意による。  

 

       ～以下省略～  

 

第 23 条 

     ～省略～ 

12．この細則は、平成 23 年８月 26 日より一部改

正実施する。 

 

第 16 条 本部役員は、次の場合第 17 条の手続き

によっていつでも召還される。  

(1)本部四役および本部常任執行委員、本部会計

監査員は、全組合員の３分の１の連書による

要求があったとき。 

 

～以下省略～  

 

第 17 条 前条の要求があったとき、次の手続き

により召還の可否を決める。  

(1)本部四役および本部常任執行委員、本部会計

監査員は、本部臨時大会または代表代議員会

の代議員定数の過半数以上の同意による。  

 

       ～以下省略～  

 

第 23 条  

    ～省略～ 

13．この細則は、令和 2 年８月 29 日より一部改

正実施する。 
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専従役員の服務は別に定める。  

 

       ～以下省略～  

 

第 87 条      

～省略～ 

34．この規約は、平成 26 年８月 29 日より一部改

正実施する。 

専従役員の服務は別に定める。  

 

～以下省略～  

 

第 87 条      

～省略～ 

35．この規約は、令和 2 年８月 29 日より一部改

正実施する。 

 

 

第６号議案  

「旅費規程の一部改正」  

◆旅費規程 第７条を次のとおり一部改正する。 

◆旅費規程 第９条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

改 正 前 改 正 後 

 

第７条 本部役員、分会執行委員の活動調査費は

次により支給する。  

(1) 本部執行委員長   １か月 30,000 円 

(2) 本部副執行委員長  １か月 28,000 円 

(3) 本部書記長     １か月 28,000 円 

  （新設） 

(4) 本部常任執行委員  １か月 25,000 円 

(5) 本部執行委員    １か月  6,000 円 

(6) 本部会計監査員   １回毎  3,000 円 

(7) 分会執行委員長   １か月  4,000 円 

(8) 分会副執行委員長  １か月  2,000 円 

(9) 分会書記長     １か月  2,000 円 

(10)分会執行委員     １か月  1,000 円 

 

       ～以下省略～  

 

第 9 条      

～省略～ 

15．この規程は、平成 26 年８月 26 日より一部改

正実施する。 

 

第７条 本部役員、分会執行委員の活動調査費は

次により支給する。 

(1) 本部執行委員長   １か月 30,000 円 

(2) 本部副執行委員長   １か月 28,000 円 

(3) 本部書記長     １か月 28,000 円 

(4) 本部副書記長    １か月 28,000 円 

(5) 本部常任執行委員  １か月 25,000 円 

(6) 本部執行委員    １か月  6,000 円 

(7) 本部会計監査員   １回毎  3,000 円 

(8) 分会執行委員長    １か月  4,000 円 

(9) 分会副執行委員長  １か月  2,000 円 

(10)分会書記長      １か月  2,000 円 

(11)分会執行委員     １か月  1,000 円 

 

～以下省略～  

 

第 9 条     

 ～省略～ 

16．この規程は、令和 2 年８月 29 日より一部改

正実施する。 

 

 

 

第７号議案  

「規約細則の一部改正」  

◆規約細則 第 16 条および第 17 条を次のとおり一部改正する。 

◆規約細則 第 23 条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

改 正 前 改 正 後 

 

第 16 条 本部役員は、次の場合第 17 条の手続き

によっていつでも召還される。  

(1)本部三役および本部常任執行委員、本部会計

監査員は、全組合員の３分の１の連書による

要求があったとき。 

 

       ～以下省略～ 

 

第 17 条 前条の要求があったとき、次の手続き

により召還の可否を決める。  

(1)本部三役および本部常任執行委員、本部会計

監査員は、本部臨時大会または代表代議員会

の代議員定数の過半数以上の同意による。  

 

       ～以下省略～ 

 

第 23 条 

     ～省略～ 

12．この細則は、平成 23 年８月 26 日より一部改

正実施する。 

 

第 16 条 本部役員は、次の場合第 17 条の手続き

によっていつでも召還される。  

(1)本部四役および本部常任執行委員、本部会計

監査員は、全組合員の３分の１の連書による

要求があったとき。 

 

～以下省略～  

 

第 17 条 前条の要求があったとき、次の手続き

により召還の可否を決める。  

(1)本部四役および本部常任執行委員、本部会計

監査員は、本部臨時大会または代表代議員会

の代議員定数の過半数以上の同意による。  

 

       ～以下省略～  

 

第 23 条  

    ～省略～ 

13．この細則は、令和 2 年８月 29 日より一部改

正実施する。 
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第８号議案  

「選挙規則の一部改正」  

◆選挙規則 第３条、第４条、第 10 条を次のとおり一部改正する。 

◆選挙規則 第 14 条２号を削除する。 

◆上記に付随し、号数を繰り上げる。 

◆選挙規則 第 24 条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

改 正 前 改 正 後 

 

第３条 定期の選挙は、次により行う。  

(1)       ～省略～  

(2)本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書

記長、本部会計監査員は８月または９月に行

う。 

 

第４条 選挙にあたり、次の執行委員会の指示に

もとづき、選挙管理委員会を設置する。但し、

選挙管理委員会構成員は、立候補することがで

きない。 

(1)       ～省略～  

(2)本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書

記長、本部会計監査員の選挙は、本部常任執

行委員会の指示にもとづき本部選挙管理委員

会を設置し、その構成員は９名とする。  

 

(3)       ～省略～  

   

      ～以下省略～ 

 

第 10 条 選挙に立候補する組合員は、定められ

た立候補届に記入して、選挙期日の 10 日前ま

でに選挙管理委員会に届出る。  

但し、本部執行委員長、本部副執行委員長、

本部書記長、本部会計監査員は、本部大会開催

日の 10 日前までに選挙管理委員会に届出る。  

 

 

        ～以下省略～ 

 

第 14 条 各種役員の定数は次による。  

(1)本部大会代議員 

分会毎に組合員 30 名未満まで１名、60 名

 

第３条 定期の選挙は、次により行う。  

(1)       ～省略～  

(2)本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書

記長、本部副書記長、本部常任執行委員、本部

会計監査員は８月または９月に行う。  

 

第４条 選挙にあたり、次の執行委員会の指示に

もとづき、選挙管理委員会を設置する。但し、

選挙管理委員会構成員は、立候補することがで

きない。 

(1)       ～省略～  

(2)本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書

記長、本部副書記長、本部常任執行委員、本

部会計監査員の選挙は、本部常任執行委員会

の指示にもとづき本部選挙管理委員会を設置

し、その構成員は９名とする。  

(3)       ～省略～  

 

～以下省略～ 

 

第 10 条 選挙に立候補する組合員は、定められ

た立候補届に記入して、選挙期日の 10 日前ま

でに選挙管理委員会に届出る。  

但し、本部執行委員長、本部副執行委員長、

本部書記長、本部副書記長、本部常任執行委員、

本部会計監査員は、本部大会開催日の 10 日前

までに選挙管理委員会に届出る。  

 

        ～以下省略～  

 

第 14 条 各種役員の定数は次による。  

(1)本部大会代議員 

分会毎に組合員 30 名未満まで１名、60 名未満

未満まで２名、90 名未満まで３名、120 名未

満まで４名、150 名未満は５名、150 名以上６

名とする。 

但し、組合員数は毎年７月１日現在の人員

とする。 

(2)本部会計監査員        ２名 

(3)分会執行委員（三役含む）   ５名 

但し、10 名未満の分会については分会執行

委員２名とする。 

(4)分会会計監査員        １名 

 

第 24 条 

     ～省略～ 

22．この規則は、平成 26 年８月 29 日より一部

改正実施する。 

まで２名、90 名未満まで３名、120 名未満ま

で４名、150 名未満は５名、150 名以上６名

とする。 

但し、組合員数は毎年７月１日現在の人員とす

る。 

 (削除) 

(2)分会執行委員（三役含む）   ５名 

但し、10 名未満の分会については分会執行委員

２名とする。 

(3)分会会計監査員        １名 

 

第 24 条  

    ～省略～ 

23．この細則は、令和 2 年８月 29 日より一部改

正実施する。 
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第８号議案  

「選挙規則の一部改正」  

◆選挙規則 第３条、第４条、第 10 条を次のとおり一部改正する。 

◆選挙規則 第 14 条２号を削除する。 

◆上記に付随し、号数を繰り上げる。 

◆選挙規則 第 24 条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

改 正 前 改 正 後 

 

第３条 定期の選挙は、次により行う。  

(1)       ～省略～  

(2)本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書

記長、本部会計監査員は８月または９月に行

う。 

 

第４条 選挙にあたり、次の執行委員会の指示に

もとづき、選挙管理委員会を設置する。但し、

選挙管理委員会構成員は、立候補することがで

きない。 

(1)       ～省略～  

(2)本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書

記長、本部会計監査員の選挙は、本部常任執

行委員会の指示にもとづき本部選挙管理委員

会を設置し、その構成員は９名とする。  

 

(3)       ～省略～  

   

      ～以下省略～  

 

第 10 条 選挙に立候補する組合員は、定められ

た立候補届に記入して、選挙期日の 10 日前ま

でに選挙管理委員会に届出る。  

但し、本部執行委員長、本部副執行委員長、

本部書記長、本部会計監査員は、本部大会開催

日の 10 日前までに選挙管理委員会に届出る。  

 

 

        ～以下省略～  

 

第 14 条 各種役員の定数は次による。  

(1)本部大会代議員 

分会毎に組合員 30 名未満まで１名、60 名

 

第３条 定期の選挙は、次により行う。  

(1)       ～省略～  

(2)本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書

記長、本部副書記長、本部常任執行委員、本部

会計監査員は８月または９月に行う。  

 

第４条 選挙にあたり、次の執行委員会の指示に

もとづき、選挙管理委員会を設置する。但し、

選挙管理委員会構成員は、立候補することがで

きない。 

(1)       ～省略～  

(2)本部執行委員長、本部副執行委員長、本部書

記長、本部副書記長、本部常任執行委員、本

部会計監査員の選挙は、本部常任執行委員会

の指示にもとづき本部選挙管理委員会を設置

し、その構成員は９名とする。  

(3)       ～省略～  

 

～以下省略～  

 

第 10 条 選挙に立候補する組合員は、定められ

た立候補届に記入して、選挙期日の 10 日前ま

でに選挙管理委員会に届出る。  

但し、本部執行委員長、本部副執行委員長、

本部書記長、本部副書記長、本部常任執行委員、

本部会計監査員は、本部大会開催日の 10 日前

までに選挙管理委員会に届出る。  

 

        ～以下省略～  

 

第 14 条 各種役員の定数は次による。  

(1)本部大会代議員 

分会毎に組合員 30 名未満まで１名、60 名未満

未満まで２名、90 名未満まで３名、120 名未

満まで４名、150 名未満は５名、150 名以上６

名とする。 

但し、組合員数は毎年７月１日現在の人員

とする。 

(2)本部会計監査員        ２名 

(3)分会執行委員（三役含む）   ５名 

但し、10 名未満の分会については分会執行

委員２名とする。 

(4)分会会計監査員        １名 

 

第 24 条 

     ～省略～ 

22．この規則は、平成 26 年８月 29 日より一部

改正実施する。 

まで２名、90 名未満まで３名、120 名未満ま

で４名、150 名未満は５名、150 名以上６名

とする。 

但し、組合員数は毎年７月１日現在の人員とす

る。 

 (削除) 

(2)分会執行委員（三役含む）   ５名 

但し、10 名未満の分会については分会執行委員

２名とする。 

(3)分会会計監査員        １名 

 

第 24 条  

    ～省略～ 

23．この細則は、令和 2 年８月 29 日より一部改

正実施する。 
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２０２０年度予算 

 

基本方針 

 

今日、私たちの活動は、組織の内外を問わず多岐に及んでおり、広範かつ多様性のある活動を

進めていくためには、将来にわたり健全な財政基盤を堅持することが不可欠であります。 

 今年度予算の収入は、安定的に新入組合員が加入しているものの、組合員の特別管理職任用等

により再雇用組合員を除いた組織人員は横ばいに推移する状況にありながら、組織の若年化等に

より、組合費収入の落ち込みを見込んでおります。 

 一方、一般会計の支出は、先を見据えた組織の強化を進める必要性があり、一時的に組織体制

の見直しを行い組織力向上に向けた取り組みをしていくことから、人件費については前年度同様

の予算を計上しております。 

また、特別会計では、一般会計の支出抑制をはかるため、今年度も一般会計から特別会計への

特別積立金支出は行わず、繰越積立金で対応することとしております。 

さらに、収益事業会計では、共済事業活動分を一般会計へ繰入れし、運営費等に関わる支出と

して計上しております。 

加えて、一般会計・福祉共済事業会計ならびに収益事業会計の単年度収支において赤字が見込

まれることから、前年度繰越金で対応することといたします。 

 今後の財政見通しは、剰余金を抱えているものの、組織人員の減少による組合費収入の落ち込

みや組織力向上に向けた必要な人件費の増加により、単年度収支において特に厳しい財政運営が

予想されることから、これまで以上に「費用対効果」「収支バランス」を念頭に、きめ細やかな支

出の管理と、効果的で効率的な財政運用に努める必要があります。 

 

 

具体方針 

 

１．一般会計 

（収入の部） 

（１）組 合 費 … 賃金、一時金の平均納入組合員数および平均組合費を想定のうえ計上。 

（２）受取利息 … 金利見通しを勘案のうえ計上。 

 （３）繰 越 金 … ２０１９年度一般会計収支剰余金を計上。 

 

（支出の部） 

 （１）人 件 費 … 専従役員等人件費を見込み計上。 

 （２）総 務 費 … 家賃・事務用品・福利厚生費等総務関連経費を見込み計上。 

 （３）活動調査費 … 本部執行委員の活動調査旅費、専門委員会経費等を見込み計上。 

 （４）組織活動費 … 会議・教育・機関紙・上部団体会費の費用を見込み計上。 

 （５）大 会 費 … 大会の開催に関わる費用を見込み計上。 

 （６）交 付 金 … 交付基準に基づく分会交付金等を計上。 

 

――――――――――――― 分 会 交 付 基 準 ――――――――――――― 

 

分会交付金は、総務費・活動調査費・組織活動費・大会費の合計額とし、８月１日時点の分会組合

員数をもって次の基準により算出。なお、１０名未満の分会交付金については、次の基準の一律分

を半額として算出。 

 

【総 務 費】 一律分３０,０００円と組合員一人当たり２００円を乗じて算出。 

【活動調査費】 一律分１５,０００円に分会役員の活動調査旅費を加えて算出。 

【組織活動費】 一律分１３０,０００円と組合員一人当たり１,０００円を乗じて算出。 

【大 会 費】 一律分５,０００円と組合員一人当たり３００円を乗じて算出。 

 

２．特別会計 

（収入の部） 

 （１）特別積立収入金 … 繰越積立金から支出するため、予算計上は行わない。 

 （２）特別積立外収入金 … 受取利息と金利見通しを勘案のうえ計上。 

（支出の部） 

 （１）特別積立支出金 … 賃金補償、退職金引当を見込み計上。 

 （２）特別積立外支出金 … 総合生活改善交渉に関わる費用、組合行事保険、恒常的活動以外の

費用等を見込み計上。 

 

３．福祉共済事業会計 

（収入の部） 

 （１）会       費 … 月平均納入会員数を想定のうえ一人月額２００円を計上。 

 （２）総 連 給 付 金 … 実績を勘案のうえ計上。 

 （３）施設利用繰入金 … 施設利用料を勘案のうえ計上。 

 （４）受 取 利 息 … 金利見通しを勘案のうえ計上。 

（支出の部） 

 （１）共 済 事 業 費 … 各種契約施設の経費、東北電力生協出資給付金、慶弔見舞金等を

見込み計上。 

 （２）社会福祉推進事業費 … 支援・報奨金等を見込み計上。 

 （３）社会福祉貢献事業費 … 支援・援助金等を見込み計上。 

 （４）総連共済事業費 … 電力総連共済給付金と電力総連共済会費一人月額４０円を計上。 

 （５）運 営 費 … 用紙印刷・振込手数料等を見込み計上。 

 

４．収益事業会計 

（収入の部） 

 （１）事 務 手 数 料 … 実績を勘案のうえ計上。 

 （２）受 取 利 息 … 金利見通しを勘案のうえ計上。 

（支出の部） 

 （１）人 件 費 … 収益事業に関わる人件費等を見込み計上。 

 （２）活 動 費 … 電力生協・全労済等の活動を見込み計上。 

 （３）運 営 費 … 用紙印刷・振込手数料等を見込み計上。 

 （４）諸 税 … 納税額等を見込み計上。 
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２０２０年度予算 

 

基本方針 

 

今日、私たちの活動は、組織の内外を問わず多岐に及んでおり、広範かつ多様性のある活動を

進めていくためには、将来にわたり健全な財政基盤を堅持することが不可欠であります。 

 今年度予算の収入は、安定的に新入組合員が加入しているものの、組合員の特別管理職任用等

により再雇用組合員を除いた組織人員は横ばいに推移する状況にありながら、組織の若年化等に

より、組合費収入の落ち込みを見込んでおります。 

 一方、一般会計の支出は、先を見据えた組織の強化を進める必要性があり、一時的に組織体制

の見直しを行い組織力向上に向けた取り組みをしていくことから、人件費については前年度同様

の予算を計上しております。 

また、特別会計では、一般会計の支出抑制をはかるため、今年度も一般会計から特別会計への

特別積立金支出は行わず、繰越積立金で対応することとしております。 

さらに、収益事業会計では、共済事業活動分を一般会計へ繰入れし、運営費等に関わる支出と

して計上しております。 

加えて、一般会計・福祉共済事業会計ならびに収益事業会計の単年度収支において赤字が見込

まれることから、前年度繰越金で対応することといたします。 

 今後の財政見通しは、剰余金を抱えているものの、組織人員の減少による組合費収入の落ち込

みや組織力向上に向けた必要な人件費の増加により、単年度収支において特に厳しい財政運営が

予想されることから、これまで以上に「費用対効果」「収支バランス」を念頭に、きめ細やかな支

出の管理と、効果的で効率的な財政運用に努める必要があります。 

 

 

具体方針 

 

１．一般会計 

（収入の部） 

（１）組 合 費 … 賃金、一時金の平均納入組合員数および平均組合費を想定のうえ計上。 

（２）受取利息 … 金利見通しを勘案のうえ計上。 

 （３）繰 越 金 … ２０１９年度一般会計収支剰余金を計上。 

 

（支出の部） 

 （１）人 件 費 … 専従役員等人件費を見込み計上。 

 （２）総 務 費 … 家賃・事務用品・福利厚生費等総務関連経費を見込み計上。 

 （３）活動調査費 … 本部執行委員の活動調査旅費、専門委員会経費等を見込み計上。 

 （４）組織活動費 … 会議・教育・機関紙・上部団体会費の費用を見込み計上。 

 （５）大 会 費 … 大会の開催に関わる費用を見込み計上。 

 （６）交 付 金 … 交付基準に基づく分会交付金等を計上。 

 

――――――――――――― 分 会 交 付 基 準 ――――――――――――― 

 

分会交付金は、総務費・活動調査費・組織活動費・大会費の合計額とし、８月１日時点の分会組合

員数をもって次の基準により算出。なお、１０名未満の分会交付金については、次の基準の一律分

を半額として算出。 

 

【総 務 費】 一律分３０,０００円と組合員一人当たり２００円を乗じて算出。 

【活動調査費】 一律分１５,０００円に分会役員の活動調査旅費を加えて算出。 

【組織活動費】 一律分１３０,０００円と組合員一人当たり１,０００円を乗じて算出。 

【大 会 費】 一律分５,０００円と組合員一人当たり３００円を乗じて算出。 

 

２．特別会計 

（収入の部） 

 （１）特別積立収入金 … 繰越積立金から支出するため、予算計上は行わない。 

 （２）特別積立外収入金 … 受取利息と金利見通しを勘案のうえ計上。 

（支出の部） 

 （１）特別積立支出金 … 賃金補償、退職金引当を見込み計上。 

 （２）特別積立外支出金 … 総合生活改善交渉に関わる費用、組合行事保険、恒常的活動以外の

費用等を見込み計上。 

 

３．福祉共済事業会計 

（収入の部） 

 （１）会       費 … 月平均納入会員数を想定のうえ一人月額２００円を計上。 

 （２）総 連 給 付 金 … 実績を勘案のうえ計上。 

 （３）施設利用繰入金 … 施設利用料を勘案のうえ計上。 

 （４）受 取 利 息 … 金利見通しを勘案のうえ計上。 

（支出の部） 

 （１）共 済 事 業 費 … 各種契約施設の経費、東北電力生協出資給付金、慶弔見舞金等を

見込み計上。 

 （２）社会福祉推進事業費 … 支援・報奨金等を見込み計上。 

 （３）社会福祉貢献事業費 … 支援・援助金等を見込み計上。 

 （４）総連共済事業費 … 電力総連共済給付金と電力総連共済会費一人月額４０円を計上。 

 （５）運 営 費 … 用紙印刷・振込手数料等を見込み計上。 

 

４．収益事業会計 

（収入の部） 

 （１）事 務 手 数 料 … 実績を勘案のうえ計上。 

 （２）受 取 利 息 … 金利見通しを勘案のうえ計上。 

（支出の部） 

 （１）人 件 費 … 収益事業に関わる人件費等を見込み計上。 

 （２）活 動 費 … 電力生協・全労済等の活動を見込み計上。 

 （３）運 営 費 … 用紙印刷・振込手数料等を見込み計上。 

 （４）諸 税 … 納税額等を見込み計上。 
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（１）収入の部内訳

科　　　目 金　　　額

組　合　費 228,990,000  月　　　例 2,600 名 × 6,200 円 × 12 ヶ月 ＝ 193,440,000 円

 12月一時金 2,600 名 × 6,450 円 × 1 ヶ月 ＝ 16,770,000 円

 ６月一時金 2,550 名 × 6,500 円 × 1 ヶ月 ＝ 16,575,000 円

 新入組合員 130 名 × 3,500 円 × 3 ヶ月 ＝ 1,365,000 円

 再雇用組合員 70 名 　 1,000 円 × 12 ヶ月 ＝ 840,000 円

受取利息 40,000

雑　収　入 0

前年度繰越金 119,700,697

合　　計 348,730,697

（２）支出の部内訳

科　　　目 項　　　目 金　　　額

人　件　費 役　員　費 80,000,000

職　員　費 3,300,000 職　　　　員

83,300,000

総　務　費 管　理　費 7,330,000

600,000

20,000

400,000

事務旅費 150,000

100,000

150,000

消耗品費 480,000

4,600,000

通信運搬費 2,646,000

什器備品費 400,000

福利厚生費 5,480,000

8,335,000

1,450,000

50,000

渉　外　費 700,000

そ　の　他 1,300,000

34,191,000

活動調査費 活動調査旅費 600,000

5,299,000

1,800,000

そ　の　他 1,950,000

9,649,000

（単位：円）

２０２０年度一般会計予算

小　　計

小　　計

専門委員会

図書、雑誌代

活動調査費

活動調査旅費

電話・ＦＡＸ・郵便・運搬費一式

健康保険

厚生保険

労働保険

その他

組織対応慶弔関係

送金手数料・税金・お茶等

小　　計

（単位：円）

監査旅費

その他

備　　　　　考

備　　　　考

常任執行委員・上部団体派遣常駐役員　１２名分

赴任旅費

事務用品

用紙

借り上げ社宅

事務所家賃

光熱水費

その他
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（２）支出の部内訳

科　　　目 項　　　目 金　　　額

（単位：円）

備　　　　考

組織活動費 会　議　費 3,000,000

4,500,000

3,300,000

組織活動費 会　議　費 1,350,000

6,000,000

1,076,000

2,170,000

6,844,000

2,009,000

教　育　費 2,800,000

4,300,000

700,000

オルグ費 2,712,000

500,000

機関紙費 10,000,000

会費分担金 19,000,000

700,000

4,500,000

150,000

400,000

組　織　費 4,000,000

1,800,000

200,000

17,500,000

4,200,000

200,000

500,000

1,200,000

17,000,000

4,500,000

127,111,000

大　会　費 旅　　　費 700,000

宿　泊　費 0

会　場　費 0

出版印刷費 1,200,000

消 耗 品 費 100,000

そ　の　他 500,000

2,500,000

交　付　金 分会交付金 24,765,000

その他交付金 2,250,000

27,015,000

特別積立金 0

予　備　費 64,964,697

348,730,697

従業員連絡会

その他組織内

その他組織外

組織点検活動費

小　　計

小　　計

小　　計

合　　計

特別会計収入金

全電工労連青年関係

全電工労連

連合関係

支部活動

安全衛生関係

地方連合

友愛会

電力総連

その他

その他

発送料含む

電力総連

全電工労連

支部

ユニオンスクール

リーダーカレッジ

対策局会議

分会三役会議

代表代議員会

本部執行委員会

青年委員会

支部会議

分会委員長連絡会議

常任執行委員会

ライフプランセミナー

分会代表者会議
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一　律 200/1人 一　律 定　額 一　律 1000/1人 一　律 300/1人

1 本社管理 83 30,000 16,600 15,000 120,000 130,000 83,000 5,000 24,900 424,500

2 電気空管 112 30,000 22,400 15,000 120,000 130,000 112,000 5,000 33,600 468,000

3 電　　力 69 30,000 13,800 15,000 120,000 130,000 69,000 5,000 20,700 403,500

4 営業情通 65 30,000 13,000 15,000 120,000 130,000 65,000 5,000 19,500 397,500

5 送　　工 91 30,000 18,200 15,000 120,000 130,000 91,000 5,000 27,300 436,500

6 人財育成 48 30,000 9,600 15,000 120,000 130,000 48,000 5,000 14,400 372,000

7 青森支社 76 30,000 15,200 15,000 120,000 130,000 76,000 5,000 22,800 414,000

8 青　　森 35 30,000 7,000 15,000 120,000 130,000 35,000 5,000 10,500 352,500

9 む　　つ 22 30,000 4,400 15,000 120,000 130,000 22,000 5,000 6,600 333,000

10 八　　戸 47 30,000 9,400 15,000 120,000 130,000 47,000 5,000 14,100 370,500

11 十 和 田 34 30,000 6,800 15,000 120,000 130,000 34,000 5,000 10,200 351,000

12 弘　　前 25 30,000 5,000 15,000 120,000 130,000 25,000 5,000 7,500 337,500

13 六 ヶ 所 13 30,000 2,600 15,000 120,000 130,000 13,000 5,000 3,900 319,500

14 岩手支社 82 30,000 16,400 15,000 120,000 130,000 82,000 5,000 24,600 423,000

15 盛　　岡 43 30,000 8,600 15,000 120,000 130,000 43,000 5,000 12,900 364,500

16 久　　慈 18 30,000 3,600 15,000 120,000 130,000 18,000 5,000 5,400 327,000

17 水　　沢 24 30,000 4,800 15,000 120,000 130,000 24,000 5,000 7,200 336,000

18 北　　上 26 30,000 5,200 15,000 120,000 130,000 26,000 5,000 7,800 339,000

19 一　　関 21 30,000 4,200 15,000 120,000 130,000 21,000 5,000 6,300 331,500

20 宮　　古 21 30,000 4,200 15,000 120,000 130,000 21,000 5,000 6,300 331,500

21 釜　　石 22 30,000 4,400 15,000 120,000 130,000 22,000 5,000 6,600 333,000

22 大 船 渡 13 30,000 2,600 15,000 120,000 130,000 13,000 5,000 3,900 319,500

23 秋田支社 86 30,000 17,200 15,000 120,000 130,000 86,000 5,000 25,800 429,000

24 秋　　田 38 30,000 7,600 15,000 120,000 130,000 38,000 5,000 11,400 357,000

25 能　　代 19 30,000 3,800 15,000 120,000 130,000 19,000 5,000 5,700 328,500

26 本　　荘 16 30,000 3,200 15,000 120,000 130,000 16,000 5,000 4,800 324,000

27 大　　館 28 30,000 5,600 15,000 120,000 130,000 28,000 5,000 8,400 342,000

28 横　　手 24 30,000 4,800 15,000 120,000 130,000 24,000 5,000 7,200 336,000

29 大　　曲 14 30,000 2,800 15,000 120,000 130,000 14,000 5,000 4,200 321,000

30 宮城支社 139 30,000 27,800 15,000 120,000 130,000 139,000 5,000 41,700 508,500

31 仙台中央 45 30,000 9,000 15,000 120,000 130,000 45,000 5,000 13,500 367,500

32 仙 台 北 39 30,000 7,800 15,000 120,000 130,000 39,000 5,000 11,700 358,500

33 塩　　釜 38 30,000 7,600 15,000 120,000 130,000 38,000 5,000 11,400 357,000

34 仙 台 南 60 30,000 12,000 15,000 120,000 130,000 60,000 5,000 18,000 390,000

35 白　　石 19 30,000 3,800 15,000 120,000 130,000 19,000 5,000 5,700 328,500

36 石　　巻 44 30,000 8,800 15,000 120,000 130,000 44,000 5,000 13,200 366,000

37 気 仙 沼 16 30,000 3,200 15,000 120,000 130,000 16,000 5,000 4,800 324,000

活動調査費

２０２０年度　分　会　交　付　金　内　訳

(単位:円)

組織活動費 大　会　費
計分会名 人員

総　務　費

８月１日組織人員（再雇用組合員含む）
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一　律 200/1人 一　律 定　額 一　律 1000/1人 一　律 300/1人

活動調査費

２０２０年度　分　会　交　付　金　内　訳

(単位:円)

組織活動費 大　会　費
計分会名 人員

総　務　費

８月１日組織人員（再雇用組合員含む）

38 古　　川 34 30,000 6,800 15,000 120,000 130,000 34,000 5,000 10,200 351,000

39 栗　　原 19 30,000 3,800 15,000 120,000 130,000 19,000 5,000 5,700 328,500

40 山形支社 75 30,000 15,000 15,000 120,000 130,000 75,000 5,000 22,500 412,500

41 山　　形 48 30,000 9,600 15,000 120,000 130,000 48,000 5,000 14,400 372,000

42 寒 河 江 6 15,000 1,200 15,000 120,000 65,000 6,000 2,500 1,800 226,500

43 新　　庄 10 30,000 2,000 15,000 120,000 130,000 10,000 5,000 3,000 315,000

44 米　　沢 29 30,000 5,800 15,000 120,000 130,000 29,000 5,000 8,700 343,500

45 酒　　田 42 30,000 8,400 15,000 120,000 130,000 42,000 5,000 12,600 363,000

46 福島支社 86 30,000 17,200 15,000 120,000 130,000 86,000 5,000 25,800 429,000

47 福　　島 39 30,000 7,800 15,000 120,000 130,000 39,000 5,000 11,700 358,500

48 相　　双 40 30,000 8,000 15,000 120,000 130,000 40,000 5,000 12,000 360,000

49 郡　　山 57 30,000 11,400 15,000 120,000 130,000 57,000 5,000 17,100 385,500

50 須 賀 川 9 15,000 1,800 15,000 120,000 65,000 9,000 2,500 2,700 231,000

51 白　　河 29 30,000 5,800 15,000 120,000 130,000 29,000 5,000 8,700 343,500

52 い わ き 42 30,000 8,400 15,000 120,000 130,000 42,000 5,000 12,600 363,000

53 会　　津 50 30,000 10,000 15,000 120,000 130,000 50,000 5,000 15,000 375,000

54 新潟支社 96 30,000 19,200 15,000 120,000 130,000 96,000 5,000 28,800 444,000

55 新　　潟 48 30,000 9,600 15,000 120,000 130,000 48,000 5,000 14,400 372,000

56 五　　泉 10 30,000 2,000 15,000 120,000 130,000 10,000 5,000 3,000 315,000

57 佐　　渡 11 30,000 2,200 15,000 120,000 130,000 11,000 5,000 3,300 316,500

58 下　　越 31 30,000 6,200 15,000 120,000 130,000 31,000 5,000 9,300 346,500

59 県　　央 45 30,000 9,000 15,000 120,000 130,000 45,000 5,000 13,500 367,500

60 中　　越 44 30,000 8,800 15,000 120,000 130,000 44,000 5,000 13,200 366,000

61 柏　　崎 13 30,000 2,600 15,000 120,000 130,000 13,000 5,000 3,900 319,500

62 魚　　沼 6 15,000 1,200 7,500 72,000 65,000 6,000 2,500 1,800 171,000

63 上　　越 40 30,000 8,000 15,000 120,000 130,000 40,000 5,000 12,000 360,000

64 糸 魚 川 10 30,000 2,000 7,500 72,000 130,000 10,000 5,000 3,000 259,500

65 東京本部 40 30,000 8,000 15,000 120,000 130,000 40,000 5,000 12,000 360,000

66 東京支社 28 30,000 5,600 15,000 120,000 130,000 28,000 5,000 8,400 342,000

67 関　　東 47 30,000 9,400 15,000 120,000 130,000 47,000 5,000 14,100 370,500

68 千　　葉 19 30,000 3,800 15,000 120,000 130,000 19,000 5,000 5,700 328,500

69 栃　　木 10 30,000 2,000 15,000 120,000 130,000 10,000 5,000 3,000 315,000

70 横　　浜 21 30,000 4,200 15,000 120,000 130,000 21,000 5,000 6,300 331,500

2,749 2,055,000 549,800 1,035,000 8,304,000 8,905,000 2,749,000 342,500 824,700 24,765,000計
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（１）収入の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額

特別積立収入金

特別積立外収入金 250,000

前年度繰越積立金 518,948,844

合　　　計 519,198,844

（２）支出の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額 項　　　目 金額内訳

特別積立支出金 3,500,000 賃 金 補 償 3,000,000

退 職 金 引 当 500,000

特別積立外支出金 9,500,000 職 場 討 議 2,000,000

交渉推進会議 2,000,000

待 機 日 当 1,000,000

組合行事傷害保険 1,500,000

組 合 員 手 帳 3,000,000

計 13,000,000

繰 越 積 立 金 506,198,844

合　　　計 519,198,844

備　　　　　考

２０２０年度特別会計予算

受取利息

なお、令和２年6月30日現在の積立金残高は、518,948,844円となっている。

備　　　考
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（１）収入の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額

特別積立収入金

特別積立外収入金 250,000

前年度繰越積立金 518,948,844

合　　　計 519,198,844

（２）支出の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額 項　　　目 金額内訳

特別積立支出金 3,500,000 賃 金 補 償 3,000,000

退 職 金 引 当 500,000

特別積立外支出金 9,500,000 職 場 討 議 2,000,000

交渉推進会議 2,000,000

待 機 日 当 1,000,000

組合行事傷害保険 1,500,000

組 合 員 手 帳 3,000,000

計 13,000,000

繰 越 積 立 金 506,198,844

合　　　計 519,198,844

備　　　　　考

２０２０年度特別会計予算

受取利息

なお、令和２年6月30日現在の積立金残高は、518,948,844円となっている。

備　　　考

（１）収入の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額

会 費 6,240,000

総 連 給 付 金 500,000

施 設 利 用 繰 入 金 2,000,000

受 取 利 息 30,000

雑 収 入 0

前 年 度 繰 越 金 99,783,021

合　　　計 108,553,021

（２）支出の部内訳 （単位：円）

科目 金額 項目 金額内訳

共 済 事 業 費 10,400,000 宿 泊 施 設 費 2,000,000 500,000円×４ヶ所

文 化 体 育 施 設 費 6,100,000

生 協 出 資 給 付 金 800,000

慶 弔 見 舞 費 1,500,000

社会福祉推進事業費 6,300,000 地 域 福 祉 費 4,200,000

文 化 講 演 費 1,800,000 200,000円×9ヶ所

福 祉 報 奨 費 100,000 10,000円×10人

福 祉 教 育 費 200,000

社会福祉貢献事業費 3,000,000 社 会 福 祉 費 1,000,000

国 民 運 動 費 1,000,000

国 際 協 力 費 500,000

国 際 貢 献 費 500,000

総 連 共 済 事 業 費 6,400,000 共 済 給 付 金 5,000,000 前年度実績より計上

総 連 共 済 会 費 1,400,000

運 営 費 300,000 用紙印刷・送金手数料他

予 備 費 82,153,021

合　　　計 108,553,021

備考

年間ｼｰﾄ契約他
(ベガルタ、東北楽天E、東京読売G 他)

２０２０年度福祉共済事業会計

備　　　　　考

2,600名×200円×12ヶ月＝6,240,000円

施設利用料金＋2019年度施設からの返金
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ユアテックユニオン政治連盟 

上 程 議 案 

[第 1号議案] 

2020 年度活動方針 
 

はじめに  

私たちは、日本政府が、国内のエネルギー源をどういった手法を選択し取り扱って行くかによっ

て大きく左右される電力関連産業で働く立場として、また、経済発展への対応で工事発注という需

要が、供給を上回っていることから生じる要員不足が深刻化している建設業を担う立場としても

日々懸命に貢献し活躍している。２０１９年４月からの「働き方改革関連法」順次施行や、２０５

０年を見据えた「第５次エネルギー基本計画」が閣議決定されたが、未だに、私たちが望んでいる

職場を守るという方向には向かっておらず、これからも職場の想いを声にして国会に届け、職場の

課題を行政にぶつける力強い懸命な取り組みの継続が求められています。 

したがって、私たちが将来にわたり安心して暮らせる社会の実現をめざすには、私たち自らが政

治に関心を持ち、働く者として政治に積極的に関わる政治活動が必要不可欠です。そのためにも「中

間地方選挙および各級選挙」において、私たちの職場の声を行政に伝えてくれる「東北電力総連推

薦候補者」の必勝に向け全力で取り組んで行かなければなりません。ユアテックユニオン政治連盟

は、電力関連産業の健全な発展と｢ゆとり･豊かさ･公正な社会｣の実現をめざし、生活者･労働者の

立場から、政治活動に積極的に取り組んでいくこととします。 

 

 

 

私たちは、「ゆとり･豊かさ･公正な社会」の実現をめざし、ユアテックユニオンとの連携

を強化し、政策･制度実現に向けた政治活動を以下のとおり展開していくこととします。 

 

１．政策・制度実現に向けた取り組み 
 私たちを取り巻く諸課題に対応するため、連合のすすめる国民運動や電力総連の掲げる政策･制度要

求の活動に積極的に参加していくこととします。 
 

(1) 電力関連産業固有の政策課題実現に向けた取り組み 

(2) 電力総連の政策への取り組み 

(3) 東北電力総連政治活動委員会との連携 

(4) 友諠団体との連携 

 

２．政治意識の高揚に向けた取り組み 

会員の政治への参加意識の醸成と政治活動の活性化を図るため、情報の共有化をすすめる活動に取り

組んでいくこととします。 
 
(1) 政治研修会の開催 

(2) 各種研修会への派遣 

(3) 東北電力総連政治活動委員会との連携 

 
３．中間地方選挙および各級選挙に向けた取り組み 

私たちが抱える社会的・国民的諸課題を解決するためには、政治に対する要求を、議会を通じて実現

しなければなりません。そのためには、私たちの代表としてひとりでも多くの議員を政治の場に送るこ

とが大切であり、中間地方選挙および各級選挙に対し積極的に取り組んでいくこととします。 
 
(1) 中間地方選挙および各級選挙における東北電力総連推薦候補者の必勝に向けた取り組み 

 

＜具体的な活動＞ 

（１）収入の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額 備　　　考

事 務 手 数 料 5,700,000

受 取 利 息 1,000

雑 収 入 0

前 年 度 繰 越 金 1,815,979

合　　　計 7,516,979

（２）支出の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額 備　　　考

人 件 費 5,300,000 人件費等相当額を一般会計に繰入

活 動 費 900,000 会議、研修会等

運 営 費 1,100,000

諸 税 200,000

活 動 交 付 金 0

予 備 費 16,979

合　　　計 7,516,979

２０２０年度収益事業会計予算
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（１）収入の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額 備　　　考

事 務 手 数 料 5,700,000

受 取 利 息 1,000

雑 収 入 0

前 年 度 繰 越 金 1,815,979

合　　　計 7,516,979

（２）支出の部内訳 （単位：円）

科　　　目 金　　　額 備　　　考

人 件 費 5,300,000 人件費等相当額を一般会計に繰入

活 動 費 900,000 会議、研修会等
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２０２０年度収益事業会計予算
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[第 2号議案] 

2019 年度収支剰余金処理 
 
  2019年度収支剰余金  80,468,790円  を、2020年度会計に繰り入れ処理する。 

 

[第 3号議案] 

2020 年度予算 
 
基本方針 

 充実した政治活動へ取り組むためには、活動に関わる財源の確保が必要であり、電力総連組織

内議員の支援、政治活動のための財政基盤をつくることが必要不可欠です。 

したがって、恒常的な政治活動に関わる費用への対応を考慮し、効率的な財政運営をめざして

いきます。  

 
 

2020度政治連盟会計予算 

  (1)収入の部内訳                                （単位：円） 

科  目 金  額 備      考 

会 費 3,120,000 会 員 2,600 名×100 円×12 ヶ月＝3,120,000 円 

寄 付 金 0  

受 取 利 息 600  

雑 収 入 0  

前年度繰越金 80,468,790  

合  計 83,589,390  

 

(2)支出の部内訳                                （単位：円） 

科  目 項  目 金  額 備     考 

人 件 費  0  

総 務 費 光 熱 水 費 0 事務所光熱水費 

消 耗 品 費 100,000 什器、用紙、事務用品、新聞、雑誌等 

通 信 費 200,000 郵送、運搬費 

雑 費 100,000 その他 

小 計 400,000  

組 織 活 動費 会 議 費 1,200,000 幹事会等 

組織対策費 300,000 組織対策に要する一切の費用 

渉 外 費 1,500,000 渉外関係に要する一切の費用 

小 計 3,000,000  

選 挙 対 策費 推 薦 費 1,000,000 選挙資金 

雑 費 400,000 その他 

小 計 1,400,000  

総 会 費 会 場 費 200,000 会場使用料 

旅費交通費 1,000,000 旅費、宿泊費 

雑 費 400,000 資料印刷代、消耗品代、食事代等 

小 計 1,600,000  

宣 伝 広 告 費  500,000 広告料、機関紙、ポスター、パンフレット等 

調 査 研 究 費  2,000,000 研修、教育等 

会 費 分 担 金  0  

寄 付 賛 助 金  1,000,000 外部団体への寄付・賛助金 

予 備 費  73,689,390  

合     計 83,589,390  
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第４号議案  

 

「政治連盟規約の一部改正」  

◆政治連盟規約 第 17 条を次のとおり改正する。 

◆政治連盟規約 第 40 条に次のとおり一部改正実施日を追記する。 

 

改 正 前 改 正 後 

ユアテックユニオン政治連盟規約（本文）  

 

制 定 平成 10 年 1 月 30 日 

改 正 平成 24 年 8 月 24 日 

 

第１条～第 16 条 ～原文省略～  

 

（役員の選出）  

第 17 条 会長、副会長、事務局長、会計監査は、

総会で会員の中から代議員により選出

する。 

２．幹事は、ユアテックユニオン本部三役

を除く本部常任執行委員とする。  

 

第 18 条～第 39 条 ～原文省略～ 

 

第 40 条 この規約は平成 10 年 1 月 30 日から実

施する。 

２．この規約は平成 18 年 6 月 30 日から実

施する。 

３．この規約は平成 23 年 8 月 26 日から実

施する。 

４．この規約は平成 24 年 8 月 24 日から実

施する。 

（新設） 

 

ユアテックユニオン政治連盟規約（本文）  

 

制 定 平成 10 年 1 月 30 日 

改 正 令和 2 年 8 月 29 日 

 

第１条～第 16 条 ～現行どおり～  

 

（役員の選出） 

第 17 条 会長、副会長、事務局長、会計監査は、

総会で会員の中から代議員により選

出する。 

     ２．幹事は、ユアテックユニオン本部四役

を除く本部常任執行委員とする。  

 

第 18 条～第 39 条 ～現行どおり～  

 

第 40 条 この規約は平成 10 年 1 月 30 日から実

施する。 

２．この規約は平成 18 年 6 月 30 日から実

施する。 

３．この規約は平成 23 年 8 月 26 日から実

施する。 

４．この規約は平成 24 年 8 月 24 日から実

施する。 

５．この規約は令和 2 年 8 月 29 日から実

施する。 
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＜非招集型による本部大会開催に伴うお願い＞ 

１． 第５７回年次本部大会は非招集型での開催となっておりますので、配布される

投票用紙に賛否をご表示いただき、令和２年８月２８日１２時００分までに本部

へ到着するようご返送ください。 

 

２． 各議案におけるご説明は、非招集型での開催となっているため、議案書とあわ

せ【補足説明資料】を送付致しますので、ご確認いただいたうえで、賛否表示欄

（投票用紙）の各議案に対して「賛成」または「反対」に〇印で記載してください。 

 

３． 経過報告書ならびに各議案における代議員からのご質問ご意見については、議

案書が到着次第８月２６日午後１７時００分まで受け付けることとします。 

なお、ご質問ご意見については、各支部の本部執行委員へ伝達していただき、

執行部からの答弁については都度、本部三役と連携したうえで支部委員長を介し

て行ないます。 

 

４． 賛否のご表示は、黒色のボールペン（フリクション不可）により、はっきりと

〇印をご記入ください。 
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★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－９・本部大会・代表代議員会

★資料３－９－４①

★３－９－３・代表代議員会の運営

★３－９－２・本部大会運営

★３－９－１・本部大会開催まで

★資料３－９－７

★資料３－９－５

★資料３－９－４②



★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－９・本部大会・代表代議員会

★資料３－９－４①

★３－９－３・代表代議員会の運営

★３－９－２・本部大会運営
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★資料３－９－６

★資料３－９－５

★資料３－９－４②

★資料３－９－７



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度代表代議員会の

審議内容を決定
職場討議（分会集会）を開催しよう！

 
 

本部執行委員会は、組合規約第 条に基づく 年度代表代議員会を、令和

年 月 日（土）に開催することを決定し、令和 年 月 日（日）開催の第

回本部執行委員会において、代表代議員会での審議事項「 年度上期の活動

経過」「 年度下期の具体的活動」の本部執行委員会案を確認・決定した。

17
令和2年2月14日発行

発行人……田島　啓博　　編集人……菅原　伸輝

2019年度代表代議員会の
審議内容を決定

職場討議（分会集会）を開催しよう！
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年度上期活動経過

年度の活動は、第 回定期本部大会で決定した活動方針の具現化に向け、

年間活動を計画的かつ効率的に推進することを基本に、上期活動の具体的計画

を策定し、各級機関と連携をはかりながら活動を展開してきた。

〈主要活動報告〉

１．分会が主体的に活動できる組織構築をめざした取り組み

今年、本部執行委員会の下に、諮問委員会として｢財政・組織運営検討委員

会｣を設置し、組織活動のあり方を重要視し、併せて活動に対する財政面の課

題についても検討を行った。

２．教育手法や教育内容の充実をめざした取り組み

各種教育のテーマとねらいに合わせ、内容や実施方法を検討し、個々人のス

キルアップと組織力の強化をめざした研修を行った。

また、本部執行委員会の下に、諮問委員会として「教育活動検討委員会」を

設置し、時代や環境に合わせた教育活動指針の見直しの検討を行った。

３．分会活動の活性化に向けた取り組み

一体感ある組織づくりをめざし、各分会で積極的なコミュニケーション活動

が図られることと組織活性化を目的に、分会からの意見要望から課題の検討を

行った。また、課題については分会の活動に反映させるべく取り組みを行った。

４．ユアテック企業グループ従業員連絡会の充実をめざした取り組み

ユアテック企業グループ従業員連絡会・幹事会を開催し、各組織の情報共有

や仲間の連帯感の醸成を図る取り組みを実施した。あわせて、企業グループに

働く仲間の生活と福祉の向上および企業グループ全体の発展に向け取り組み

を展開した。

５．中間地方選挙および各級選挙における東北電力総連推薦候補者の必勝に

向けた取り組み

ユアテックユニオン政治連盟および東北電力総連や各県電力総連と連携を

はかりながら取り組みを展開した。また、中間地方選挙における東北電力総連

推薦候補者全員の当選を果たすことが出来た。

６． 年総合生活改善交渉への取り組み

電力総連･電工部会総合生活改善統一交渉要求方針ならびに本部活動に対す

る分会からの意見･要望を踏まえ要求案を作成し、職場討議を経て 月 日（火）

に職場総意の要求書を提出した。

７．安全・衛生への取り組み

労使の最重要課題として捉え、安全衛生の確保に向けた各級機関での取り組

みや冬季安全推進運動を労使一体で積極的に展開した。また、ユニオンの安全

衛生活動として職場や現場を訪問し、組合員や現場従事者およびグループ会社

との対話活動を行い、安全最優先とする職場風土の醸成･定着をめざした取り

組みを実施した。

更に、安全の根幹は健康にあることから、衛生面に関する取り組みについて

も、ストレスチェック制度が機能しているかの確認を適時行い改善について意

見提言を行う取り組みを展開した。

８．働きやすい職場環境の構築に向けた取り組み

労使協議会等の場において働き方改革への対応や誰もが働きやすい職場環

境に向け取り組みを展開するとともに、各種研修会を通じた個々の意識改革や

業務変革部会等の施策に対する職場状況について、職場や現場訪問による対話

活動に努めた。

また、 年総合生活改善交渉における継続協議である「勤務間インターバ

ル制度の導入」について、労使による協議を進めてきた。

９．過重労働対策の徹底・定着をめざした取り組み

各級機関の労使協議会・部門協議会などあらゆる機会を通じ、過重労働対策

の適正運用や安全衛生管理を含めた適正な労働時間管理の徹底と健康管理を

主とする就労管理の定着に向けて実効ある対応を求め取り組みを行った。

．退職金の水準向上に向けた取り組み

労使退職金水準検討委員会のもと、退職金水準と引き上げの考え方について

確認を行った。

．労働環境の整備･改善に向けた取り組み

会社施策全般に対するユニオンとしての提言を積極的に行うとともに、施策

展開に関わる労使協議の充実に向け取り組みを展開した。

また、組合員の定年延長に対する考え方について、組合員アンケートを実施

した。

．ワーク・ライフ・バランスの推進への取り組み

夏期連続休暇取得促進運動や土曜閉所運動、土日連休取得運動、更には普通

休暇の年間 日取得促進に向け、ワーク･ライフ･バランス推進委員会を通じ労

使で取り組みを展開してきた。あわせて、啓発機材による計画性のある休暇取

得促進やメリハリをつけた業務遂行を促すとともに、労使協議会や部門協議会

を通じ、休み方改革がはかられる職場環境の整備や風土醸成に向けた取り組み

を行った。
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〈組織局関係〉

１．生きいきとした存在感ある組織づくり

（１）本部執行委員会を 回、本部常任執行委員会を 回、対策局会議 組織

局 回・政策局 回 を開催し、諸活動に対する検討・確認等を行った。

（２）分会代表者会議を各支部で開催し、本部・支部の 年度重点活動

について審議・決定された。

（３）分会委員長連絡会議を各支部で開催し、本部・支部活動の連絡・確

認や分会執行委員会を含め、分会活動における助言・指導を行った。

（４）本部青年委員会総会を開催し、 年度本部・支部活動報告、

年度活動方針ならびに活動計画、 年度本部役員を決定した。その

後、本部青年委員会を 回開催し、本部青年委員会主体イベントの検討

を行った。また、各支部においても支部青年委員会総会を開催した。

（５） 年度以降の組織体制における組織活動の活性化に向けた検討を行うこ

とを目的とし「財政・組織運営検討委員会」を設置し、これまで 回開催した。

（６）教育活動において時代や環境に合わせた教育指針の検討を行うこと

を目的とし「教育活動検討委員会」を設置し、これまで 回開催した。

（７）「ＹＵイリスウィーク」を 月～ 月に設定し、連続休暇取得促進に

向け取り組みを行った。

（８）職場組合員の余暇創出に向けたライフサポートイベントの検討を行

った。

（９）リーダーカレッジ「電力総連ユニオンカレッジ」に本部常任執行委

員 名を派遣し、電力総連の動向や職場課題への取り組み方について受

講した。

（ ）本部執行委員および本部特別執行委員を対象としたリーダーカレッ

ジ「本部執行委員研修」を開催し、世界のエネルギー事情について研

修を行った。

（ ）分会三役を対象としたリーダーカレッジ「分会役員研修」を開催し、

分会役員の役割とその責務について研修を行った。

（ ） 年 月～ 年 月にかけて計 回開催されたリーダーカレッジ

「ユニオンリーダースクール」（富士社会教育センター主催、第 ・

・ 期）に分会役員を中心に 名を派遣し、労働組合や職場リー

ダーの役割について受講した。

（ ）リーダーカレッジ「ユースリーダーセミナー」に青年委員をディレ

クターコース 名、コーディネーターコース 名派遣し、労働組合と青

年活動について受講した。

（ ）会社教育「上級一般管理職研修」に併せユニオンスクール「フォロ

ーアップコース」を開催し、「組合活動の再認識」「本部組織体制」

について研修を行った。

（ ）コミュニケーション活動の充実を目的とした階層別組合員交流行事

について検討を行った。

２．頼りがいのある生活支援機能の充実

（１）宣伝活動の充実

機関紙「躍進トゥデイ」を適宜発行し、組合員に向けた情報提供を

行い、「躍進 」では毎月の活動行事や福祉共済事業のＰＲを掲載し、

これまで 回発行している。加えてＨＰでも随時情報を発信している。

（２）組合員の相互扶助による生活の支援機能の強化を目的に福祉共済事

業の取り組みとして、各種施設との契約を行った。

「ベガルタ仙台」年間シート

「東北楽天ゴールデンイーグルス」年間シート

「読売ジャイアンツ」年間シート

「東京ディズニーリゾート」利用料金割引

「リナワールド」入園料金割引

「スパリゾートハワイアンズ」施設利用券

（３）組合員本人ならびに家族（子）が全国競技大会等に出場した事案に

対する申請により、祝い金として福祉共済事業取扱規則に基づき、

名に慶弔金給付を行った。

（４） 月～ 月上旬にかけて「電力総連年金」の新規加入者および増口

の募集案内を行い加入促進に向けた活動を展開した。

（５） 月～ 月にかけて「東北電力生協秋の保険共済一斉募集」における

リリーフなど各種保険の説明会を行い、新規加入や保障の見直しに繋

がる取り組みを行った。

（６）こくみん共済 〈全労済〉「セット共済」の更新における説明会・

相談会を必要に応じて開催した。

３．仲間との連携活動の強化

（１）東北電力総連活動および各種委員会への参画を積極的に行った。

（２）東北電力総連および各県電力総連の青年・女性委員会活動への派遣

や諸活動に積極的に参画した。

（３）電力総連電工部会の諸活動へ参加し、情報の共有や仲間との連帯を

深めた。

（４）連合および電力総連の諸活動に積極的に参画し連携を深めた。

（５）魅力ある産業をめざし「全電工労連東北・関東・関西地区連絡会」

に参加・参画し、電気設備工事産業で働く仲間との連携を深めた。

（６）｢ユアテック企業グループ従業員連絡会・幹事会｣を合わせて 回開催

し、企業グループで働く仲間の労働条件向上・福利厚生の充実に向け

活動を展開した。

また、 月にニューリース従業員互助会が設立され、新たに加わった。

（７）中間地方選挙において東北電力総連組織内推薦候補者の必勝へ向け

取り組み、見事全員が当選を果たすことができた。
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った。
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し、企業グループで働く仲間の労働条件向上・福利厚生の充実に向け

活動を展開した。

また、 月にニューリース従業員互助会が設立され、新たに加わった。

（７）中間地方選挙において東北電力総連組織内推薦候補者の必勝へ向け
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〈政策局関係〉

１．豊かでゆとりあるライフステージの実現をめざして

（１） 年総合生活改善交渉に向け、電力総連および電工部会統一要求

を基本に職場の意見・要望を踏まえ要求書を提出した。

（２）諸手当その他の改善・労働協約の整備充実に向け、実態調査・検討

を行った。

（３）退職金の水準向上の早期実現に向け、労使で検討を進めてきた。

（４） 年総合生活改善交渉で継続協議中の「勤務間インターバル制度

の導入」について、労使協議を行った。

２．安全で健康な活力ある職場の確立をめざして

（１）安全衛生委員会や労使協議会および部門協議等を通じ、安全管理体

制の充実強化を求めるとともに、ストレスチェック制度の 年目を迎え

るにあたり成果と反省を踏まえた提言を行い安全衛生活動の更なる充

実に向けた取り組みを行った。

（２）死亡災害発生を受け、労使での現場確認による現状把握と対話活動

により、再発防止に向けた協議を行った。

（３）ユニオン独自の安全活動を実施し、職場で抱える安全・衛生に関す

る具体的な課題や、その背景を把握し改善に繋げていくための検討を

行い職場の安全と安心の確保に向けた取り組みを行った。

（４）労使協議等を通じ、放射線下労働における社員およびグループ会社・

協力会社を含めた作業員の管理状況の確認と改善に向けた提言を行い、

安全衛生の確保に向けた取り組みを行った。

（５）冬季安全推進月間の運動を、労使はもとよりグループ会社・協力会

社を含めたユアテックグループ全体で展開し、また、東北電力総連の

冬季安全衛生推進運動についても「冬季安全特集号」等を配布するな

ど、職場で働く方々とともに安全活動を積極的に展開した。

（６）本社・本部による労使安全パトロールおよび安全対話を実施し、更

なる安全への取り組みを確認し合った。

（７）電力総連電工部会で発生した死亡災害・重大災害発生情報を水平展

開し、類似災害の発生防止や安全意識の高揚に努めた。

（８）過重労働対象者への早期対応や長時間労働者に対する健康管理事前

措置による健康管理の充実と効果的な運用をめざした取り組みを行っ

た。

３．創造的で活力ある職場風土をめざして

（１）施工部門を中心に部門協議会を 月に開催し、部門個別の協議・意

見交換を行った。また、部門協議の内容も踏まえ、労働衛生の充実に

よる働きやすい職場環境の構築と業務改善に対する考え方などについ

て、中央労使協議会で協議・意見交換を行い職場課題の解決等に努め

た。

（２）あらゆる機会を通じ、ワーク・ライフ・バランスの充実に向け、一

人ひとりが活躍しやすいイクボス職場をめざした取り組みを行った。

（３）時間外労働・休日労働に関する協定の遵守に向け、労使協議等を通

じ取り組みを行った。

（４）適正な就労管理の徹底に向け、各級労使協議会や部門協議会等を通

じ、職場実態を踏まえた提言を行った。また、労使で各事業所にて就

労管理状況と協定遵守の徹底・確認を行った。

（５）ワーク・ライフ・バランス推進委員会中央委員会および支部委員会

を通じ、休み方改革をめざした取り組みを労使で積極的に展開した。

また、引き続き啓発機材として「卓上カレンダー」を作成し、計画性

のある休暇取得の促進に向け、社員および臨時社員の方々も対象に配

布を行った。

（６）人事諸制度全般の適正運用と更なる制度充実に向け、中央労使協議

会や部門協議会を通じ、職場実態を踏まえた提言を行った。

（７）各職場で業務調整等を行いながら、労働負荷軽減に向け、労使では

「土曜閉所運動」、ユニオン独自では「土日連休取得運動」を積極的

に展開した。

（８）グループ会社などへの出向者と意見交換を行い、状況・課題把握に

努めた。

（９）海外業務における労働環境整備と労働負荷軽減に向け、中央労使協

議会や部門協議会を通じ、職場実態を踏まえた提言を行った。

（ ）被服貸与品制度の充実をめざし意見抽出を行った。

４．ユアテックグループ全体の前進をめざして

（１）グループ会社・協力会社の労働環境の充実をめざし、職場訪問等に

よる対話を行い当社に求める内容を十分把握し、労使協議および部門

協議会等を通じ、意見交換を行った。

（２）グループ会社労組と連携をはかり、安全運動をはじめとした活動を

展開した。
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年度下期具体的活動（案）

１． 年度下期の活動を進めるにあたって

年度下期（ 月から 月）の活動は、第 回定期本部大会で決定した活動方針に

沿い、上期活動の成果と反省の上に立って組織の発展と活動の充実をめざし、次の重

点活動を中心に精力的な取り組みを展開していく。

（１）分会が主体的に活動できる組織の構築をめざした取り組みを行う。

（２）諮問委員会「財政・組織運営検討委員会」および「教育活動検討委員会」での検

討を踏まえ、本部執行委員会へ答申を行う。

（３）組織力の強化をはかるため、時代や環境に合わせた教育手法や教育内容の充実を

めざした取り組みを継続する。

（４）一体感のある組織づくりを行うため、積極的なコミュニケーション活動を展開し、

階層別組合員交流行事による組織の活性化に向けた取り組みを行う。

（５）ユアテック企業グループ従業員連絡会の充実をはかり、企業グループに働く仲間

の生活と福祉の向上と組織的連帯をめざした取り組みを展開する。

（６）中間地方選挙および各級選挙における東北電力総連推薦候補者の必勝に向けた取

り組みを展開する。

（７） 年総合生活改善交渉を、電力総連・電工部会 年総合生活改善統一交渉を

基軸にしながら、組織の総力を結集して要求の実現をめざした取り組みを行う。

（８）安全衛生の確保･充実については、最重要課題と位置付けし、各級機関において

労使一体となった実効ある活動を展開する。また、職場一人ひとりが安全衛生意識

の高揚をはかり、心にゆとりが持てる健康で活力ある職場の確立をめざす。

（９）職場支援が重要な観点から、労働環境改善と業務改善へ向けた提言を行うととも

に、職場における改善内容の抽出を行う。

（ ）適正な時間外労働の管理と健康管理を主とする就労管理および健康障害防止につ

ながる過重労働対策の徹底・定着をめざした取り組みを行う。

（ ）労使での検討内容を踏まえ、退職金制度の見直しに向けた取り組みを行う。

（ ）会社施策全般に対するユニオンとしての検討および提言を積極的に行うとともに、

施策展開に関わる労使協議の充実をはかり、働きがいのある労働環境の整備･改善

に向けた取り組みを行う。

（ ）ワーク・ライフ・バランス推進委員会の充実をめざすとともに、各級機関におい

て休み方改革がはかられる職場環境の整備と風土醸成に向けた取り組みを行う。併

せて、教育体系に基づき、ライフサポートコースを開催し、豊かでゆとりある生涯

生活の実現に向けた生活設計の支援を行う。

２．下期の具体的展開について

下期の具体的展開については、本代表代議員会で確認し取り組んでいくこととする。

その具体的な活動内容は、対策局毎に次のとおりである。
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沿い、上期活動の成果と反省の上に立って組織の発展と活動の充実をめざし、次の重

点活動を中心に精力的な取り組みを展開していく。

（１）分会が主体的に活動できる組織の構築をめざした取り組みを行う。

（２）諮問委員会「財政・組織運営検討委員会」および「教育活動検討委員会」での検

討を踏まえ、本部執行委員会へ答申を行う。

（３）組織力の強化をはかるため、時代や環境に合わせた教育手法や教育内容の充実を

めざした取り組みを継続する。

（４）一体感のある組織づくりを行うため、積極的なコミュニケーション活動を展開し、

階層別組合員交流行事による組織の活性化に向けた取り組みを行う。

（５）ユアテック企業グループ従業員連絡会の充実をはかり、企業グループに働く仲間

の生活と福祉の向上と組織的連帯をめざした取り組みを展開する。

（６）中間地方選挙および各級選挙における東北電力総連推薦候補者の必勝に向けた取

り組みを展開する。

（７） 年総合生活改善交渉を、電力総連・電工部会 年総合生活改善統一交渉を

基軸にしながら、組織の総力を結集して要求の実現をめざした取り組みを行う。

（８）安全衛生の確保･充実については、最重要課題と位置付けし、各級機関において

労使一体となった実効ある活動を展開する。また、職場一人ひとりが安全衛生意識

の高揚をはかり、心にゆとりが持てる健康で活力ある職場の確立をめざす。

（９）職場支援が重要な観点から、労働環境改善と業務改善へ向けた提言を行うととも

に、職場における改善内容の抽出を行う。

（ ）適正な時間外労働の管理と健康管理を主とする就労管理および健康障害防止につ

ながる過重労働対策の徹底・定着をめざした取り組みを行う。

（ ）労使での検討内容を踏まえ、退職金制度の見直しに向けた取り組みを行う。

（ ）会社施策全般に対するユニオンとしての検討および提言を積極的に行うとともに、

施策展開に関わる労使協議の充実をはかり、働きがいのある労働環境の整備･改善

に向けた取り組みを行う。

（ ）ワーク・ライフ・バランス推進委員会の充実をめざすとともに、各級機関におい

て休み方改革がはかられる職場環境の整備と風土醸成に向けた取り組みを行う。併

せて、教育体系に基づき、ライフサポートコースを開催し、豊かでゆとりある生涯

生活の実現に向けた生活設計の支援を行う。

２．下期の具体的展開について

下期の具体的展開については、本代表代議員会で確認し取り組んでいくこととする。

その具体的な活動内容は、対策局毎に次のとおりである。

Ⅰ．生きいきとした存在 １．組織運営体制の充実と強化

　  感ある組織づくり (１)本部大会

(２)本部執行委員会　　（２回）

(３)常任執行委員会　　（６回）

(４)対策局会議　　　　（随時）

(５)支部会議　　　　　（随時）

(６)分会委員長連絡会議（随時）

(７)分会三役会議（３月）

(８)分会執行委員会(毎月)

(９)本部・支部による分会オルグ（随時）

２．分会活動の活性化

(１)本部・支部による日常的活動の助言・指導

(２)本部・支部役員による労働講座の開催

(３)各種研修会への参加

(４)活動マニュアルの確認

３．青年委員会活動の充実

(１)本部青年委員会活動

(２)各種研修会への参画・派遣

(３)東北電力総連青年委員会活動への参画

(４)「2021ユニオンこだま」準備・実行委員会の開催

(５)本部青年委員会行事の実施

４．余暇創出に向けた取り組み

(１)イリスウィークの展開

(２)ライフサポートイベントの開催

５．財政・組織運営の検討

(１)組織体制の構築に向けた取り組み

　①組織活動の活性化に向けた検討

　②規約改正の検討

　③規約改正

６.男女平等参画への取り組み

７.再雇用組合員への取り組み

(１)支部・分会による対話活動

(２)組合員アンケートの集約・分析

８．教育活動の充実強化

(１)ユニオンスクール

　①導入教育Ⅰ（フレッシュコース）

　 　②導入教育Ⅱ（ヤングコース）

　③導入教育Ⅲ（パワーアップコース）

(２)ライフプランセミナー

　①ライフサポートコース

９．コミュニケーション活動の充実

(１)階層別組合員交流行事の実施

(２)分会コミュニケーション活動の実施

(３)家族を含めたコミュニケーション活動の実施

組　　　織　　　局　　　関　　　係

２０２０項　　目 下期の具体的活動
月　別　活　動　計　画　表

５ ６ ７４３ ８
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Ⅱ．頼りがいのある生活 １．宣伝活動の充実

　  支援機能の充実 (１)機関紙の発行と検討

　 (２)編集委員会の開催

(３)交渉・協議に関する「速報」の発行

(４)ＨＰの効果的な運用

(５)組合員手帳の編集・発行

２．福祉共済事業の充実

(１)社会福祉推進事業の推進

(２)ボランティア活動の充実に向けた取り組み

３．東北電力生協・こくみん共済coop〈全労済〉への取り組み

(１)共済メニューＰＲ、利用促進

(２)各種保険共済推奨プラン加入促進

４．各種共済事業全般の取り組み

(１)共済事業事務処理担当者へ適時な情報の

　　発信および連携

(２)共済事業事務処理担当者研修

５．労働金庫への取り組み

(１)各種キャンペーンの情報発信

６．福利厚生の充実

(１)福祉会の充実に向けた取り組み

(２)健康保険組合の事業内容の充実に向けた取り組み

Ⅲ．仲間との連携活動の強化 １．東北電力総連活動の展開

　 (１)各種委員会への参画

(２)政治活動の推進

(３)エネルギー・環境政策の推進

(４)地球を救うCOCOちゃん運動の推進

(５)東北電力総連男女平等参画推進委員会への参画

２．電力総連電工部会活動の展開

３．連合活動の展開

４．全電工労連活動の展開

(１)各地区連絡会の参画

(２)東北地区連絡会の開催

５．KAKKIN・友愛連絡会活動への参加

６．ユアテック企業グループ従業員連絡会の充実を

   めざした取り組み

(１)ユアテック企業グループ従業員連絡会の開催

(２)ユアテック企業グループ互助会との連携強化

７．政治活動の推進

(１)「ユアテックユニオン政治連盟」との連携

(２)中間地方選挙および各級選挙における東北電力総連

　　推薦候補者必勝に向けた取り組み

７ ８

組　　　織　　　局　　　関　　　係

項　　目 下期の具体的活動
月　別　活　動　計　画　表

２０２０

３ ４ ５ ６
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Ⅰ．豊かでゆとりあるライフ １．実質賃金の維持･向上の取り組み

　  ステージの実現をめざして (１)２０２０年総合生活改善交渉

　①交渉

　②調査・検討

(２)その他諸手当の改善

　①調査･検討

２．労働協約の充実に向けた取り組み

(１)２０２０年労働協約改定交渉

　①交渉

(２)労働協約の整備

　①調査･検討

３．退職金の水準向上に向けた取り組み

(１)退職金制度の見直し

　①調査

　②会社側との協議

４．再雇用制度の充実と定年延長などを

　　見据えた検討

Ⅱ．安全で健康な活力ある １．安全衛生管理体制の充実強化

　  職場の確立をめざして (１)「緑十字の日」の充実

(２)安全衛生委員会の充実

　①本社･本部安全衛生委員会協議会

　②支社･支部安全衛生委員会協議会

　③事業所安全衛生委員会（毎月）

(３)放射線作業専門委員会の充実

(４)グループ会社･協力会社等の安全対策強化への取り組み

２．ユニオン独自の対話活動の展開

３．安全衛生運動の展開

(１)ユアテック夏季安全推進月間

(２)東北電力総連夏季安全衛生推進運動

(３)実態把握と分析

４．新技術･工法の開発導入に対応した安全作業の確保

５．安全パトロール･懇談会の実施

(１)本社･本部労使による安全パトロールと安全懇談会

(２)グループ会社労使合同による安全パトロールと安全懇談会

　①本社･本部

　②支社･支部

(３)東北電力総連等と連携した安全パトロールと安全懇談会

６．健康管理の充実に向けた取り組み

(１)過重労働対策

(２)メンタルへルスケア

(３)定期総合健康診断等

(４)内部被ばく検査（ＷＢＣ）

(５)職場増健運動の推進

７．職場環境改善への取り組み

政　　　策　　　局　　　関　　　係

項　　目 下期の具体的活動
３ ４ ５ ８

月　別　活　動　計　画　表

７６

２０２０年
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Ⅲ．創造的で活力ある職場 １．労使協議会･懇談会の充実と事前協議の徹底への取り組み

　  風土をめざして (１)事前協議の徹底

(２)各種協議会の充実

　①本社部門協議会

　②中央協議会

　③支部協議会（懇談会）

　④分会協議会

２．働き方の見直し

(１)対話による醸成

(２)勤務制度に関する教宣

(３)職場抽出意見に対する提言活動

(４)休み方改革の推進

３．適正な就労管理への取り組み

(１)勤務実態に合った適正な申告

(２)三六協定の取り組み

　①協定遵守の徹底・確認

　②締結対応

　③支社･支部での労働時間管理の確認

４．働きやすい労働環境をめざした取り組み

(１)職場支援策の対応

　①ユニオン申入れに対する運用の確認

　②会社施策に対する職場状況の確認

(２)総労働時間短縮

(３)連続休暇取得推進運動

(４)全電工労連｢土曜閉所運動｣

(５)電工部会｢土日連休取得運動｣

５．ワーク･ライフ･バランスの推進に向けた取り組み

(１)ＷＬＢ推進委員会の充実

　①中央推進委員会

　②支部推進委員会

(２)各部門の施策展開の対応

(３)意識づけによる浸透

６．会社制度全般の適正運用への取り組みおよび課題把握･改善

(１)適正人材･要員配置への対応

(２)出向･転籍に対する対応

(３)海外業務の労働環境改善へ向けた取り組み

(４)被服貸与取り扱いの見直しおよび貸与品の改良・追加

　　への取り組み

(５)誰もが働きやすい職場環境づくりに向けた取り組み

(６)育児･介護支援への取り組み

７．会社の施策展開への対応

(１)会社組織改正･整備

(２)人材育成と諸教育の充実

(３)魅力的で働きやすい労働環境の整備・改善

(４)労働に関わる法改正への対応

Ⅳ．ユアテックグループ全 １．グループ会社･協力会社の労働環境の充実に向けた取り組み

　　体の前進をめざして (１)グループ会社･協力会社との懇談

(２)グループ会社労組との連携および支援

項　　目 下期の具体的活動
３ ４ ５ ６

月　別　活　動　計　画　表

８７

２０２０年

政　　　策　　　局　　　関　　　係
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総合生活改善交渉イメージ図 各体制役割 総合生活改善交渉の流れ

３－１０・総合生活改善交渉

本 部

・交渉要求内容を策定

・総合生活改善交渉職場討議資料を分会へ配布

・交渉要求内容を職場オルグの実施により周知

・交渉推進委員会を設置

・スト権の発行、集約

・組合員を代表し、会社側の代表と交渉

・交渉状況を躍進速報を発行し職場へ周知

・地区交渉推進委員会の開催を指示

・妥結結果を分会交渉委員会ならびに組合員へ周知

・分会交渉推進委員会の解散を指示

・交渉のまとめ

支 部

・交渉要求内容を提案

・職場オルグの実施

・分会交渉推進委員会の設置状況を確認

・スト権集約状況確認

・交渉状況を躍進速報等で確認

・地区交渉推進委員会を開催

・本部常任執行委員と情報共有を図り、妥結結果を確認

・各分会の妥結結果周知状況を把握

・支部としての交渉のまとめ

分 会

・交渉要求内容を提案

・職場オルグ開催周知と資料配布、会場借用

・分会交渉推進委員会を設置

・スト権を集約し報告

・交渉状況を躍進速報等で確認

・地区交渉推進委員会へ参加

・本部交渉推進委員会から妥結結果の確認

・分会組合員へ妥結結果を周知し、意見について集約

・交渉結果に対する分会としての考えを報告

●総合生活改善交渉に関わる情報の収集

・本部大会

・代表代議員会

・本部執行委員会

・常任執行委員会

・政策局会議

本 部

●総合生活改善交渉の要求内容策定。

・政策局会議

・代表代議員会

・常任執行委員会

・本部執行委員会

・支部委員長連絡会議

●総合生活改善交渉の要求内容の周知

・総合生活改善交渉職場討議資料作成

・職場オルグの実施

・本部職場討議集約

●本部交渉推進委員会設置

・分会交渉推進委員会の設置指令

・交渉状況の情報を分会へFAX

12月

2月 ●要求書提出

・スト権発令

・本部スト権の集約

●交渉

・小委員会交渉

・促進団交

・地区交渉推進会議

●妥結

・団体交渉

・妥結情報周知

・分会交渉推進委員会解散指令

・本部交渉推進委員会解散

3月

4月～

11月

支 部

●総合生活改善交渉に関わる情報の収集

・支部委員長連絡会荻

・支部会議

・分会委員長連絡会議

・分会訪問

・組合員との意見交換

●総合生活改善交渉の要求内容策定。

・支部委員長猿楽会議

・分会委員長連絡会議

・政策局会議

・本部執行委員会

●総合生活改善交渉の要求内容の周知

・職場オルグの実施

・支部職場討議集約

●分会交渉推進委員会設置

・分会交渉推進委員会の設置状況確認

●要求書提出

・スト権取組み状況確認

・支部スト権の集約

●交渉

・本部常任執行委員と交渉情報共有

・分会の交渉情報周知状況確認

・地区交渉推進会議開催

●妥結

・本部常任執行委員と意見交換

・妥結情報確認

・分会妥結情報周知状況確認

・分会交渉推進委員会解散状況確認

分 会

●総合生活改善交渉に関わる情報の収集

・分会委員長連絡会議

・分会執行委員会

・分会集会

・組合員との意見交換

●総合生活改善交渉の要求内容策定。

・分会集会

・分会執行員会

・分会委員長連絡会議

●総合生活改善交渉の要求内容の周知

・職場オルグの開催

・分会集会

・分会執行委員会

・分会職場討議集約

2月

●分会交渉推進委員会設置

・指令により分会交渉推進委員会の設置

●要求書提出

・分会組合員へスト権の配布

・分会スト権の集約および報告

●交渉

・本部交渉推進委員会からのFAX確認

・分会組合員へ交渉状況の周知

・分会集会

・分会執行委員会

・地区交渉推進会議開催

●妥結

・交渉山場は分会に待機

・本部交渉推進委員会FAXにて妥結情報確認

・分会組合員へ妥結情報周知

・指令により分会交渉推進委員会解散

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１０－１・要求、周知、集約

★３－１０－２・交渉について

★資料３－１０－３

★資料３－１０－８

★資料３－１０－７

★資料３－１０－６①

★資料３－１０－５①

★資料３－１０－４①

★資料３－１０－９

★資料３－１０－４②

★資料３－１０－５②

★資料３－１０－６②



３－１０－１・要求、周知、集約
総合生活改善交渉要求の考え方 充実した要求内容を策定する為の分会活動

要求の種類と内容

要求書作成までのイメージ図

要求内容の周知と集約について

要求の考え方

●団体交渉とは

団体交渉は、双方の人格を尊重し、対等の立場にお

いて誠意と秩序をもって会社および組合を代表する交

渉委員の間において行うものとする。

●総合生活改善交渉について

・団体交渉の考えに基づき交渉を行う

・会社の経営状況も十分に考慮した要求が必要

・要求内容には職場の意見、要望が重要

・要求に対する職場の努力や環境の具体的裏付けが、

交渉を進めるにあたり重要

●労働三権（法律）

・団結権

労働条件を改善するために団結する権利

・団体交渉権

団結して経営者や使用者と交渉する権利

・団体交渉権

経営者や使用者に対してストライキなどの争議行為

を行う権利

労働三権

団体交渉

総合生活

改善交渉

賃金要求

●考え方

・魅力ある電工産業の実現

・社会的使命を担うことに相応しい賃金水準

・将来にわたり安定した生活水準の維持

●賃金改訂の内容（参考）

・生涯年収に関わる

・割増賃金算定の基礎賃金である

※割増賃金

・時間外手当 ・振替勤務手当

・始業時刻変更手当 ・緊急災害復旧手当

・深夜勤務手当

詳しくは組合手帳4.私たちの労働条件参照。

●初任給改訂の内容（参考）

・若年層の賃金魅力向上

・人財の採用にも関わる

一時金要求

●考え方

・職場の努力と期待を反映した要求

●一時金の内容（参考）

・年収に関わる

・年間の生活水準に関わる

・個人資産等に関わる

労働協約改訂要求

●考え方

・要求出来るのは2年毎。

・分会からの意見、要望に基づいて行う

・より良い職場環境の構築。

諸手当その他改訂要求

●考え方

・分会からの意見、要望に基づいて行う

・生活重視を基本とした制度の改善、新設

●諸手当その他改訂の内容（参考）

・各種手当の改善

・旅費の改善

・退職金の改善

詳しくは組合手帳4.私たちの労働条件参照。

●労働協約改訂の内容（参考）

・時代に合った勤務制度の改善

・福利厚生の充実

・ワークライフバランスの充実

詳しくは組合手帳4.私たちの労働条件参照

総合生活改善交渉で労

働条件を良くしたいが、

何をすれば良いのか？

分 会

分会執行役員で組合員手帳の

4.私たちの労働条件の内容を参

照しながら、労働条件に対する

知識を高め、内容を議論しま

しょう。

組合員手帳を見る

組合員との対話

分会組合員と分会活動を通じ

様々な意見交換をし、日頃から

情報収集を図りましょう。

分会執行役員で情報を共有し

意見交換を図り、分会としての

考えをまとめましょう。

分会組合員へ情報の発信や分会

としての考えを提案し意見交換を

しましょう。

分 会

支 部本 部
本部

常任執行委員

3-8・本部大会、代表代議員会

組合員

要求書

総合生活改善交渉職場オルグ

●目的

・総合生活改善交渉要求に対する方針を周知

・わたしたちを取り巻く情勢について認識共有

・取組みにの基本姿勢の認識共有

・要求内容の周知

20○○年

総合生活改善交渉

職場討議資料

●開催手法

・会場の手配、オルグの司会

分会執行役員

・総合生活改善交渉の内容の説明

本部執行役員

・開催時期

通常であれば1月中
・総合生活改善交渉職場討議資料は各分会へ配送

・分会へ配送されたら分会組合員へオルグ日程を周知

し配布を行い、事前に内容を確認して貰う

・オルグ時に持参して貰う事も周知する

※要求内容を周知する重要な書類ですので、必ず分会

組合員全員へ配布する事

分会集約

●目的

・分会として分会組合員と要求について意見交換し、要求内

容についての集約を図る

要求内容承認の場合

各体制を通じ策定した要求内容である

事から、交渉要求内容についてご理解頂

ける様、分会執行委員会へ訪問します。

本部施行役員

要求内容非承認の場合

総合生活改善交渉に対する様々な意見、

要望は交渉を進めるにあたり重要な情報

であり、今後要求内容策定にも関わる情

報です。報告用紙で報告しましょう。

職場討議集約用紙 職場討議集約用紙（参考）

職場討議集約用紙

会場借用用紙

職場討議集約用紙（参考）

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１０・総合生活改善交渉

★３－１０－２・交渉について

★資料３－１０－３

★資料３－１０－８

★資料３－１０－７

★資料３－１０－６①

★資料３－１０－５①

★資料３－１０－４①

★資料３－１０－９

★資料３－１０－４②

★資料３－１０－５②

★資料３－１０－６②

★３－３・分会執行委員会 ★３－４・分会集会

★３－３・分会執行委員会

★３－４・分会集会

★３－１７・その他会議関係

★資料３－１０－３

★資料３－１０－４① ★資料３－１０－５①

★資料３－１０－４② ★資料３－１０－５②



交渉推進機関の組織図

交渉進行イメージ図

３－１０－２・交渉について
交渉の考え方について

分会として交渉要求内容の必要性の主張方法

スト権の考え方

本部常任執行委員以上で構成し、常時の交渉判

断や情勢分析等具体的方針を決定する。

交渉の考え方

●交渉の原則

団体交渉は、双方の人格を尊重し、対等の立場において誠意と秩

序をもって会社および組合を代表する交渉委員の間において行うも

のとする。

●交渉委員

・組合側

組合員（本部役員）

・会社側

会社役員又は会社が選任した社員。

組合側委員

●組合の立場

・全組合員の代表、代弁者

・組合員の豊かな幸せ

・組合員の努力に対する期待

・魅力ある生活水準の維持、向上

・働き甲斐のある労働条件の向上

・その他組合員の想い

●会社の立場

・社会情勢

・経営状況

・従業員の安定した生活

・従業員の働き甲斐の向上

・要求内容の経営判断

・その他経営にあたる考え

会社側委員

お互いの立場を尊重

要求書

交渉

社員の幸せの実現

要求内容の必要性を、組合員の団結した想

いとして経営層へ届ける事が重要

・要求内容に対する職

場の期待

・交渉に対するお願い

・要求に関する要望

・交渉結果に関する職

場の想い

総合生活改善交渉に関する発言

スト権の集約 ・分会組合員全員に投

票して貰う

・スト権投票呼びかけ

時には要求の必要性

を再度周知する

交渉を後押し
集約結果

会社

交渉内容について職場がどの様に考えて

いるか会社も注目しています。

●投票の目的

総合生活改善交渉では、賃金や一時金、労働条件に関する重要な交渉であり、要求は全

組合員の総意にて行う事が重要です。それは自分の労働条件は自分達でつくろうという事

です。したがって、投票率や賛成率の高さは、交渉を進めるにあたり組合の結束力と交渉

に対する組合員の会社に対する期待の現れとしたバロメーターになります。

●スト権とは

総合生活改善交渉では、本部、分会に交渉交渉推進委員会を設置し、これまで培ってきた労使関係を大いに反

映されるよう精力的に交渉を展開します。しかし、交渉の内容によっては、実力行使（ストライキ）に訴えて会

社の誠意ある対応を求める事が必要な場合もあります。ストライキは、要求獲得の為の手段であり目的ではあり

ませんが、労働組合としてスト権投票の結果を背景に交渉を展開する事は大変重要で必要不可欠な事です。

投票率

賛成率

全組合員 交渉担当
交 渉

交渉力

組合員みんなで交渉へ参加し、自分達の労働条件を改善する

本部交渉推進委員会

•委員長 本部執行委員長

•副委員長 本部副執行委員長

•書記長 本部書記長

•常任委員 本部常任執行委員

•委 員 本部執行委員

本部交渉推進会議

•本部交渉推進委員会

（常任以上）

中央交渉推進会議

•本部交渉推進委員会

•分会交渉推進委員会

地区交渉推進会議

•本部交渉推進委員

•分会交渉推進委員

分会交渉推進委員会

• 委員長 分会執行委員長

• 副委員長 分会副執行委員長

• 書記長 分会書記長

• 委 員 分会執行委員

分会交渉推進委員会の決定ならびに本部指令に

より開催し、指令・情報の伝達および組合員の意

見・要望を聴取する。

本部交渉推進委員の常任委員、委員と分会交渉推進委

員で構成し、本部交渉推進会議の判断により開催され、

情勢、組織体制、組合員の意見・要望について検討する

とともに、本部・分会交渉推進委員会の調整等をはかる。

本部交渉推進委員と分会交渉推進委員で構成し、

本部交渉推進委員会が必要と判断したとき開催され、

情勢、組織体制、組合員の意見・要望等について検

討する。

分会交渉推進集会

要求書

組合員

意見・要望

要求内容の作成 職場オルグ開催 分会集約

スト権の配布

要求書の提出

スト権集約

交 渉

本部交渉推進委員会設置分会交渉推進委員会設置

本部交渉推進会議 分会交渉推進委員会

本部指令

FAX

分会交渉推進集会担当常任委員

地区交渉推進会議

妥結範囲

中央交渉推進会議

交渉難航

交渉山場

分会交渉推進委員会

交渉妥結

分会待機
組合員へ周知

交渉情報

FAX

分会交渉推進委員会本部交渉推進会議

交 渉 本部交渉推進会議 本部交渉推進会議

交 渉本部交渉推進会議

交渉情報

FAX

ストライキ

本部交渉推進委員会

交渉情報

FAX

本部交渉推進委員会 分会交渉推進委員会解散

指 令

情勢 周知

まとめる連携共有

躍進速報配布

スト権批准投票要請

激励FAX

スト権集約報告

スト権投票用紙

スト権投票用紙
スト権集約報告

資料3-9-4

資料3-9-8
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３－11・三六協定とは

労 働

過

重

労

働

私たちは労働をして生産性を高め、その成果の公正な配分とし

てお給料を貰い生活しています。しかし、働く時間は過重になれ

ば心身の支障をきたすリスクがあり、法律で労働時間が決められ、

労働者が無制限に労働しない様に守られています。

労 働
賃 金

チェック チェック

組合役員 法 律

法 律

労働時間は原則「1週40時間、1日8時間」を超えて労働させて

はならない。これを延長したり、法定休日の労働をさせる場合に

は、36協定の締結・届出をすること。

36協定を締結しても、月45時間、年360時間までとし、特別条項

付きで年720時間、複数月平均80時間、月100時間までとすること。

三六協定

労働組合 会 社

労使の労働時間に関する大切なルール

組合員のワークライフ

バランスを守り、心身の

健康を守る為、会社と協

議します。

業務都合により36協定

に該当する際は、組合役

員へその理由を明確に伝

え、延長する内容を協議

します。

連合で作成した36協定についての資料

です。三六協定とは何か分かりやすくま

とめてあるので、まずは見てみましょう。

三六協定

分 会 事業所

情報共有

本部常任

支部役員

情報共有

支 社

本部役員 本 社

年度毎に三六協定の内容方針を策定。

方針の情報共有 方針の情報共有

申入れ

事業所の三六協定内容を分会へ説明し、

内容を理解および納得して締結をする。

労働基準監督署

届出をする承認後

会社は組合員へ時間外労働を指示する

事が出来る。

方針を協議

三六協定を締結しなくては時間外労働

をさせる事が出来ない。

時間外労働

法 律

三六協定

分 会 事業所

三六協定の締結は本部、支部では無く事業所と分会で締結する。年度1年間の分会の組合

員の労働環境にも大きく影響する内容なので、事業所から36協定の申入れがあった際は、

内容を十分に理解し、職場環境を十分に考慮し労使意見交換を図り締結すること。

各年度毎に締結する

基本協定値を超過する場合

組合員 上 長

・時間外状況を日々確認

・休日稼働状況の把握

・業務状況、健康状態の確認

・基本協定値を超過して業務するか判断

基本協定値を超過

協定書

協定書の作成 事業所長の承認 分会との協議

業務内容や健康状態、基本協定値を

超過しても大丈夫な状況なのか確認

する。

印

協定書の締結

分会で管理している分会執

行委員長の印を押印して締

結する。

組合員

事業所は協定で締結した範囲まで、

基本協定値を超過して業務をさせる

事が出来る。

年度の協定内容を締結

時間外労働・休日労働に関する協定書

★資料３－１１－１

★資料３－１１－２②

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－１１－２①

★資料３－１１－２③

★資料３－１１－１

★資料３－１１－２②

★資料３－１１－２①

★資料３－１１－２③
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★目次へ戻る

★資料３－１１－２①

★資料３－１１－２③



昨日、高校時代の
友達に会ったんですが、
みんな36協定を
知らなかったんです

? ?

?

知らない人が
けっこう

いるんですね
それに経営者の
認知も十分とは
言えないのよ

サブロク?
サブロウの
サブロク?

そうねそうね

友 友

へ
ぇ Wow!

KAROSHI!

※テレビ

過労死という言葉は、海外でも“KAROSHI”と言われています

そうなんだぁ

英語の辞書にも載っており日本の過労死は世界的にも知られています

でも
早く帰ろうと思ってもなかなか帰れないのが現実だよね

おとーさん大丈夫かな…

おとーさん大丈夫かな…

さらに、過労死等と呼ばれる脳・心臓疾患による死亡者はここ数年100人前後で推移しています

資料出所：厚生労働省 平成２７年度
「過労死等の労災補償状況」
より連合作成

脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数の推移
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えぇー!!
36協定があっても「残業時間月200時間までOK」なんて内容だったら??

明日サブロウ先輩とアイダ部長に聞いてみよう…

近づく
過労死…

か、
過労死!?

任せて!

あわ
あわ

でも
どうして“36”なんですか?  労働基準法の第36条で規定されているからよ

36
第

条

アイダ部長
これって何ですか?

掲　示　板

残業・休日出勤について
（36協定）

1日

1ヶ月

サンジュウロク
キョウテイ??

カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ…

寝ないで

仕事
しま

す!!

まだ仕事に

慣れていないので

時間がかかっちゃって…

でも大丈夫です!

体力には自信が

あります!

だめ
だめ

!

だめ
だめ

!

あれ? クミちゃん

まだ仕事終わらないの?

もしかして

ブラック企業…?

遅い時間まで

働いて
も

当た
り前

だと
…

い
っ
て
き
ま
す

た
だ
い
ま
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でも私の父は

毎日14時間くらい

働いてますよ

休日出勤も

よくして
るし

法律?

なぜ…?

昨日、高校時代の
友達に会ったんですが、
みんな36協定を
知らなかったんです

知らない人が
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いるんですね
それに経営者の
認知も十分とは
言えないのよ

そうねそうね

へ
ぇ Wow!

KAROSHI!

過労死という言葉は、海外でも“KAROSHI”と言われています

そうなんだぁ

英語の辞書にも載っており日本の過労死は世界的にも知られています

でも
早く帰ろうと思ってもなかなか帰れないのが現実だよね

おとーさん大丈夫かな…

おとーさん大丈夫かな…

さらに、過労死等と呼ばれる脳・心臓疾患による死亡者はここ数年100人前後で推移しています

資料出所：厚生労働省 平成２７年度
「過労死等の労災補償状況」
より連合作成
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えぇー!!36協定があっても「残業時間月200時間までOK」なんて内容だったら??

明日サブロウ先輩とアイダ部長に聞いてみよう…

近づく
過労死…

か、
過労死!?

任せて!

あわ
あわ

ボクと
１字違い

でも
どうして“36”なんですか?

サブロク
ザブロウ

 労働基準法の第36条で規定されているからよ

36
第

条

アイダ部長
これって何ですか?

掲　示　板

残業・休日出勤について
（36協定）

1日

1ヶ月

サンジュウロク
キョウテイ??

それは
“サブロク協定”と

読むのよ
残業や休日出勤が発生する場合、この協定が

不可欠なの

カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ…

も
う
８
時
だ
よ

体力は関係

ないんだ…

寝ないで

仕事
しま

す!!

OU
T!

働く時間は法律で

決まっているのよ

まだ仕事に

慣れていないので

時間がかかっちゃって…

でも大丈夫です!

体力には自信が

あります!

だめ
だめ

!

だめ
だめ

!

あれ? クミちゃん

まだ仕事終わらないの?

もしかして

ブラック企業…?

なぜ…? 会社と36協定を結ぶ労働者側の代表者は
労働者間で民主的に決定しなければいけないの

例えば… 投票 挙手

候補者A B C

投票箱

私に
やらせて
ください

賛成

連合

なんでも労働相談ダイヤル
連合
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いるんですね
それに経営者の
認知も十分とは
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そうねそうね
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過労死という言葉は、海外でも“KAROSHI”と言われています

そうなんだぁ

英語の辞書にも載っており日本の過労死は世界的にも知られています
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早く帰ろうと思ってもなかなか帰れないのが現実だよね

おとーさん大丈夫かな…

おとーさん大丈夫かな…

さらに、過労死等と呼ばれる脳・心臓疾患による死亡者はここ数年100人前後で推移しています
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えぇー!!
36協定があっても「残業時間月200時間までOK」なんて内容だったら??

明日サブロウ先輩とアイダ部長に聞いてみよう…

近づく
過労死…

か、
過労死!?

任せて!

あわ
あわ

でも
どうして“36”なんですか?  労働基準法の第36条で規定されているからよ

36
第

条

アイダ部長
これって何ですか?

掲　示　板

残業・休日出勤について
（36協定）

1日

1ヶ月

サンジュウロク
キョウテイ??

カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ…

寝ないで

仕事
しま

す!!

まだ仕事に

慣れていないので

時間がかかっちゃって…

でも大丈夫です!

体力には自信が

あります!

だめ
だめ

!

だめ
だめ

!

あれ? クミちゃん

まだ仕事終わらないの?

もしかして

ブラック企業…?

なぜ…?

はじめに
── みなさんは、「36協定」をご存じですか。
　「聞いたことはない」、「聞いたことはあるけど、内容までは分から
ない」という方も多いのではないでしょうか。連合が実施した労働時
間に関する調査（2017年）では、「会社が残業を命じるには36協定を
結んでおくことが必要」ということについて、回答者の4割以上が「知
らない」との結果が出ました。

　2019年4月から、罰則付き時間外労働の上限規制や労働時間の客
観的な把握などが施行されます※。無制限に残業をさせることができ
る現在の法律をあらため、残業時間の原則的な上限（限度時間）とし
て、月45時間・年360時間が法律に規定されます。
※中小企業での罰則付き時間外労働の上限規制は、2020年4月～施行。

　今回の法改正を機に、使用者と労働者がワークルールを正しく理
解することが重要です。そして、職場における労使の話し合いを進め
て、適正にそして確実に36協定を締結することが大切です。

　私たち連合は、日本の労働組合の中央組織（ナショナルセンター）
として、700万人の働く仲間とともに、すべての働く人のために、雇用
と暮らしを守る取り組みを進めています。この「0（ゼロ）からはじめ
る36協定ハンドブック」は、働く上で重要となる労働時間から、今回
の改正内容である罰則付き時間外労働の上限規制や36協定などについ
て、基本的な項目をまとめたものです。

　ぜひこのハンドブックを活用いただくとともに、詳しくは連合のホー
ムページをご覧ください。そして、働くことに関することで「困ったな」
「おかしいな」「分からないな」と思ったら、連合のなんでも労働相談
ダイヤル（　  0120-154-052）にお気軽におたずねください。

日本労働組合総連合会（連合）

マンガ①　そもそも“労働時間”って？ 3

　働く時間や休憩時間、休日にはきまりがあるの？ 4

マンガ②　“サブロク協定”ってなに？ 5

　36協定ってなに？どのようなことを決めるの？ 6

マンガ③　36協定があれば残業は無制限? 7

　36協定で決めれば何時間残業させてもいいの？ 8

マンガ④　会社から“過半数代表者”に任命された! 11

　「過半数労働組合」ってなに？「過半数代表者」ってどうやって選ぶの？ 12

［参考］時間外労働・休日労働に関する協定届 一般条項 13

［参考］時間外労働・休日労働に関する協定届 特別条項 15

マンガ⑤　長時間労働の是正にむけて 17

　36協定を締結しないとどうなるの？ 18

目次
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ている。
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在。

サブロウ先輩
面倒みがよいク
ミちゃんの先輩。
頼りになるよう
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ユニオニオン くみあいナス

連合の公式キャラ
クター。ユニオン
（組合）とオニオン
（玉ねぎ）から命名
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連合のキャラクター。
労働組合の必要性
をときに体を張って
説明するよ。

02

y10737
スタンプ



昨日、高校時代の
友達に会ったんですが、
みんな36協定を
知らなかったんです

知らない人が
けっこう

いるんですね
それに経営者の
認知も十分とは
言えないのよ

そうねそうね

へ
ぇ Wow!

KAROSHI!

過労死という言葉は、海外でも“KAROSHI”と言われています

そうなんだぁ

英語の辞書にも載っており日本の過労死は世界的にも知られています

でも
早く帰ろうと思ってもなかなか帰れないのが現実だよね

おとーさん大丈夫かな…

おとーさん大丈夫かな…
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36協定があっても「残業時間月200時間までOK」なんて内容だったら??

明日サブロウ先輩とアイダ部長に聞いてみよう…

近づく
過労死…

か、
過労死!?

任せて!

あわ
あわ

でも
どうして“36”なんですか?  労働基準法の第36条で規定されているからよ

36
第

条

アイダ部長
これって何ですか?

掲　示　板

残業・休日出勤について
（36協定）

1日

1ヶ月

サンジュウロク
キョウテイ??

カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ…

寝ないで

仕事
しま

す!!

まだ仕事に

慣れていないので

時間がかかっちゃって…

でも大丈夫です!

体力には自信が

あります!

だめ
だめ

!

だめ
だめ

!

あれ? クミちゃん

まだ仕事終わらないの?

もしかして

ブラック企業…?

なぜ…?

はじめに
── みなさんは、「36協定」をご存じですか。
　「聞いたことはない」、「聞いたことはあるけど、内容までは分から
ない」という方も多いのではないでしょうか。連合が実施した労働時
間に関する調査（2017年）では、「会社が残業を命じるには36協定を
結んでおくことが必要」ということについて、回答者の4割以上が「知
らない」との結果が出ました。

　2019年4月から、罰則付き時間外労働の上限規制や労働時間の客
観的な把握などが施行されます※。無制限に残業をさせることができ
る現在の法律をあらため、残業時間の原則的な上限（限度時間）とし
て、月45時間・年360時間が法律に規定されます。
※中小企業での罰則付き時間外労働の上限規制は、2020年4月～施行。

　今回の法改正を機に、使用者と労働者がワークルールを正しく理
解することが重要です。そして、職場における労使の話し合いを進め
て、適正にそして確実に36協定を締結することが大切です。

　私たち連合は、日本の労働組合の中央組織（ナショナルセンター）
として、700万人の働く仲間とともに、すべての働く人のために、雇用
と暮らしを守る取り組みを進めています。この「0（ゼロ）からはじめ
る36協定ハンドブック」は、働く上で重要となる労働時間から、今回
の改正内容である罰則付き時間外労働の上限規制や36協定などについ
て、基本的な項目をまとめたものです。

　ぜひこのハンドブックを活用いただくとともに、詳しくは連合のホー
ムページをご覧ください。そして、働くことに関することで「困ったな」
「おかしいな」「分からないな」と思ったら、連合のなんでも労働相談
ダイヤル（　  0120-154-052）にお気軽におたずねください。

日本労働組合総連合会（連合）

マンガ①　そもそも“労働時間”って？ 3

　働く時間や休憩時間、休日にはきまりがあるの？ 4

マンガ②　“サブロク協定”ってなに？ 5

　36協定ってなに？どのようなことを決めるの？ 6

マンガ③　36協定があれば残業は無制限? 7

　36協定で決めれば何時間残業させてもいいの？ 8

マンガ④　会社から“過半数代表者”に任命された! 11

　「過半数労働組合」ってなに？「過半数代表者」ってどうやって選ぶの？ 12

［参考］時間外労働・休日労働に関する協定届 一般条項 13

［参考］時間外労働・休日労働に関する協定届 特別条項 15

マンガ⑤　長時間労働の是正にむけて 17

　36協定を締結しないとどうなるの？ 18

目次

登場
人物

クミちゃん
入社1年目の新
人。素直で明るい
天然キャラでみ
んなから愛され
ている。

アイダ部長
クミちゃんとサブ
ロウ先輩の上司。
物知りで、頼りに
なる、心強い存
在。

サブロウ先輩
面倒みがよいク
ミちゃんの先輩。
頼りになるよう
な、ならないよう
な…!?　

ユニオニオン くみあいナス

連合の公式キャラ
クター。ユニオン
（組合）とオニオン
（玉ねぎ）から命名
されたよ。

連合のキャラクター。
労働組合の必要性
をときに体を張って
説明するよ。
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働く時間や休憩時間、休日には
きまりがあるの？

協定 そのゼロからはじめる

働く時間、休憩時間、休日、時間外労働は、
法律によって定められています。

解説

63サブロ
ク 1

法律で定められている労働時間（法定労働時間）は　
原則 1週40時間、1日8時間　です。
これを超えて働いた場合、時間外労働となります。

働く時間
（労働時間）のきまり1

2 休憩時間のきまり

1日の労働時間が、
6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合は60分以上　
の休憩が必要です。
休憩時間は労働時間の途中で
与えられなければいけません。

休憩時間は
労働者が仕事
から離れて、
自由に使うこと
ができる時間
です。

1週間に1日、または4週間を通じて4日の休日
（法定休日）が必要です。
休日に働いた場合は、休日割増賃金　が支払われます。

休日のきまり3
!

会社が労働者を時間外・休日労働させる場合は、事前に
「時間外労働・休日労働に関する協定」を労働基準監督署
に届け出る必要があります。

時間外に加え、休日、深夜に働か
せた場合、割増賃金を支払うこ
とが法律で定められています。

時間外労働のきまり

割増賃金

4
くわしくはP.6以降へ

割増賃金率
時間外労働 25％以上

休日労働 35％以上

深夜労働（午後10時～翌朝5時） 25％以上

さあ、次のページから、

いよいよ36（サブロク）

協定について解説するよ。!

もしかして
ブラック企業…?

遅い時間まで

働いても

当たり前だと…

い
っ
て
き
ま
す

た
だ
い
ま

AM8:00 PM11:00AM8:00 PM11:00

カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ…

も
う
８
時
だ
よ

体力は関係

ないんだ…

寝ないで
仕事します!!

OUT!

働く時間は法律で
決まっているのよ

まだ仕事に
慣れていないので
時間がかかっちゃって…

でも大丈夫です!
体力には自信が
あります!

だめだめ!
だめだめ!

そもそも

“労働時間”って? あれ? クミちゃん
まだ仕事終わらないの?

でも私の父は
毎日14時間くらい
働いてますよ

休日出勤も
よくしてるし

法律?
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働く時間や休憩時間、休日には
きまりがあるの？

協定 そのゼロからはじめる

働く時間、休憩時間、休日、時間外労働は、
法律によって定められています。

解説

63サブロ
ク 1

法律で定められている労働時間（法定労働時間）は　
原則 1週40時間、1日8時間　です。
これを超えて働いた場合、時間外労働となります。
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休日に働いた場合は、休日割増賃金　が支払われます。
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36協定ってなに？
どのようなことを決めるの？

36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定」のことです。
残業（法定の労働時間を超えて労働)させる場合、または、法定の休日
に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、
これを所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

解説

36協定では、
●1日に何時間、月に何時間、年間で何時間まで残業するのか
●残業をさせる必要のある業務の種類や労働者の数
●延長事由（時間外労働をさせる必要のある具体的事由） …などを労使で協定します。

36協定は、就業規則などと同様に、オフィスや作業場の
見やすい場所に備えたり、書面で交付したりするなど、労
働者に周知することが必要です。
（労働基準法第106条）

勤務先の

36協定を見たことは

あるかな？

協定 その63サブロ
ク 2

労働基準法第36条に規定されていることから、
通称 「36（サブロク）協定」といいます。

!

36協定

締結

36
協
定

届出

労働基準監督署

労働組合等使用者

事業場ごとに

難難
……

2人で難しい顔して
どうしたの?

アイダ部長
これって何ですか?

掲　示　板

残業・休日出勤について
（36協定）

1日

1ヶ月

サンジュウロク
キョウテイ??

それは
“サブロク協定”と

読むのよ

残業や休日出勤が
発生する場合、
この協定が
不可欠なの

ボクと
１字違い

でも
どうして“36”
なんですか?

サブロク

ザブロウ

 労働基準法の
第36条で規定されて

いるからよ

36
第

条

“サブロク協定”
　　　　　  ってなに?

ゼロからはじめる
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36協定ってなに？
どのようなことを決めるの？

36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定」のことです。
残業（法定の労働時間を超えて労働)させる場合、または、法定の休日
に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、
これを所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

解説

36協定では、
●1日に何時間、月に何時間、年間で何時間まで残業するのか
●残業をさせる必要のある業務の種類や労働者の数
●延長事由（時間外労働をさせる必要のある具体的事由） …などを労使で協定します。

36協定は、就業規則などと同様に、オフィスや作業場の
見やすい場所に備えたり、書面で交付したりするなど、労
働者に周知することが必要です。
（労働基準法第106条）

勤務先の
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協定 その63サブロ
ク 2

労働基準法第36条に規定されていることから、
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!

36協定

締結

36
協
定

届出

労働基準監督署

労働組合等使用者

事業場ごとに

難難
……

2人で難しい顔して
どうしたの?

アイダ部長
これって何ですか?

掲　示　板

残業・休日出勤について
（36協定）

1日

1ヶ月

サンジュウロク
キョウテイ??

それは
“サブロク協定”と

読むのよ

残業や休日出勤が
発生する場合、
この協定が
不可欠なの

ボクと
１字違い

でも
どうして“36”
なんですか?

サブロク

ザブロウ

 労働基準法の
第36条で規定されて

いるからよ

36
第

条

“サブロク協定”
　　　　　  ってなに?

ゼロからはじめる

05 06

y10737
スタンプ



36協定で決めれば
何時間残業させてもいいの？

協定 その

時間外・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものです。
無制限に残業させることができる法律を改め、2019年4月以降、
残業時間の上限が設けられます。

解説

63サブロ
ク 3

法律で定められている労働時間（法定労働時間）は 原則「1週40時間、1日8時間」
です。これを延長したり、法定休日における労働をさせる場合には、36協定の締結・
届出が必要です。
現在、36協定での延長時間に関しては、基準（時間外労働の限度に関する基準）があ
り、これを限度時間といいます。

しかし、限度時間はあくまで目安のため、法的な強制力がありません。
さらに、予算・決算業務やボーナス商戦に伴う業務の繁忙など「特別な事情」の発生
が予想される場合、「特別条項付き36協定」を締結すれば、例外的に限度時間を超え
ることも可能です。

※なお、下記の業務では、基準が適用されません。
　① 工作物の建設等の事業　② 自動車の運転の業務　③ 新技術、新商品等の研究開発の業務
　④ 厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務（１年間の限度時間は適用）

一般の延長時間

2019年3月までの
36協定のしくみ

現在の労働時間のルール

期間

限度時間

法定労働時間

1年間＝12ヶ月

月45時間
年360時間など

1日8時間
1週間40時間

限度時間限度時間

年間６ヶ月まで（１年のうち半分）

法定労働時間

特別条項
上限なし
特別条項
上限なし

へ
ぇ

Wow!

KAROSH
I!

※テレビ

過労死という言葉は、
海外でも“KAROSHI”と

言われています

そうなんだぁ

英語の辞書にも
載っており

日本の過労死は
世界的にも
知られています

でも
早く帰ろうと思っても
なかなか帰れないのが
現実だよね

おとーさん
大丈夫かな…
おとーさん
大丈夫かな…

さらに、過労死等と呼ばれる
脳・心臓疾患による死亡者は
ここ数年100人前後で
推移しています

資料出所：厚生労働省 平成29年度
「過労死等の労災補償状況」
より連合作成

過労死等の労災支給決定件数の推移

脳・心臓疾患死亡精神障害 自殺（未遂を含む）
精神障害 支給件数 脳・心臓疾患 支給件数
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えぇー!!

36協定があっても
「残業時間月200時間までOK」

なんて内容だったら??

明日サブロウ先輩と
アイダ部長に聞いてみよう…

近づく
過労死…

か、
過労死!?

任せて!

あわ あわ

36協定があれば

残業は無制限?

１週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

１か月

45時間

2か月

81時間

3か月

120時間

1年間

360時間

ゼロからはじめる

実質的には

残業を無制限に

させることが

できるんだ！
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36協定で決めれば
何時間残業させてもいいの？

協定 その

時間外・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものです。
無制限に残業させることができる法律を改め、2019年4月以降、
残業時間の上限が設けられます。

解説

63サブロ
ク 3

法律で定められている労働時間（法定労働時間）は 原則「1週40時間、1日8時間」
です。これを延長したり、法定休日における労働をさせる場合には、36協定の締結・
届出が必要です。
現在、36協定での延長時間に関しては、基準（時間外労働の限度に関する基準）があ
り、これを限度時間といいます。

しかし、限度時間はあくまで目安のため、法的な強制力がありません。
さらに、予算・決算業務やボーナス商戦に伴う業務の繁忙など「特別な事情」の発生
が予想される場合、「特別条項付き36協定」を締結すれば、例外的に限度時間を超え
ることも可能です。

※なお、下記の業務では、基準が適用されません。
　① 工作物の建設等の事業　② 自動車の運転の業務　③ 新技術、新商品等の研究開発の業務
　④ 厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務（１年間の限度時間は適用）
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推移しています
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「過労死等の労災補償状況」
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協定 その63サブロ
ク 3

36協定の締結にあたってのポイント無制限に残業をさせることができる現在の法律を改め、残業時間に上限が設けられます。
残業時間の「限度時間」として、月45時間・年360時間が法律に規定されます。

一部の事業・業種における上限規制の適用猶予または除外

自動車運転の業務

ゼロからはじめる

●時間外労働の上限規制は、あくまでも「これ以上働かせてはならない」というもの
です。法律の改正前・後に関わらず、時間外・休日労働は、必要最小限にとどめられ
るべきものです。

●臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時間）を超えることは
できません。

●休日労働の日数・時間数をできる限り少なくするようにしましょう。

●使用者が労働者を限度時間を超えて労働させる場合には、「健康・福祉確保措置」
を講ずることが必要です。

●上限規制の適用猶予業務、除外業務についても、限度時間を踏まえて労働者の健康・
福祉を確保することが重要です。

2019年4月以降の
36協定のしくみ

法定労働時間

1年間＝12ヶ月

残業時間（原則）
月45時間
年360時間

1日8時間
1週間40時間

限度時間限度時間

法律による上限（例外）

＊休日労働を含む

年間６ヶ月まで

・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

法定労働時間

上限を超える

時間外労働は

できなくなるよ！

こう変わる
改正後は

法律による上限

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、適用後の上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用につ
いては引き続き検討します。）

建設事業
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均80時間以
内・１か月100時間未満の要件は適用しません。この点についても、将来的な一
般則の適用について引き続き検討します。）

医師
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場にお
いて、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る
こととしています。）

鹿児島県及び
沖縄県における
砂糖製造業

医師の面接指導※、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上
で、時間外労働の上限規制は適用しません。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師によ
る面接指導を受けさせなければならないこととします。

新技術・新商品等
の研究開発業務

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。

(1) 医師による面接指導
(2) 深夜業の回数制限 
(3) 終業から始業までの休息時間確保（勤務間インターバル）
(4) 代償休日・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓口設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導

「健康・福祉確保措置」
として

望ましい措置

厚生労働省では、「36協定で定める時間外労働及び
休日労働について留意すべき事項に関する指針」を
発行しています。くわしくは、そちらも参考にしてくだ
さい。

〈参考〉

https://www.mhlw.go.jp/content/
000350731.pdf

URL

チェックして

みよう！
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「過半数労働組合」ってなに？
「過半数代表者」ってどうやって選ぶの？

協定 その

36協定は、使用者（会社）と労働組合などが協議のうえ、締結します。
「過半数労働組合」とは、労働者の過半数を組織している労働組合です。
この過半数労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する
「過半数代表者」が使用者と協定を締結することになります。

!

解説

63サブロ
ク 4

過半数代表者は、管理監督者
（工場長や部長など、労働条件
の決定やその他労務管理につ
いて、経営者と一体的な立場に
ある人）を除く労働者のなかか
ら、投票や挙手などの方法に
よって民主的に選ぶ必要があ
ります。

以下の場合、その36協定は無効 になります。

●会社が特定の労働者を指名したり、会社が指名した候補者の中から投票を
　させたりするなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合
●社員会・親睦会などの代表者が自動的に過半数代表者になった場合

労働組合の組合員数が

労働者の過半数に

達していない場合は、

過半数代表者を選出します!

労働組合がある

場合でも、

過半数労働組合で

なければだめだよ。

厚生労働省の調査では

約4割の企業で

選挙などの民主的な

手続きを行わず、

不適切に過半数代表者

を選出しているんだって

・・・問題だ！

アイダ部長、
ニュースです!

サブロウ先輩が
次の労働者代表に

なるよう会社から任命
されたそうです!!

さすが先輩!

ついにボクの
時代が来ました

それは
だめだよ

なぜ…? 会社と36協定を結ぶ労働者側の代表者は
労働者間で民主的に決定しなければいけないの

例えば… 投票 挙手

候補者A B C

投票箱

私に
やらせて
ください

賛成

こうして選ばれた人を
過半数代表者
というのよ

過半数代表者??

むずかしそう…

会社から

“過半数代表者”に
　　　　　　　任命された!

ゼロからはじめる

労働基準法違反となり、

使用者には

6か月以下の懲役または

30万円以下の罰金が

課せられます!
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金属製品製造業

受注の集中
臨時の受注、納期変更
製品不具合への対応

月末の決算事務
棚卸

設計
機械組立
検査

経理
購買

10人
20人
10人

5人
5人

7.5時間
7.5時間
7.5時間

7.5時間
7.5時間

3時間
2時間
2時間

3時間
3時間

3.5時間
2.5時間
2.5時間

3.5時間
3.5時間

30時間
15時間
15時間

20時間
20時間

40時間
25時間
25時間

30時間
30時間

250時間
150時間
150時間

200時間
200時間

370時間
270時間
270時間

320時間
320時間

10人
20人

土日祝日
土日祝日

検査課主任
山田花子

工場長
田中太郎

1か月に1日
1か月に1日

8:30～17:30
8:30～17:30

受注の集中
臨時の受注、納期変更

〇〇〇〇

設計
機械組立

投票による選挙

〇〇金属工業株式会社〇〇工場 〇〇市〇〇町 1-2-3 〇〇〇〇年4月1日から1年間

〇〇〇〇年4月1日

000

000 0000 0000

0000

0000 3 12

0000 3 15

印

時間外労働・休日労働に関する協定届 一般条項（記入例）

36協定は書面によって締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。
協定届（一般条項）のひな形は、労働基準監督署でも配布しています。参考

延長できる時間が

何時間かも

チェック!!

時間外労働が

必要な事由や業務を

明らかにする必要が

あるんだ！

対象期間が３か月を超
える１年単位の変形労
働時間制が適用される
労働者については、②の
欄に記載してください。 事由は具体的に

定めてください。
業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

１日の法定労働時間を超える
時間数を定めてください。

１か月の法定労働時間を超える時間数を定めてく
ださい。①は45 時間 以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時
間を超える時間数
を定めてください。
①は360時間以内、
②は320時間以内
です。

この協定が有効とな
る期間を定めてくだ
さい。１年間とする
こが望ましいです。

１年間の上限時間を
計算する際の起算日
を記載してください。
その１年間において
は協定の有効期間
にかかわらず、起算
日は同一の日である
必要があります。

時間外労働と法定
休日労働を合計した
時間数は、月100時
間未満、２～６か月
平均80時間以内で
なければいけませ
ん。これを労使で確
認の上、必ずチェッ
クを入れてください。
チェックボックスに
チェックがない場合
には、有効な協定届
とはなりません。

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

押印も必要です。

協定書を兼ねる場合には、労
働者代表の署名又は記名・
押印が必要です。
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管理監督者は労働者代表
にはなれません。

押印も必要です。

協定書を兼ねる場合には、労
働者代表の署名又は記名・
押印が必要です。
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突発的な仕様変更、新システムの導入
製品トラブル・大規模なクレームへの対応
機械トラブルへの対応

労働者代表者に対する事前申し  入れ

①、③、⑩ 対象労働者  への医師による面接指導の実施、対象労働者に11時間の勤務間インターバルを設定、
職場での時  短対策会議の開催

設計
検査
機械組立

10人
20人
10人

6時間
6時間
6時間

6.5時間
6.5時間
6.5時間

6回
6回
4回

90時間
90時間
80時間

100時間
100時間
90時間

35%
35%
35%

35%
35%
35%

700時間
600時間
500時間

820時間
720時間
620時間

工場長
田中太郎

〇〇〇〇

投票による選挙

〇〇〇〇年4月1日

0000 3 12

0000 3 15

印

検査課主任
山田花子

時間外労働・休日労働に関する協定届 特別条項（記入例）

36協定は書面によって締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。
協定届（特別条項）のひな形は、労働基準監督署でも配布しています。参考

事由は一時的又は突発
的に時間外労働を行わせ
る必要のあるものに限
り、できる限り具体的に定
めなければなりません。
「業務の都合上必要なと
き」「業務上やむを得ない
とき」など恒常的な長時
間労働を招くおそれがあ
るものは認められません。

限度時間を超えて労働さ
せる場合にとる手続につ
いて定めてください。

限度時間を超えた労働
者に対し、健康確保措置
（P.10参照）を講ずること
を定めてください。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

月の時間外労働の限度
時間（月45時間又は42
時間）を超えて労働させ
る回数を定めてください。
年６回以内に限ります。

限度時間（月45時間又は42時間）を超えて労働させる
場合の、1か月の時間外労働と休日労働の合計の時間
数を定めてください。月100時間未満に限ります。
なお、この時間数を満たしていても、２～６か月平均
で月80時間を超えてはいけません。

限度時間を超えて
時間外労働をさせる
場合の割増賃金率
を定めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

限度時間を超えて
時間外労働をさせる
場合の割増賃金率
を定めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

限度時間（年360時間又は
320時間）を超えて労働させる
１年の時間外労働（休日労働
は含みません）の時間数を定
めてください。年720時間以内
に限ります。 １年間の上限時間を

計算する際の起算日
を記載してください。
その１年間において
は協定の有効期間
にかかわらず、起算
日は同一の日である
必要があります。

時間外労働と法定
休日労働を合計した
時間数は、月100時
間未満、２～６か月
平均80時間以内で
なければいけませ
ん。これを労使で確
認の上、必ずチェッ
クを入れてください。
チェックボックスに
チェックがない場合
には、有効な協定届
とはなりません。

管理監督者は労働代表
にはなれません。

押印も必要です。

協定書を兼ねる場合には、労
働者代表の署名又は記名・
押印が必要です。
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36協定を締結しないとどうなるの？

協定 その

36協定を締結せずに残業をさせた場合や休日労働をさせた場合、
労働基準法違反となり、使用者に6か月以下の懲役または
30万円以下の罰金が科せられます。

解説

63サブロ
ク 5

厚生労働省の調査※によると、36協定を締結していない事業所は全体で49％もあり、特
に中小企業の半数以上が36協定を締結していないことがわかりました。
また、36協定を締結していない理由として、「36協定の存在を知らなかった」という使用
者は33.1％にのぼり、36協定の認知度の低さを示す結果が出ています。

使用者には、法律を守り、働きやすい環境をつくることが求められています。
働く者も、ワークルールの基本的な知識がなければ、自分の身を守ることができません。
使用者、労働者の双方がワークルールを正しく理解し、
適正に36協定を締結することが大切です。

時間外労働・休日労働に関する労使協定の締結の有無

36
協
定
を
締
結
し
て
い
る

51.0 49.0 45.4 33.1 1.1 0.9 3.8 3.9 13.6 4.1

（%）

36
協
定
を
締
結
し
て
い
な
い

時
間
外
・
休
日
労
働
が
な
い

就
業
規
則
等
で
規
定
を
設
け
る

の
み
で
十
分
と
思
っ
て
い
た

適
用
除
外
と
思
っ
て
い
た

締結していない理由 （複数回答）

事
業
場
ご
と
に
締
結
が
必
要
と
は

知
ら
な
か
っ
た

過
去
締
結
し
た
36
協
定
が

現
在
も
有
効
だ
と
思
っ
て
い
た

36
協
定
の
締
結
・
届
出
を
失
念
し
た

そ
の
他

36
協
定
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た

合計

※出所：平成25年度労働時間等総合実態調査（精査後）
※「締結していない理由」の内訳は、36協定を締結していない事業場が回答したもの

昨日、高校時代の
友達に会ったんですが、
みんな36協定を
知らなかったんです

? ?

?

知らない人が
けっこう

いるんですね
それに経営者の
認知も十分とは
言えないのよ

サブロク?
サブロウの
サブロク?

そうねそうね

友 友

2019年4月からは
特別な事情がある場合でも
時間外労働の上限が
定められるの

そうなんですね!

そういえば
特別条項付き36協定を締結して
超長時間労働をさせる会社も
あるって聞いたことが…36協定の仕組みを

理解して適切な協定を
結ぶことが重要ね そんな会社

イヤだなぁ
そんな会社
イヤだなぁ

長時間労働の

　　　　是正にむけて

私たちもワークルールの

基本的な知識を

もつことが重要だね！

ゼロからはじめる
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労働基準法違反となり、使用者に6か月以下の懲役または
30万円以下の罰金が科せられます。
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63サブロ
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厚生労働省の調査※によると、36協定を締結していない事業所は全体で49％もあり、特
に中小企業の半数以上が36協定を締結していないことがわかりました。
また、36協定を締結していない理由として、「36協定の存在を知らなかった」という使用
者は33.1％にのぼり、36協定の認知度の低さを示す結果が出ています。
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昨日、高校時代の
友達に会ったんですが、
みんな36協定を
知らなかったんです

? ?

?

知らない人が
けっこう

いるんですね
それに経営者の
認知も十分とは
言えないのよ

サブロク?
サブロウの
サブロク?

そうねそうね

友 友

へ
ぇ Wow!

KAROSHI!

※テレビ

過労死という言葉は、海外でも“KAROSHI”と言われています

そうなんだぁ

英語の辞書にも載っており日本の過労死は世界的にも知られています

でも
早く帰ろうと思ってもなかなか帰れないのが現実だよね

おとーさん大丈夫かな…

おとーさん大丈夫かな…

さらに、過労死等と呼ばれる脳・心臓疾患による死亡者はここ数年100人前後で推移しています

資料出所：厚生労働省 平成２７年度
「過労死等の労災補償状況」
より連合作成

脳・心臓疾患に係る労災支給決定件数の推移
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えぇー!!
36協定があっても「残業時間月200時間までOK」なんて内容だったら??

明日サブロウ先輩とアイダ部長に聞いてみよう…

近づく
過労死…

か、
過労死!?

任せて!

あわ
あわ

でも
どうして“36”なんですか?  労働基準法の第36条で規定されているからよ

36
第

条

アイダ部長
これって何ですか?

掲　示　板

残業・休日出勤について
（36協定）

1日

1ヶ月

サンジュウロク
キョウテイ??

カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ…

寝ないで

仕事
しま

す!!

まだ仕事に

慣れていないので

時間がかかっちゃって…

でも大丈夫です!

体力には自信が

あります!

だめ
だめ

!

だめ
だめ

!

あれ? クミちゃん

まだ仕事終わらないの?

もしかして

ブラック企業…?

遅い時間まで

働いて
も

当た
り前

だと
…

い
っ
て
き
ま
す

た
だ
い
ま

AM8:00
PM11:00

AM8:00
PM11:00

でも私の父は

毎日14時間くらい

働いてますよ

休日出勤も

よくして
るし

法律?

なぜ…?

昨日、高校時代の
友達に会ったんですが、
みんな36協定を
知らなかったんです

知らない人が
けっこう

いるんですね
それに経営者の
認知も十分とは
言えないのよ

そうねそうね

へ
ぇ Wow!

KAROSHI!

過労死という言葉は、海外でも“KAROSHI”と言われています

そうなんだぁ

英語の辞書にも載っており日本の過労死は世界的にも知られています

でも
早く帰ろうと思ってもなかなか帰れないのが現実だよね

おとーさん大丈夫かな…

おとーさん大丈夫かな…

さらに、過労死等と呼ばれる脳・心臓疾患による死亡者はここ数年100人前後で推移しています

資料出所：厚生労働省 平成２７年度
「過労死等の労災補償状況」
より連合作成
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えぇー!!36協定があっても「残業時間月200時間までOK」なんて内容だったら??

明日サブロウ先輩とアイダ部長に聞いてみよう…

近づく
過労死…

か、
過労死!?

任せて!

あわ
あわ

ボクと
１字違い

でも
どうして“36”なんですか?

サブロク
ザブロウ

 労働基準法の第36条で規定されているからよ

36
第

条

アイダ部長
これって何ですか?

掲　示　板

残業・休日出勤について
（36協定）

1日

1ヶ月

サンジュウロク
キョウテイ??

それは
“サブロク協定”と

読むのよ
残業や休日出勤が発生する場合、この協定が

不可欠なの

カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ…

も
う
８
時
だ
よ

体力は関係

ないんだ…

寝ないで

仕事
しま

す!!

OU
T!

働く時間は法律で

決まっているのよ

まだ仕事に

慣れていないので

時間がかかっちゃって…

でも大丈夫です!

体力には自信が

あります!

だめ
だめ

!

だめ
だめ

!

あれ? クミちゃん

まだ仕事終わらないの?

もしかして

ブラック企業…?

なぜ…? 会社と36協定を結ぶ労働者側の代表者は
労働者間で民主的に決定しなければいけないの

例えば… 投票 挙手

候補者A B C

投票箱

私に
やらせて
ください

賛成

連合

なんでも労働相談ダイヤル
連合

秘密厳守！
一人で悩まず、まずはご相談ください。

電話をかけた地域の「連合」につながり、
専門の相談員が無料で対応します。

0120-154-052
れ ん ご う にい こ う よ
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★３－１１・三六協定

★資料３－１１－１

★資料３－１１－２②

★３・分会活動
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★３－１１・三六協定

★資料３－１１－１

★資料３－１１－２②

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－１１－２①



３－１2・共済事業

福祉共済事業とは・・・

組合員相互の助け合いによる生活の支援、うるおいのある生活作りに向けた文化・体育活動の支援、充実した福祉社会の

実現を目指したボランティア・助け合い運動の推進と支援を目的に、基金を積み立てその資金で事業を行うユニオン独自の

福祉共済制度です。

組合員共済事業

・レジャー施設、宿泊施設、文化施設、体育施設等との契約による、組合員ならびにその家族への利用提供。

・東北電力生協新規加入時の組合員への出資基金給付。

・組合員およびその家族への慶弔見舞金給付。

社会福祉貢献事業

・電力総連や連合の行う社会福祉活動ならびに国民運動の資金協力、および参加に関する援助。

・上部団体や友誼団体が展開する支援、救済カンパの援助。

※但し、恒常的カンパ支援は行わない。

・電力総連や連合が行う国際支援、支援活動の資金協力、および参加に関する援助。

・国際協力事業団や公正な国際ボランティア機関への資金協力、および参加に関する援助。

電力総連共済事業
〇内容は？

会費は月額一人あたりなんと４０円！！

・組合員本人が死亡した場合給付金が１０万円

・組合員本人が傷病退職した場合は５万円

・配偶者が死亡した場合は３万円

・組合員本人が住んでいる住宅が災害に見舞われた場合も給付します。

全焼・全流失・全壊 自家所有 50万円 社宅・借家・借間 35万円

半壊・半流失・半壊 自家所有 30万円 社宅・借家・借間 21万円

一部・流失・壊（損害額10万円以上）

自家所有 8万円 社宅・借家・借間6万円

一部・流失・壊（損害額10万円未満）

自家所有 5万円 社宅・借家・借間3万5千円

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１２－１・東北電力生協

★３－１２－１－１・東北電力対応イメージ図

★３－１２－２・労働金庫

★３－１２－３・こくみん共済coop

★３－１２－３－１・こくみん共済coop

★３－１２－４・電力総連年金

★３－１２－４－１・電力総連年金

★３－１２－５・電力総連共済

★３－１２－６・福祉共済事業契約施設

★３－１２－７・その他福祉共済事業



３－１2－１・東北電力生協
東北電力生協とは 事業内容

加入方法

各種事業申込について

東北電力生協

・東北電力生協とは・・・

東北電力総連に加盟する組合員とその社員を対象に、暮らしに役立つ事

業活動をスケールメリットを生かしながら進めている厚生省の認可を受け

た職域生協（同じ企業や職場に属する者が自主運営する生活協同組

合）です。

・加入方法

加入申込みは、指定の申込書類を申込者から分会役員が回収し、分会よ

り各支部担当常任執行委員へ送り申請します。申請は年間を通して受付

しています。なお、出資金は組合で支払いをし、脱退時に契約者が出資

金を貰う事が出来ます。

・事業内容

〈カードサービス〉

生協組合員証がクレジットカードとして使えます。なお、年会費は電力生協負担です。

①希望により、ETCカードが発行ができます。（年会費無料）

②本人の他に家族カードが発行できます。（年会費必要）

③組合員証に付帯してる機能は、国内、海外で利用頂けます。

〈物品販売〉

①契約指定店（百貨店・専門店・小売店等）において割引価格で買い物が出来ます。

②生協情報誌「With News」を通じて、生活に必要な品物すべてを割引価格でカタログ

ショッピング出来ます。

〈ガソリンカード〉

希望により、提携のガソリンカードを発行します。提携している全国のどこのガソリンス

タンドでも提携価格で給油出来ます。

〈東北電力企業グループ保険・遺族支援年金アルファ〉※加入は秋の一斉募集時のみ

死亡・高度障害保障の保険で、安い保険料で200万円から4,000万円の幅広い保障が一時金

として受けられます。若い方も無理なく加入できます。

またアルファは、3年から25年に渡り年金として受けられます。

なお、1年ごとに収支計算がおこなわれ加入者に対し配当金が支払われます。

〈火災共済〉

火災はもとより、風水雪害などの自然災害の被害にも適用されます。また、1,000円以上

の少額被害も保障される共済です。

〈団体自動車保険〉

東北電力グループのスケールメリットを生かし、安い掛金で保障が受けられます。また、

夜間・休日を問わず大手保険会社が24時間の自己受付体制になっています。

〈各種情報提供〉

暮らしに役立ち応援する生活情報を随時提供しています。

・支払い

いずれの事業の支払いも、届出した各自の銀行口座から、自動引き落と

しされます。

※口座残高不足の為、引落し出来なかった際は、東北電力生協より通知

が届き、指定された口座へ入金が必要です。口座から引落し不能額の

自動引き落としはされないのでご注意下さい。

電力総連組合員

全国に約21万人

スケールメリット

加入希望者 分会役員

組合員以外の社員の方も加入出来ます。
加入申込みがあった際は共済担当者と

情報共有しましょう。

加入申込み

分会役員
支部担当常任執行委員

社内便

記載方法

共済事業

手続きマニュアル

全分会へ配備

各分会で共済事業事務担当者研修を行い、各種書類記載

例および必要書類を記載した共済事業手続きマニュアル

を配備しています。東北電力生協各種書類記載例もまと

めてありますので活用して記載方法を確認しましょう。

加入申込み

組合員証（クレジットカード）

東北電力生協事業を利用されたい方がいた際は、まず東北電力生協へ加入する事が必要で

す。東北電力生協加入申込みをし、東北電力生協組合員になると各種事業を契約する事が

出来ます。また、東北電力生協へ加入が認められると、申込をした際の住所へクレジット

機能付きの組合員証が届きますので、申込者へ説明しましょう。

退職後も条件を満たせばOB会員として、契約内容

が変わらず東北電力生協と個人契約をする事が出来

る。

※条件

・本人の希望がること

・退職時点に満50歳以上で、かつ生協組合員と

して10年以上経過していること

・退職時点で、生協に対する利用代金の未納な

ど責務がないこと

・生協が、この組合の事業利用を適当に認めた

者であること。

〇共済事業手続きマニュアル資料を参照下さい

1.新規加入申込み

2.住所変更

3.氏名変更

4.脱退届

5.OB会員へ変更

6.所属変更

7.金融機関変更

8.ENEOS ASSOC入会申込兼変更

9..ENEOS ASSOC紛失・盗難届

10.トラスト＆フレックスカード入会申込

11.Bizカードトラスト紛失・盗難汚破損再発行・解約処理依頼

加入希望者

分会役員

支部担当常任執行委員

各種申請書類

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１２・共済事業

★３－１２－１－１・東北電力対応イメージ図

★３－１２－２・労働金庫

★３－１２－３－１・こくみん共済coop

★３－１２－４・電力総連年金

★３－１２－４－１・電力総連年金

★３－１２－５・電力総連共済

★３－１２－６・福祉共済事業契約施設

★３－１２－７・その他福祉共済事業

★３－１２－３・こくみん共済coop

★資料３－１２－１－２

★資料３－１２－１－１１

★資料３－１２－１－１０

★資料３－１２－１－９

★資料３－１２－１－８

★資料３－１２－１－７

★資料３－１２－１－６

★資料３－１２－１－５

★資料３－１２－１－４

★資料３－１２－１－３



ガソリンカード対応

各書類の記載方法

３－１2－１－１・東北電力生協対応イメージ図
東北電力生協担当者の役割分担をする 各種申請対応

東北電力生協加入対応

秋の一斉募集対応

各種保険加入対応

分会役員 東北電力生協担当者を選出 共済事業事務担当者東北電力生協担当者

連携

東北電力生協組合員

各種申請

・申請書類の配布、回収

・東北電力生協関係書類の配布

・各種相談窓口

連携

支部担当常任執行委員

新規加入希望者

（ユアテック社員）

必要書類

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者
提 出

支部担当常任執行委員

東北電力生協

組合員 共済事由発生

・生協加入状況確認

・事由の情報共有

・申請方法の説明

・支部常任へ情報提

供の了解

連携

支部担当常任執行委員

東北電力生協加入対応

東北電力生協

組合員
加入希望

提 出

支部担当常任執行委員

ENEOS希望

トラスト＆フレックス希望

ガソリンカード加入対応

ガソリンカード紛失・盗難対応

カード会社

警 察

届 出

ガソリンカード

加入者

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者

申請書

関係個所への届出状況確認

申請書

申請書

提 出

ENEOS届出書類

トラスト＆フレックス届出書類

東北電力生協

組合員

・リリーフ

・グループ保険

・アルファ

・終身医療保険

・介護保家

・火災共済

・自動車保険

加入希望

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者

連携

支部担当常任執行委員 東日本興業担当者

連携対応説明

※リリーフは秋の一斉募集時のみ加入出来る。

連携

共済申請対応

支部担当常任執行委員

・一斉募集開催日時

・資料の配布

・資料提出期日

分会執行委員長

異動者対応

東北電力生協

組合員

所属事業所

異動b発生

申請書

定期人事異動（通常7月）

臨時人事異動（通常3月）

・住所変更がある加入者

のみ住所変更を提出

※所属変更は本部一括で行う

工事転勤等

・所属変更

・住所変更あれば記載

提 出

支部担当常任執行委員

申請内容

脱退対応

東北電力生協

組合員

・会社在籍生協組合

員で解約を希望

・退職願にて退職す

る社員

・退職者でOB会員に

ならない

OB変更

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者

申請書類

提 出

支部担当常任執行委員

・出資金は生協登録口座へ入金さ

れる。

・脱退届が受理されても、契約し

ている期間満了まで継続となる。

※契約期間満了していない脱退者

は、期間満了まで登録口座から

掛金が引落しとなる。

東北電力生協

組合員

退職OB会員希望

※加入条件

・本人の希望

・満50歳以上

・生協組合員として10年以上

経過

・退職時点で利用未納が無い

・生協が認めた者

申請書

提 出

支部担当常任執行委員

提 出個人契約

氏名・住所変更

東北電力生協

組合員

氏名、住所

変更が発生

申請書

提 出

支部担当常任執行委員

・一斉募集開催日時の周知

・生協加入者へ更新資料の配布

・資料提出期日の周知

検 討

事業所社員秋の一斉募集説明会

集 約

東北電力生協加入は組合員ではない管理

職の方々も加入出来るので開催案内漏れ

が無いように注意

分会役員

発 送

東北電力生協更新書類は、分会から直接

東北電力生協へ発送。更新書類が届いた

際の箱に書類を入れて発送する。

※更新書類が入っている箱に返信用の送

り状があるので捨てない様に注意する。

・開催案内は早めに行う

・開催場所の借用書を提出する。

・説明は東日本興業担当者が行う。

※参考

分会大会と併せて開催している分会もある。
東日本興業担当者

各種申請書類の記載例や添付書類等まとめて

あるので、申請があった際はファイルを確認

し記載漏れや記載誤り、添付書類の不備が無

いか確認する。

東北電力生協新規加入

ガソリンカード

OB変更 東北電力生協脱退

支部担当常任執行委員

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者

共済事業事務担当者

東北電力生協担当者

所属、氏名、住所変更

提 出

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１２・共済事業

★３－１２－１・東北電力生協

★３－１２－２・労働金庫

★３－１２－３－１・こくみん共済coop

★３－１２－４・電力総連年金

★３－１２－４－１・電力総連年金

★３－１２－５・電力総連共済

★３－１２－６・福祉共済事業契約施設

★３－１２－７・その他福祉共済事業

★３－１２－３・こくみん共済coop

★資料３－１２－１－２

★資料３－１２－１－１１

★資料３－１２－１－１０

★資料３－１２－１－９

★資料３－１２－１－８

★資料３－１２－１－７

★資料３－１２－１－６

★資料３－１２－１－５

★資料３－１２－１－４

★資料３－１２－１－３

★資料３－１２－１－２

★資料３－１２－１－８

★資料３－１２－１－７

★資料３－１２－１－１０

★資料３－１２－１－９

★資料３－１２－１－３

★資料３－１２－１－６★資料３－１２－１－５★資料３－１２－１－３

★資料３－１２－１－４

★資料３－１２－１－３

★資料３－１２－１－１１
★３－３・分会執行委員会

★資料３－１２－１－２

★資料３－１２－１－４

★資料３－１２－１－３

★資料３－１２－１－１０

★資料３－１２－１－９

★資料３－１２－１－８

★資料３－１２－１－７

★資料３－１２－１－６

★資料３－１２－１－５

★資料３－１２－１－３
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その他共済事業での活用（イメージ図）

３－１2－２・労働金庫（ろうきん）
労働金庫（ろうきん）とは ろうきん口座の開設 こくみん共済coopでの活用（イメージ図）：慶弔金

組合活動での活用（イメージ図）

働く仲間の銀行として全国各地にあり、普通預金・定額預金・積立預金、財形預金・

生活資金貸付・目的貸付などがあります。

・普通預金について

組合活動で発生する旅費を、普通預金口座へ入金します。労金口座では、日本全国ど

こで口座より引落しても手数料が掛かりません。コンビニ等で引落した際も、手数料

が後程返金されます。

・資金貸付について

金利が安く、お金で問題が発生した組合員も救済する事が出来る可能性があります。

日頃の組合活動で分会組合員の情報を収集し、問題の抱えている組合員が消費者金融

により窮地に陥ってしまう前に救済しましょう。

借 金

高い金利

団体会員で安い

金利

ユアテックユニオン 団体会員

労働者の為の銀行

団体会員になると様々

な利点がある。

団体会員として組合員

にメリットがある。

お金を借りたい

資産運用したい

事業所説明会

iDeCo、NISA等に

ついて要望があれ

ば説明会を実施

現金引落し無料

口座引落し

手数料

ろうきん

キャッシュカード

キャッシュカードでの現金引落

しが実質無料

※手数料が掛かった際も後から

口座へ返金

組合員 ろうきん口座

・ろうきん口座を持っていない

組合員の口座開設。
・全組合員がろうきん口座開設 ・組合活動で活用

・組合共済事業を活用している

組合員ではない管理職の方々

のろうきん口座開設

特別管理職

・こくみん共済coop等の組合

共済事業を活用している

ろうきん口座

・組合共済事業で活用

支部活動

本部活動

出 席

旅 費？

入 金

旅 費

個人口座

旅費入金を確認

支部担当常任執行委員

旅費用紙

旅費用紙

分会役員

支部活動

本部活動

出 席

旅 費？

入 金

旅 費

個人口座

旅費入金を確認

旅費用紙

組合員

支部担当常任執行委員

旅費用紙

旅費用紙

組合員

セット共済加入者

本部口座

個人口座

入金を確認

入 金

支部担当常任執行委員

入金を報告

セット共済入金

割戻金入金

セット共済加入者

本部口座

個人口座

入金を確認

入 金 入 金

支部担当常任執行委員

確

認

入金を報告

入金を周知

チケット代金入金

組合員 応 募

応 募 当 選 本 部

当選報告・本部口座へ入金依頼

本部口座

個人口座 本部口座

観戦チケット中止の場合等、代金返金

申 請

共済事業事務担当者

申

請

本部口座へ振込・入金確認後チケット発行

分会役員

分会役員

分会役員

分会役員

分会役員

分会役員
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その他団体共済申請について

３－１２－３・こくみん共済coop

こくみん共済coopとは セット共済とは セット共済申請について

加入方法

・こくみん共済coopとは・・・

火災共済や交通災害共済、団体生命共済など、一般の保険会社より安い掛金で万が一の場合

に備えた保障が得られます。本部で団体契約をしています。

・セット共済

月の掛け金が2,800円という安い掛金で、万が一の際に役立つ保険です。

慶弔共済も兼ねており、祝金や疾病見舞金、弔慰金、住宅災害も申請が

あれば共済金を受取る事が出来ます。

・団体共済

個人で必要と感じる保障について団体扱いとして加入する事が出来ます。

共済については、団体生命や火災共済、マイカー共済等があります。

・支払い

セット共済等、掛金の支払いを給与控除にて行います。

※マイカー共済等、給与控除されないものあります。

・加入方法

加入申込みは、指定の申込書類を申込者から分会役員が回収し、分会よ

り各支部担当常任執行委員へ送り申請します。申請は年間を通して受付

しています。

※基本組合員全員加入となります。

加入希望者

組合員では無い管理職の方も加入出

来ます。

加入申込みがあった際は共済担当者

と情報共有しましょう。加入申込み

支部担当常任執行委員

社内便

支部

本部

分会分会

こくみん共済

coop
団体契約

各分会で共済事業事務担当者研修を行い、各種書類記載

例および必要書類を記載したファイルを配備しています。

こくみん共済coop各種書類記載例もまとめてありますの

で活用して記載方法を確認しましょう。

記載方法

セット共済の内訳

団体生命共済（50口） 2,400円

慶弔共済（2型 2口） 232円

慶弔共済（3型 3口） 168円

合計 2,800円

※安い掛金で上記の表が保障となる保険です。

各種申請書

準 備

保障内容の事案が発生

団体生命共済の場合

慶弔共済

団体生命共済

対象書
・必要書類の記載

・必要書類の添付

必要書類

保障内容の事案が発生者

申請書

記 載

セット共済の流れ

支部担当常任執行委員

申請書類記載口座へ入金

慶弔共済の場合

対象書 ・必要書類の記載

支部担当常任執行委員本部共済口座ろうきん口座

ユアテックユニオン 団体契約

団体契約の利用が可能

ユアテック社員

セット共済以外の

契約

セット共済以外の契約で共済申請の事由が発生した際は、

個別でこくみん共済coopさんとのやりとりになります。

分会では、分会を担当しているこくみん共済coopの方を

紹介をする等のサポートをしましょう。

共済金請求書

（団体扱契約用）

個人情報の取得

提供に関する同意書

総合（慶弔）共済証明書 共済金支払請求書

入 金

・請求書記載口座

分会役員

分会役員

分会役員 分会役員

分会役員

分会役員
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３－１２－３－１・こくみん共済coop

解約方法 割戻金について

共済金の支払い こくみん共済coop担当者の役割分担をする

・解約希望者

・定年退職または退職願いによる退職者

で一律のみ加入している契約者

解約者

申 請

解約届 出資金仮戻請求書

提 出

支部担当常任執行委員

申 請

会 社給与控除ストップ

解約者

・定年退職または退職願いによる退職者

で一律以外も加入している。

（火災保険等）

申 請 情報共有

支部担当常任執行委員

情報共有

移行契約するか確認

移行契約しない場合

加入者 支部担当常任執行委員

情報共有加入状況把握 給与控除一覧

会 社

本部口座

入 金

共済掛金一括支払い

セット共済加入者

本部口座

個人口座

入 金 入 金

支部担当常任執行委員

確

認

入金を報告

入金を周知

労働者の為の共済事業の為、営利を目的としていません。

共済支払金を整理し、多く集金したお金は契約者へ割戻金とし

てお戻しします。

加入者 本部口座

掛 金

集金と支出を整理

割戻金

入金を確認

こくみん共済coop

役員を選出

共済事業事務担当者こくみん共済coop役員

連携

こくみん共済coop

加入者

各種申請
・申請書類の配布、回収

・各種相談窓口

連携

支部担当常任執行委員

分会役員

分会役員

分会役員

分会役員
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３－１２－４・電力総連年金

電力総連年金とは 電力総連年金新規加入および掛金の変更について 掛金の支払い

電力総連年金の特徴

電力総連年金加入者

電力総連に加盟する組合員の、より豊かな将来の為に、在籍中から

こつこつと資金を積み立てていく制度

電力総連年金組合員

利率が良い年金保険に加入したい

全国21万人のスケール

メリット！！

①安心・有利な年金制度

電力総連のスケールメリットを活かした、安心で、有利な制度です。

配当金（運用益）は100％加入者へ還元されます。予定利率「1.25％」 は他の金

融商品と比較しても優位。

②税法上の取扱い

加入時年齢満49歳以下の方は、個人年金保険料控除の対象となります。また、加入

時年齢満50歳以上の方は、一般の生命保険料控除の対象となります。

③脱退一時金の受け取り

積立期間中に脱退された場合でも、積立金が一時金（脱退一時金）で受け取れます。

④自由な積立方法

積立方法は月払、半年払があり、月払と半年払の併用もできます。

（月払加入者は一時払もできます。）

⑤豊富な年金の種類

年金は、10年確定年金、20年確定年金、15年保証期間付夫婦連生終身年金の４種類。

電力総連年金新規加入希望者

新規加入および掛金の変更は、年に一度の

募集期間のみ受付です。

募集期間が近づくと分会へ募集パンフレッ

トが届くので確認しましょう。

電力総連年金掛金変更希望者

※募集期間参考

10月中旬から12

月中旬

既加入者用

※掛金の変更に使用

新規加入者用

※毎年用紙が違う

電力総連年金新規加入希望者 募集期間 分会役員

新規申込書が欲しい
希望者へ集約期日を伝える

申込書依頼

支部担当常任執行委員

新規加入者用

※毎年用紙が違う

申込書の受け渡し ※期限前まで回収申込書の受け渡し ※期限前まで回収

受付期限については、期日まで電力総連着の申込書なので早目の対応をしましょう。

募集期間

既加入者用

電力総連年金既加入者

掛金を変更したい

変更内容記載

既加入者用

分会役員
支部担当常任執行委員電力総連年金

受付期限については、期日まで電力総連着の申込書なので早目の対応をしましょう。

新規加入

掛金変更

自動引落とし

登録口座

電力総連年金登録口座から掛金の支払い

〇月払い 3口～50口以内（1口2,000円） ※毎月12日口座自動引落し

〇一時払い 1口～200口以内（1口10万円）※3月12日と8月12日口座自動引落し

〇半年払い 1口～200口以内（1口10万円）※7月12日と1月12日自動引落とし

電力総連年金

登録口座
電力総連年金

電力総連年金口座残高不足による引き落とし不能について

〇次回引落し時に2回分の掛金自動引落しになります。

〇3回連続で引落し不能の際は自動脱退となります。

※口座引落し不能の際は口座残高に注意が必要。

電力総連年金未払い者 支部担当常任執行委員

口座引落し不能通知

注意喚起

電力総連年金

3回口座引落し不能

支部担当常任執行委員

脱退通知

脱退通知

脱退手続き

口座引落し

募集パンフレット

電力総連作成資料

募集パンフレット

募集パンフレット
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★資料３－１２－４－９

★資料３－１２－４－１０

★資料３－１２－４－２ ★資料３－１２－４－３
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★資料３－１２－４－４
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途中脱退について

３－１２－４－１・電力総連年金
各種変更申請について 積立完了者申請について 年金受取方法

各種申請書の記載方法

所属変更 住所変更 口座変更 氏名変更

所属変更 定期・臨時人事異動 本 部

一括所属変更

定期・臨時人事異動以外の異動 分 会

定期・臨時人事異動以外の所属変更

は分会で対応が必要。

電力総連年金加入者

変更事由発生

提 出

支部担当常任執行委員

変更申請の流れ

加入者内容変更通知書

兼口座変更通知書

加入者内容変更通知書

兼口座変更通知書

加入者内容変更通知書

兼口座変更通知書

電力総連年金加入者

・依願退職

・中途脱退機能
脱退給付金請求書 個人番号申告書

支部担当常任執行委員

【本部】

※積立完了者は脱退・継続・繰延を

【脱退の場合】
【本部】 （一時金100万.年金20万以上）

   ・脱退給付金請求書
      ・個人番号申告書

   ・個人番号申告書       ・個人番号申告書       ・レターパック

【本部】 【社内便】 【継続.繰延の場合】

   ・継続.繰延用紙一式       ・継続.繰延用紙一式       ・継続.繰延用紙一式

※記入例・説明文・注意点書類も添付

電力総連年金脱退・継続加入・繰延申請手続きフロー

電力総連年金 ユニオン 共済事業事務処理担当者・契約者 ユニオン

⇒
脱
退
手
続
き

積立完了者名簿

　　【共済事業事務処理担当者】

　　【契約者本人】　　【支部】

　　【本部】

選択しユニオン本部へFAXする

※支部委員長は契約者･事務処理担当者へ

積立完了選択用紙が届く旨を周知する

共済事業事務処理担当者・契約者

脱
退
手
続
き
完
了

【郵便局・郵便ポスト】

      ・脱退給付金請求書       ・脱退給付金請求書

提出方法

◆脱退・継続・繰延に関する制度上の
不明点はユニオン役員へ問い合わせ。

電力総連年金 ユニオン

・積立完了者名簿

・積立完了選択用紙

・積立完了選択用紙

・積立完了選択用紙

・積立完了者名簿

・積立完了選択用紙

・積立完了者名簿

選
択
さ
れ
た
書
類
一
式
を
発
送

レターパック

社内便

レターパック

郵 送

電力総連年金積立完了者

満60歳

本 部

意思確認用紙

電力総連年金

共済事業事務担当者

脱退、繰延の選択

脱退または継続、繰延の選択

脱退を選択した場合

電力総連年金積立完了者

本 部

脱退給付金請求 個人番号申告書

レターパック

継続、繰延を選択した場合

電力総連年金積立完了者

本 部

継続加入・繰延申請書

共済事業事務担当者

社内便

手続きフロー図

〇10年確定年金コース

加入者の生死にかかわらず、加入者またはその遺族に「年金」が10年

間支払われます。

〇20年確定年金コース

加入者の生死にかかわらず、加入者またはその遺族に「年金」が20年

間支払われます。

〇15年保証期間付終身年金コース

加入者が生存中、終身にわたり「年金」が受取れます。15年の保証

期間中に加入者が死亡された場合は、残余保証期間、遺族に加入者の

受け取っていた年金月額と同額の「年金」が支払われます。

〇10年保証期間付夫婦連生終身年金コース

加入者または配偶者が生存中、終身にわたり「年金」が受取れます。

10年の保証期間中に加入者が死亡された場合は、残余保証期間、遺族

に加入者の受け取っていた年金月額と同額の「年金」が支払われます。

10年間の保証期間経過後に加入者が死亡された場合は、配偶者に加入

者の6割の「年金」が支払われます。

参 照

新規加入申込書 掛金変更 変更通知書

脱退給付金請求書 個人番号申告書

継続加入・繰延申請書

募集パンフレット

意思確認用紙

連 絡

レターパック

共済事業事務担当者
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電力総連年金制度
2019年度募集活動に向けて

～『ゆとり・豊かさ』を実現するために～

電力総連

y10737
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資料３－１２－４－２
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○老後の生活に対して85.7％が「不安感あり」

◆あなたの老後は安心ですか

＜生命保険文化センター「生活保障に関する調査」／平成28年度＞
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＜生命保険文化センター「生活保障に関する調査」／平成28年度＞

○不安内容のトップは「公的年金だけでは不十分」

◆あなたの老後は安心ですか
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○世帯主６０歳以上の世帯あたり１ヵ月間実支出（22.0万円）

○ゆとりある老後生活費は平均34.9万円

◆あなたの老後は安心ですか

ゆとりある老後生活を送るための費用として、
「最低日常生活費」と「ゆとりのための上乗
せ額」を合計した「ゆとりある老後生活費」は、
平均で34.9万円となります。なお、ゆとりの
ための上乗せ額の使途は、「旅行やレ
ジャー」がもっとも高く、以下「身内とのつきあ
い」「趣味や教養」と続いています。

＜生命保険文化センター「生活保障に関する調査」／平成28年度＞

＜生命保険文化センター「生活保障に関する調査」／平成28年度＞

○老後のゆとりのための上乗せ額の使途
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◆電力総連年金制度の概要

y10737
スタンプ



◆電力総連年金制度の概要

『 電力総連年金 』（拠出型企業年金保険）は、公的年金を
補完する自助努力の年金制度です。あなたのより豊かな将来のため
に、在職中からこつこつと資金を積み立てていく制度です。

１．安心・有利な年金制度
電力総連のスケールメリットを生かした、安心で、有利な制度です。
配当金（運用益）は100％加入者へ還元されます。予定利率『1.25％』は他の金融商品と比較しても優位

２．税法上の取り扱い
加入時年齢満49歳以下の方は、個人年金保険料控除の対象となります。
また、加入時年齢満50歳以上の方は、一般の生命保険料控除の対象となります。

３．脱退一時金の受取り
積立期間中に脱退された場合でも、積立金が一時金（脱退一時金）で受け取れます。

４．自由な積立方法
積立方法は月払、半年払があり、月払と半年払の併用もできます。（月払加入者は一時払もできます。）

５．豊富な年金の種類
年金は、10年確定年金、20年確定年金、15年保障終身年金、10年保障夫婦連生終身年金の4種類

電力総連年金制度の主な特長・制度の概要

注意）
・掛金には運営事務費、生保手数料等が含まれています。
・加入年数が短いと元本割れがあります。（３年程度）

予定利率

年１．２５％
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例）月払3万円で20歳から60歳まで加入し、一時金で受取る場合
①保険会社Sの場合
払込保険料総額1,440万円 年金原資約1,528万円（一括受取率約106.1%）
②電力総連年金の場合（月払3万円＝15口）
払込掛金1,440万円 脱退一時金額約1,788万円（予定利率年1.25%に基づき計算）

【電力総連事務局作成】

＜保険会社S＞ （2018年8月現在）

【男性】

契約 年金受取率

年齢 （＊３）

20歳 1.5万円 720万円 約764万円 約106.1% 77.88万円 778.8万円 約108.1%

30歳 1.5万円 540万円 約563万円 約104.3% 57.41万円 574.1万円 約106.3%

40歳 1.5万円 360万円 約370万円 約102.9% 37.79万円 377.9万円 約104.9%

【女性】

契約 年金受取率

年齢 （＊３）

20歳 1.5万円 720万円 約764万円 約106.1% 77.88万円 778.8万円 約108.1%

30歳 1.5万円 540万円 約563万円 約104.3% 57.42万円 574.2万円 約106.3%

40歳 1.5万円 360万円 約370万円 約103.0% 37.80万円 378.0万円 約105.0%

（＊２）一括受取率＝年金原資÷払込保険料総額

（＊３）年金受取率＝年金受取総額÷払込保険料総額

年金受取総額

月払保険料 払込保険料総額 年金原資 基本年金額 年金受取総額

一括受取率

一括受取率

月払保険料 払込保険料総額 年金原資 基本年金額

◆生命保険会社個人年金との比較 役員手持ち資料
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例）月払3万円で25歳から60歳まで加入し、10年確定年金で受け取る場合
①保険会社Mの場合（据置5年必要）
払込保険料累計額1,260万円 基本年金年額134.87万円÷120ヶ月＝112,350円／月（受取率約107.0%）
②電力総連年金の場合（月払3万円＝15口）
払込掛金1,260万円 60歳受取開始10年確定年金133,200円／月（予定利率年1.25%に基づき計算）

【電力総連事務局作成】

＜保険会社M＞ （2018年6月現在）

【男性】

年金開始年齢 保険料払込期間 据置期間 払込保険料累計額 基本年金年額 受取率

35年 5年 1,260万円 134.87万円 107.00%

40年 なし 1,440万円 153.22万円 106.40%

【女性】

年金開始年齢 保険料払込期間 据置期間 払込保険料累計額 基本年金年額 受取率

35年 5年 1,260万円 134.81万円 106.90%

40年 なし 1,440万円 153.05万円 106.20%

65歳

65歳

10年確定年金

10年確定年金

◆生命保険会社個人年金との比較 役員手持ち資料
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３－１２－５・電力総連共済

電力総連共済とは 電力総連共済対応イメージ図

電力総連共済給付内容

電力総連共済担当者の役割分担をする 各種書類記載方法

　電力総連共済

電力総連組合員21万人の多くの仲間とともに、その大きなスケールメ

リットを生かし、電力総連に加盟する組合員の相互扶助による共済給付

を行う共済活動です。会費は組合員費の中から一人あたり月額40円支出

しています。

電力総連共済担当者を選出

共済事業事務担当者電力総連共済担当者

連携 連携

支部担当常任執行委員

共済該当組合員
共済事業事務担当者電力総連共済担当者

連携

該当者がいないか日々確認

・生命、傷病退職該当者

・住宅災害該当者

※自然災害時には特にチェック

情報共有

支部担当常任執行委員

事由発生から2カ月超過

申 請

申 請電力総連本 部
入 金

申請口座へ入金

各種申請書類の記載例や添付書類等まとめて

あるので、申請があった際はマニュアルを確

認し記載漏れや記載誤り、添付書類の不備が

無いか確認する。

共済給付金振込口座 共済給付申請書（表） 共済給付申請書（裏）

共済給付申請書（表） 共済給付申請書（裏）共済給付金振込口座

申請書遅延理由書

分会役員

分会役員
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３－１2－６・福祉共済事業契約施設

福祉共済事業契約施設とは 応募方法イメージ図

本部常任執行委員会の承認を経て、本部執行委員会にて決定した契約施設を、

本部常任執行委員会にて定めた利用料金にて利用出来る。なお、利用料金は毎

年度見直しを行っている。

東北楽天ゴールデンイーグルス

観戦チケット

BOXシート・・・1万円（一人1回 1BOXシート）※BOXシート6人まで可。

内野席 ・・・千円（一人1回2席～4席）

・複数試合申込可能。組合員とその家族以外は利用できない。

・希望者多数の場合は抽選を行い、当落の結果は支部担当常任執行委員が当

選者のみ本人に連絡する。

・チケットのキャンセル、席数の変更は出来ない。

・雨天により試合延期となった場合、優先的に延期試合を斡旋し、延期試合

が不都合の場合は、払い戻しとする。

・チケットについては、ユニオン本部口座へ当選者が振込を行い、振込を支

部担当常任執行委員へ報告、振込を確認が出来たら組合役員から当選者へ

基本手渡しする。

ベガルタ仙台

観戦チケット

SS指定席・・・千円（一人1回2席～4席）

・複数試合申込可能。組合員とその家族以外は利用できない。

・希望者多数の場合は抽選を行い、当落の結果は支部担当常任執行委員が当

選者のみ本人に連絡する。

・チケットのキャンセル、席数の変更は出来ない。

・チケットについては、ユニオン本部口座へ当選者が振込を行い、振込を支

部担当常任執行委員へ報告、振込を確認が出来たら組合役員から当選者へ

基本手渡しする。

読売ジャイアンツ

観戦チケット

スカイシート・・・千円（一人1回2席～4席）

・複数試合申込可能。組合員とその家族以外は利用できない。

・希望者多数の場合は抽選を行い、当落の結果は支部担当常任執行委員が当

選者のみ本人に連絡する。

・チケットのキャンセル、席数の変更は出来ない。

・チケットについては、ユニオン本部口座へ当選者が振込を行い、振込を支

部担当常任執行委員へ報告、振込を確認が出来たら組合役員から当選者へ

基本手渡しする。

東京ディズニーリゾート

コーポレート・プログラム利用券

入園料・・・ 3千円引き（年間一人1枚まで）

・利用期間 4月1日～3月31日

・利用対象者は組合員。

・支部担当常任執行委員より当選者へ随時報告を行う。

・チケットについては、組合役員から当選者へ基本手渡しする。

スパリゾート ハワイアンズ

年間施設利用券

利用料金・・・一人1回500円（年間一人10枚まで）

・利用権の抽選 4月～9月（300枚）10月～3月（200枚）

・利用対象者は組合員とその家族。

・支部担当常任執行委員より当選者へ随時報告を行う。

※チケットが無くなり次第終了。

・チケットについては、ユニオン本部口座へ当選者が振込を行い、振込を支

部担当常任執行委員へ報告、振込を確認が出来たら組合役員から当選者へ

基本手渡しする。

リナワールド

入園料割引

入園料・・・ 500引き円（年間一人6枚まで）

・利用期間 4月1日～3月31日

・利用対象者は組合員とその家族。

・支部担当常任執行委員より当選者へ随時報告を行う。

・チケットについては、組合役員から当選者へ基本手渡しをする。

※チケットに利用施設名、支部担当常任執行委員印が押印されている事を確認。

契約施設利用

希望組合員

HPにアクセス

ユアテックユニオンHP

HPにて応募

IDおよびパスワード入力

施設を選択

ユアテックユニオンHP

ユアテックユニオンHPユアテックユニオンHP

受付フォームへ

ユアテックユニオンHP

申込各種入力

ユアテックユニオンHP

抽 選 本 部

支部担当常任執行委員

当選報告

応募当選者

本部口座

チケット代金振込

チケット代金振込報告

チケット代金入金確認

組合役員よりチケット配布

組合員ろうきん口座から、本部ろうきん

口座への振込は、手数料が発生しません。
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社会福祉推進事業
社会福祉貢献事業

３－１２－７・その他福祉共済事業

慶弔給付の取扱いについて 組合員とその家族（子）全国大会等出場慶弔金申請イメージ図 社会福祉推進事業申請イメージ図

訃報慶弔給付対応参考イメージ図

・電力総連や連合の行う社会福祉活動ならびに国民運動の資金協力、お

よび参加に関する援助。

・上部団体や友誼団体が展開する支援、救済カンパの援助。

※但し、恒常的カンパ支援は行わない。

・電力雄連や連合が行う国際支援、支援活動の資金協力、および参加に

関する援助。

・国際協力事業団や公正な国際ボランティア機関への資金協力、および

参加に関する援助。

・本部・分会（支部）の企画する、地域福祉、ボランティア活動の支援。

・組合員の地域活動への参加、地域社会との交流を推進することを目的とした文化活動（講習会・演劇・コンサート

等）への支援。

・組合員が営利を目的とせず、社会、地域への協力ならびに貢献が認められた場合の報奨。（１年度につき１人１回

を限度に１万円を贈与）

・福祉、ボランティア活動の教育、研修、広報活動。

慶弔給付の取扱い

・組合員本人ならびにその家族（実父母・配偶者・子）の葬儀における献花、

弔電の提供

・組合員本人の葬儀における香典1万円の提供。

・組合員本人ならびにその家族（子）が全国大会等に出場する場合1万円の提供。

※慶弔金給付の支出は、本部執行委員長が決める。

組合員の家族

（実父母・配偶者・子）の場合

献花の対応 弔電の対応

香

典

香典の対応

分会

献花の提供 弔電の提供

香

典

香典の提供

本部

献花の対応 弔電の対応

・組合員本人

・組合員の家族の場合

分会交付金対応を検討

分会の活動として対応

組合員とその家族（子） 全国大会等に出場

情報共有

申 請

慶弔金預かり

申請書類 地区大会トーナメント表等の大会出場を証明出来る資料

慶弔金贈呈と贈呈時の写真撮影

※写真を撮れない場合は贈呈出来ない。

支部担当常任執行委員

受領書

写真報告

申請・報告本部

躍進21

写真の掲載

分会

ボランティア活動

支援要請

企画書

支部担当常任執行委員

本部 審 査

要塞内容

支援

組合員

申 請 分会 申 請

支部担当常任執行委員

本部

申請内容を支援

審 査

分会申請の場合

組合員申請の場合

分会役員

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１２・共済事業

★３－１２－１・東北電力生協

★３－１２－１－１・東北電力対応イメージ図

★３－１２－２・労働金庫

★３－１２－３・こくみん共済coop

★３－１２－３－１・こくみん共済coop

★３－１２－４・電力総連年金

★３－１２－４－１・電力総連年金

★３－１２－５・電力総連共済

★３－１２－６・福祉共済事業契約施設

★３－３・分会執行委員会

組合員本人の場合

★３－３・分会執行委員会

../Ⅲ・分会活動/3-3分会執行委員会.xlsx
../Ⅲ・分会活動/3-3分会執行委員会.xlsx


３－１3・青年活動

青年部とは

青年部設置目的

青年部活動目標

青年部イメージ図 青年部体制イメージ図

労働組合活動発展のために、青年の行動力（実践力）は欠かすことが出来な

い。青年が自主的に組合活動へ参加し、情熱を燃やす時、はじめて労働組合が

前進する事が出来る。

今日、労働運動は組織率の低下に歯止めをかけ魅力的で活力ある組合づくり

が強く求められている。

この様な状況の中で青年の自由な発想、みなぎる行動力を十分発揮していく

ためには労働組合自体の体質を強化、整備し青年の多様化している欲求にこた

え、これを着実に運動へ発展させていく事が必要になってきている。

ユアテックユニオンは、民主的労働運動を基本理念とし、その実践者として

活動を強力に推進して着実に成果を積み重ねながら発展し、今日に至っている

が、今後更に組織を強化発展させユニオンビジョン「インプレッシブONE」を達

成させていく立場から青年にかける期待は極めて大きい。

従って青年が次代を担うたくましい力として連帯を強め、情熱と正義感と豊

かな創造力を持って組合員の先頭に立ち、民主的労働運動を実践する中から青

年自身の社会的地位を高め、青年の生きるよりどころを創り出して人間として

の成長を目指す場が青年部である。

（１）資質を高め次代を担うための活動

青年は、はかりしれない可能性を持ち、未完成の器として絶えず向上

と完成を目指して肉体的にはたん練、精神的には知能と情操をみがき、

はぐくむ欲求を持っている。

（２）明るい職場づくりへの推進活動

「経済大国日本」といわれている今日、ものの豊かさのかげに心の豊

かさがかくれ自己中心型社会への傾向が強くなってきている。その反省

から、今日「ゆとり豊かさ社会的公正」が強く求められている。従って

連帯を深め、人間性を高めるための活動が職場の中で必要となっている。

この意味で職場におけるよりよき人間関係の確立と組織の活性化をはか

るためにレク・文化活動を積極的に行い明るい職場づくりを目指してい

くものである。

（３）地域および友好組織との連携活動

今日、労働組合の役割は一層大きくなってきているが、特に地域社会

に果たす役割と責任は高まってきている。従って社会の一員としての視

野を広げ社会福祉活動を積極的に展開し、地域社会との結びつきを一層

強めていかなければならない。さらに電力総連、地方（地区、地域）連

合等が行う青年委員会活動に積極的に参加することはもちろん、これら

青年組合員との交流を通じて連帯を深めていくものである。

（４）余暇有効活用への推進活動

労働時間短縮に伴い、個々人がそれぞれの生きがいを求めうる時間す

なわち余暇時間が増大している。この余暇時間こそ今日ややもすれば失

われつつある人間性を回復する唯一の時間であり、その活用の仕方が大

きな課題となっているが、それは特に青年にとって重要な課題と言える。

この点から、余暇をただ享楽的なものに浪費することなく、人間として

の誇りと生き甲斐を見出す時間に活用すべきであり、青年部はこの余暇

時間の有効活用を自ら推進するにとどまらず、これに関する組織全体の

指導的役割を果たす活動をしていくものである。

ユニオンビジョン「インプレッシブONE」

次代を担うリーダーの育成 青年の社会的地位の向上

青年の生きるよりどころ 人間としての成長

資質を高め次代を担う為の活動 明るい職場づくりへの推進活動

地域および友好組織との連携活動 余暇有効活用への推進活動

青年部

自由な発想、みなぎる行動力

30歳未満の組合員

分 会

分会青年部

分会青年部総会時点で30歳未満の組合員で構成

分会青年総会

分会青年部最高決議の場

選 出

分会青年役員

・青年部長 1名

・事務局長 1名

分会青年幹事会

分会青年幹事会構成

・青年部長

・青年事務局長

・分会執行部

その他特に青年に必要な活動

分会青年部

支部青年委員会

支部青年委員会役員

・会 長 1名

・副会長 1名

・事務局長 1名

分会青年部長

本部青年委員（支部青年会長）

支部青年委員会総会

分会青年総会終了後、

速やかに開催

支部青年委員会三役会

・会 長 1名

・副会長 1名

・事務局長 1名

※支部青年会長と分会青年部長は兼任しない様にする。

本部青年部

支部青年委員会会長 支部青年委員会役員

・会 長 1名

・副会長 1名

・事務局長 1名

・委 員 若干名

本部青年委員会総会

本部大会終了後、

速やかに開催

選 出

支部青年委員会

選 出

・会 長 1名

・副会長 1名

・事務局長 1名

・委 員 若干名

連 携

支部担当常任執行委員支部役員

本部青年委員会三役会

・会 長 1名

・副会長 1名

・事務局長 1名

支部青年委員会

・会 長 1名

・副会長 1名

・事務局長 1名

・委 員 若干名

本部組織局

連 携

分会役員

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１３－１・青年活動



活動展開イメージ図 参考活動内容

３－１3－１・青年活動

分会青年活動

分 会

協力要請

※活動の目的を策定

・資質を高める

・明るい職場づくり

・地域および友好組織との連帯

・余暇有効活用へ推進活動

・青年に必要な活動

職場状況

地域、友好組織

との繋がり

分会青年幹事会

助言、指導

企 画

分会青年活動

連 携

・次代を担うリーダー育成

・青年の社会的地位の向上

・青年のいきるよりどころ

・人間としての成長

組織、職場を担うリーダーへ成長

支 部

支部青年活動

協力要請

支部青年委員会三役会

支部青年委員会

連 携

企 画

企 画

支部青年活動の企画

分 会案 内

・参加者の人選

・実行委員、参加者の勤務

配慮

活動の展開

支部青年活動

・次代を担うリーダー育成

・青年の社会的地位の向上

・青年のいきるよりどころ

・人間としての成長

組織、職場を担うリーダーへ成長

本部青年活動

本 部

本部青年委員会三役会

支部青年委員会

協力要請

連 携

企 画

企 画

本部青年活動の企画

案 内 分 会

・参加者の人選

・実行委員、参加者の勤務

配慮

活動の展開

本部青年活動

・次代を担うリーダー育成

・青年の社会的地位の向上

・青年のいきるよりどころ

・人間としての成長

組織、職場を担うリーダーへ成長

〇レクレーション活動

・スポーツ大会 ・キャンプ ・BBQ ・雪山の集い

・新入社員歓迎会 ・クリスマス会 ・家族懇親行事

・その他

〇研修会

・視察研修 ・政治研修 ・共済関係研修 ・その他

〇対外活動

・地区連合青年活動 ・地区連絡会 ・その他

〇レクレーション活動

・スポーツ大会 ・キャンプ ・BBQ ・雪山の集い

・その他

〇研修会

・視察研修 ・政治研修 ・共済関係研修 ・その他

〇対外活動

・連合 ・県電力総連活動 など

〇ユニオンこだま

5年に1回開催

※実行委員、カウンセラー、参加者の人選が必要

〇視察研修

〇東北電力総連こだま

県持ち回りで毎年開催

※主催県は実行委員の人選、要請があった分会で参加者人選

〇全電工ヤングパッション

毎年開催

〇その他

分会役員

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１３・青年活動

★３－３・分会執行委員会

★３－４・分会集会

★３－１４・対外活動

★３－１４・対外活動

★３－１４・対外活動



対外活動組織イメージ図

３－１４・対外活動

令和３年現在

約２６００人

全国電力関連産業労働組合総連合

約４万人約７００万人 約２２万人

連 合

地 区

連 合

電 力

総 連

県総連
YU

支部

東 北

総 連 YU

本部

電 工

部 会

全電工

労 連

YU

分会
電 労

支 部

地 方

連 合

産業別

組織

関 連

団 体

地 区

連絡会

すべての人が安心して働き

くらす社会に向けて活動

電力関連産業で働く仲間が、

「ゆとり、豊かさ」を実感出来

る生活の実現をめざし活動

電気設備工事の労働組合を中心

に構成し、共通課題の取組みを

推進

全電工労連

国際社会

日本社会

地 域

社 会

組合員

労 働

くらす

健康

学ぶ

改善したい

組合員の想い

労働者

労働組合連合体社会

社会的課題

職場の課題

地 区

連絡会

国 際

組 織

加 盟

働きかけ

働きかけ

働きかけ

連 携

連

携

連 携

連

携

連 携連 携
連 携

連 携

連 携

連 携

連

携

連 携

連

携

連

携

働きかけ

連

携

連

携

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１４－１・対外活動



参考対外活動内容対外活動展開イメージ図

３－１４－１・対外活動

分会青年部より人選

参加要請

参加要請

参加要請

参加要請

参加要請 県総連

YU

支 部

YU

分 会

地 方

連 合

連合活動

連 合

開催案内

出席者確認

連 合

開催案内

出席者確認

県総連

開催案内

出席者確認

連 合

開催案内

出席者確認

県総連

開催案内

出席者確認

活動の目的を理解

参加者の策定
参加者依頼・出席者報告

・分会役員のスキルアップ

・社会情勢の情報収集

・人間関係の拡大

・次世代育成

・組合活動への理解促進

・余暇有効活用

・その他

分会組合員

県総連

YU

支 部

東 北

総 連

YU

本 部

電力総連活動

地 区

連 合

電 労

支 部

地 区

連絡会

出席者報告・参加要請

出席者報告 参加要請

県総連

開催案内

出席者確認

東北総連

開催案内

出席者確認

YU

分 会

支部担当常任執行委員

参加者依頼・出席者報告

県総連

開催案内

出席者確認

活動の目的を理解

参加者依頼。出席者報告

・分会役員のスキルアップ

・社会情勢の情報収集

・人間関係の拡大

・次世代育成

・組合活動への理解促進

・余暇有効活用

・その他

参加者の策定

業務配慮依頼

出席組合員の上長

東北総連

開催案内

出席者確認

勤務配慮

申 請

出席組合員の所属支社

業務配慮依頼

出席組合員の上長

YU

本 部

電 工

部 会
連 携 連 携 YU

支 部

支部担当常任執行委員

派 遣

単 組

周 知

YU

分 会

分会委員長連絡会議

・開催日時

・開催場所

・スケジュール

・意見交換内容

・その他

連

携

意見交換参考項目

・組合活動参考事例

・安全、衛生活動

・組織課題

・次世代育成

・業務内容

・その他

全電工

労 連
連 携

支部担当常任執行委員

地 区

連絡会

連

携

参加要請

地区連絡会

開催案内

出席者確認

連

携

参加者依頼・出席者報告 分会役員が出席

参加者依頼。出席者報告

ヤングパッション

分会青年役員

組合役員候補

連 合

電力総連

電工部会

全電工労連

全電工労連地区連絡会

〇東北地区連絡会

・本社支部・宮城支部

〇関東地区連絡会

・東京支部

〇関西地区連絡会

連合関係

・定期大会

・幹事会

・メーデー

・ボランティア

・決起集会

・シンポジウム

・フォーラム

・研修会

・食事会

・その他

電力総連関係

・定期大会

・幹事会

・青年、女性委員会

・東北電力総連こだま

・レクレーション

・ボランティア

・研修会

・食事会

・その他

電工部会関係

・電工部会交換オルグ

・その他

全電工労連関係

・ヤングパッション

（青年部対象）

・東北地区連絡会

・関東地区連絡会

・関西地区連絡会

・その他

分会組合役員

分会青年役員

分会組合員

分会組合役員

分会青年役員

分会役員

YU

本 部

YU

支 部

YU

分 会

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１４・対外活動

★３－３・分会執行委員会
★３－１７・その他会議関係



３－１５・政治活動

政治活動とは

ユアテックユニオン政治連盟

労働組合と政党

電力総連組織内議員

選挙の仕組み

私たちが将来にわたり安心して暮らせる社会の実現を目指すには、私たち自らが政治に関心を持ち、働く者として政治に積極

的に関わる政治活動が必要不可欠です。そのためにも私たちの声も行政に伝えてくれる「東北電力総連推薦候補者」の必勝に向

け、電力関連産業の健全な発展と「ゆとり・豊かさ・公正な社会」の実現をめざし全力で取り組んで行かなければなりません。

政 治 電力関連産業

・電力システム改革

・働き方改革

・環境問題

・税金

・社会保障問題

・その他

組合員

約２２万人

暮らしに直結

・電力関連産業の発展

・生活の改善

・幸福の拡大

・その他

職場の声

・電力関連産業で

働く者の代弁者

支 援

推薦者の選出

・国政

・地方政治

職場の声

政治活動

組織内推薦候補
組織内推薦議員

Y U

政治連盟

ユアテックユニオンの決定により設置され、ユアテックユニオンの進路、規約、大会決定に基づく政策・制度実現のための政

治活動を通じて「ゆとり・豊かさ・公正な社会」の実現をはかることを目的とする。

（１）政策・制度実現のための活動

（２）政治意識の高揚に関する活動

（３）公職選挙に関する支援活動

（４）電力関連産業の安定と発展に関する活動

（５）その他目的達成に必要な事業

職場組合員

政治連盟会員 役 員

・総会

（最高決議機関）

・幹事会

・会 長 １名

・副会長 若干名

・事務局長 １名

・幹 事 若干名

・会計監査 ２名

Y U

本 部

ユアテックユニオンの進路、規約、

大会決定に基づく政策・制度実現

職場の声

活動を議論

政治活動

「ゆとり・豊かさ・公正な社会」の実現

労 働

組 合
政 党

政治の諸課題の解決を求め、働

く者の生活を高める

自分たちの政治理念や政策を実現

するために政権を獲得する

政党の活動とは異なる

考え方や方針 支持・協力関係

浜野 よしふみ 小林 正夫

組織内国会議員

電力総連としてのビジョン共有

考え方や方針

支持・協力関係

電力総連

浜野 よしふみ 小林 正夫

組織内国会議員

東北電力総連

衆議院議員総選挙

任 期：４年（解散になると任期途中でも選挙を実施）

定 数：４６５人（小選挙区２８９人、比例代表１７６人）

選挙運動期間：公示から投票日の前日までの１２日間

〇小選挙区選挙

選挙区：全国を２８９の小選挙区に分けて実施

定 数：各選挙区の定数は１

投 票：候補者１人の氏名を記入

〇比例代表選挙

選挙区：全国を１１の選挙区（ブロック）に分けて実施

定 数：ブロックごとの人口に比例して定数を配分

投 票：政党名を１つ記入

参議院議員通常選挙

任 期：６年（３年に一度、定数の半数を改選）

定 数：２４８人（選挙区１４８人、比例代表１００人）

※１回の選挙あたりの改選数：１２４人（選挙区：７４人、比例代表：５０人）

選挙運動期間：公示から投票日の前日までの１７日間

〇選挙区選挙

選挙区：基本的に各都道府県を一選挙区として実施

定 数：各選挙区で１～６の定数

投 票：候補者１人の氏名を記入

〇比例代表選挙

選挙区：全国を単位として実施

定 数：候補者名と政党名の投票を合算し、その割合に応じて各政党に５０を配分

投 票：候補者名または政党名（政治団体名）を１つ記入

※電力総連組織内議員候補の氏名を記入する事が重要！！

浜野 よしふみ 小林 正夫

組織内国会議員は参議院議員です。

地方（自治体）選挙

任 期：４年（例外的にリコールなどで解散になると任期途中でも選挙を実施）

定 数：首長は各１

議会の議員は各自治体の規模などによって異なる

選挙運動期間：告示から投票日の前日までの期間は以下のとおり

〇都道府県 知事選挙：１７日間 議員選挙：９日間

〇政令指定都市 市長選挙：１４日間 議員選挙：９日間

〇政令指定都市以外 市長選挙：７日間 議員選挙：７日間

〇特別区 区長選挙：７日間 議員選挙：７日間

〇町 村 町村長選挙：５日間 議員選挙：５日間

国 政

地方政治

東北電力総連組織内議員

※令和３年３月末現在

※令和３年３月末現在

※令和３年３月末現在

※令和３年３月末現在

★３－１５－１・政治活動

★３－１５－２・政治活動

★資料３－１５－３

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－１５－４（１）

★資料３－１５－４（２）

★資料３－１５－４（３）

★資料３－１５－４（４）

★資料３－１５－４（５）

★資料３－１５－４（６）

★資料３－１５－４（７）

★資料３－１５－５（１）

★資料３－１５－５（２）

★資料３－１５－３

★資料３－１５－３
★３－８・大会代議員

★２・組合役員選出



投票の仕組み 公職選挙法の内容 選挙運動【公（告）示後】でできること・できないこと

３－１５－１・政治活動

投票の対象者

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名

簿「選挙人名簿」に登録されていないといけない。

〇選挙人名簿の登録

その市区町村に住所を持つ満１８歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日（他の市

区町村からの転入者は転入届を出した日）から引き続き３カ月以上、その市区町村の住民基本

台帳に記録されている人。

※転入して３カ月未満の方は、どこで投票するか住んでいる市区町村へ確認。

選挙期日の投票所における投票

・投票場所 住んでいる地域で決まられた投票所

・投票時間 原則午前７時から午後８時

期日前投票制度

・対象となる投票

選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票

・投票対象者

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当するこ

とが見込まれる者です。投票の際には、「投票用紙等請求書兼宣誓書」に列挙されている

事由の中から自分が該当するものを選択する。

（事由）１ 学校の授業や仕事などの予定がある方

２ レジャーや旅行などを計画している方

３ 病気や怪我、出産などで歩行が困難な方

４ 転出などにより他の市区町村に居住している方

５ 天災や悪天候により投票所に行くことが困難な方

・投票期間 公（告）示日の翌日から選挙期日の前日までの間

・投票場所 市区町村に１カ所以上設けられている「期日前投票所」

・投票時間 午前８時３０分から午後８時まで

その他の各種制度

・不在者投票制度

投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方や、病院に入院している等で投票日に投票に行

くことができない方が、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホー

ム等で、選挙期日前に投票を行うことができる制度。

・在外選挙制度

仕事や留学などで海外へ住んでいる方が、国政選挙に投票できる制度。

・代理投票

心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない

場合、その選挙人本人の意思に基づき、補助者が変わって投票用紙に記載する制度。

・点字投票制度

目の不自由な方に、点字での投票を希望される場合は、点字用投票用紙が交付される制度

公職選挙法
国会議員（衆議院議員、参議院議員）・首長・地方議員の選挙実施に関

する基本的ルールを定めた法律。公職選挙法では、「政治活動」と「選

挙運動」とを区別しています。

「政治活動」・・・政党その他の政治団体等がその政策の普及宣伝、党勢拡大、政治啓発等を行うこと

「選挙運動」・・・特定の選挙につき特定の候補者を当選させるために他者に働きかける行為

選挙運動の３要素

〇特定の選挙で〈選挙の時期と種類の特定〉

〇特定の候補者の当選をはかるために〈氏名の特定〉

〇直接または間接的に有権者に働きかける行為

選挙運動期間

立

候

補

届

出

投

票

日

前

日

公

（

告

）

示

日

投

票

日

準備行為

政治活動

社交行為

準備行為

政治活動

社交行為

連呼や街頭宣伝活動は朝８時から夜８時まで、選挙運動は、

最終日の２４時まで可能

※午後８時から午前８時までは選挙カーによる街宣や街頭演説はでき

ませんが、路上での通行人に挨拶する程度であれば可能です。たすき

の着用も時間的制限がないので可能ですが、演説や連呼はできません。

公職選挙法７つの禁止事項

１．事前運動の禁止

事前運動とは、立候補届出前に「特定の選挙で」「特定の候補者の当選をはかるため」に、「直接または間接的に有

権者に働きかける行為」のこと。（選挙運動の３要素）

２．戸別訪問の禁止

次の三要素がすべて当てはまる行為

①選挙人の家（店・会社）を、②訪問して、③投票を依頼すること。

※後援会への入会、支持者の拡大活動等は「個々面談」に該当する為、戸別訪問にはならない。

３．買収・供応の禁止

お金や物で投票を依頼すること。特に運動員が報酬をもらうことは禁止されているので、選挙運動期間中は会社を休

み、ボランティアとして選挙運動を手伝う必要があります（有給休暇でも可）。

４．文書図画の規制

選挙運動期間中に認められる文書図画には制限があるので注意が必要。原則として期間中に認められた文書・図画は

「政党等のパンフレット等」「選挙運動ビラ」「選挙運動ポスター」「選挙運動用はがき」だけで、選挙の種類に

よって文書・図画の種類・枚数などの制約条件に違いがある。

５．飲食物提供の禁止

選挙事務所が提供できる食事数は一日４５食以内で、その他は、湯茶やお茶うけ程度の菓子だけである。支援者が陣

中見舞いとして飲食物を持っていくことも厳禁です。

６．１８歳未満の選挙運動の禁止

１８歳未満の人は一切の選挙運動が禁止されています。

７．気勢を張る行為の禁止

選挙運動のために、選挙人の注目を集めようと自動車を連ねたり、隊列を組んで大声を上げながら往来したり、サイ

レンを吹き鳴らしたりするなど、選挙人に対してその威勢を見せる、気勢を張る行為は禁止されています。

「公示」「告示」どちらも「公の機関などが広く一般に知らせること」を意味する。

公示・・・天皇の国事行為（衆議院議員総選挙、参議院通常選挙）

告示・・・公職選挙法により選挙管理委員会が行う

（地方自治体の首長選挙や議員選挙、国政も含む補欠選挙）

１．街頭演説

街頭、公園空き地などで、多数の人に向かって選挙運動のために行う演説を「街頭演説」といい、街頭演説を行う時は、選挙管理委員会から交付された標旗を掲げ、その

場にとどまって行わなければなりません。ただし、次のようなルールが定められています。

〇街頭演説が出来るのは、午前８時から午後８時まで

※それ以外の時刻に、たすきを着けて通行人に挨拶することは可（ただし、演説、連呼、拡声機使用は不可）

〇選挙運動員は、演説を行う場所ごとに１５人以内、腕章を着ければOK

〇連呼はOK

×学校、病院、診療所、その他の療養施設の周辺では静穏の保持が必要

×国や市町村等の所有・管理する建物や電車、駅の構内、病院、診療所その他の療養施設などの特定施設での演説や連呼行為は禁止

×街頭演説の場所では、ポスター、看板などを掲示することは禁止

※選挙運動用自動車に取り付けてあるポスター、看板などは可

２．幕間演説

会社や工場の休憩時間、映画や演劇の幕間などに、候補者や第三者などが、たまたまそこに集まっている人に向かって行う選挙運動のための演説を「幕間演説」と言いま

す。幕間演説は、あらかじめ聴衆を集めて行う「演説会」ではないため、自由に行うことができます。また、労働組合主催の討論集会の合間に労働組合が推薦している候補

者を呼んで、政治報告や挨拶をしてもらうことも可能です。

【公（告）示前の注意点】

×候補予定者が、労働組合の集会で投票を呼び掛けることは「事前運動」のため禁止

〇候補予定者が、政治情勢を報告したり、政治上の所信を説明したりすることはOK

【公（告）示後の注意点】

〇公（告）示後は、幕間演説や候補者主催の個人演説会はOK（選挙運動として投票依頼が中心）

△労働組合主催の集会は自由に開催できるが、選挙のための演説会は公職選挙法の制限に該当するので注意が必要

３．連呼

〇街頭演説、選挙運動に使用される自動車での連呼はOK（ただし、午前８時から午後８時まで）

×候補者と街頭演説用・乗車用の腕章を着けた人は連呼できるが、それ以外の人は禁止

×学校、病院、診療所、その他の療養施設の周辺では静穏の保持が必要

×国や市町村等の所有・管理する建物や電車、駅の構内、病院、診療所その他の療養施設などの特定施設での演説や連呼行為は禁止

〇個人演説会や幕間演説での連呼はOK（ただし、開始前、終了後は禁止。会場の外に向かっての連呼も禁止）

×上記以外の選挙運動のための連呼は禁止

４．選挙運動用の自動車・拡声機の使用

〇選挙運動用の自動車に取り付けるポスター看板は条件を満たせば掲示OK

×乗車用腕章（交付４枚）を着けていない人が選挙運動用の自動車に乗るのは禁止

※候補者、運転手は着ける必要はありません。

※選挙運動用の自動車に乗車できる人数は、候補者、運転手１人、乗車用腕章を着けた運動員（４人以内）の合計最大６人です。

〇選挙運動用として使用する拡声機には、選挙管理委員会から交付される表示板をマイクの下部など一定の場所に取り付けなければなりません。

５．ビラの配布

〇政党の政策ビラなど、ポスティングが認められているビラを、敷地内（集合住宅も含む）の郵便受けに入れるのはOK（新聞や郵便物と同じ扱いです）

〇オートロックの集合住宅で、ロックの外の郵便受けに投函するのはOK

※ただし、退去を求められるなどの注意を受けた場合はしたがってください。

×オートロックの中まで入って投函するのは違法

６．回覧行為

以下の回覧行為は禁止されています。

×選挙運動用ポスターを自分の自動車に掲示して不特定の人に見せてまわる。

×室内用と称して、候補者のポスターを人のよく集まる会場などに貼る。

×候補者の名前や政見を大書した看板を街頭に立てる。

×選挙運動用のハガキ、ビラ、ポスターなど回覧版にして回覧する。

×選挙運動用のハガキ、ビラ、ポスターなどの特定の場所に備え付けて多数人の目に付くようにする。

×選挙運動用のホームページや候補者からのメールをプリントアウトして頒布や回覧をする。

７．電話による選挙運動

〇ボランティアが電話を使って選挙運動することは自由

×ファックスを使った選挙運動は文書図画の使用規制を受けるため禁止

×アルバイトに日当を支払って電話をかけてもらうことは買収になり禁止

×労働者や選挙事務員の有権者への働きかけは禁止

８．飲食物の提供

×選挙運動での飲食物提供は原則として禁止（飲食物とは、料理、菓子、酒、缶コーヒーなど何ら加工もしないでそのまま飲食できるものを言うとされている）

〇湯茶の提供はOK

〇せんべいやまんじゅうなど、「お茶うけ」程度の提供はOK

×陣中見舞い等、選挙運動期間中の選挙人からの飲食物提供も原則として禁止

※ただし、ペットボトルのウーロン茶は湯茶に該当するのでOK。なお、選挙期日後に、選挙人が「当選祝い」として酒を贈るのは可（政治活動の寄附）

３カ月以上在住 １８歳以上

投票所

選挙期日投票

期日前投票

その他投票制度

組織内推薦候補

★３－１５・政治活動

★３－１５－２・政治活動

★資料３－１５－３

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－１５－４（１）

★資料３－１５－４（２）

★資料３－１５－４（３）

★資料３－１５－４（４）

★資料３－１５－４（５）

★資料３－１５－４（６）

★資料３－１５－４（７）

★資料３－１５－５（１）

★資料３－１５－５（２）



「投票に行こう！」運動

SNS（ツイッター、フェイスブック、ＬＩＮＥ）を利用した活動

電話活動

電子メールを利用した活動

３－１５－２・政治活動

電力総連組織内議員支援イメージ図 選挙運動用通常はがき活動

労働組合の広報活動

支持者（後援会入会）カードの配布活動

本番ポスター貼付依頼活動

浜野 よしふみ 小林 正夫 政 治

組織内推薦議員

分会組合役員

職場組合員

支部組合役員本部常任執行委員

電力関連産業で働く仲間の声を代弁

組合員とその家族力を合わせ支援活動

連携した政治活動の展開

Y U

本 部

Y U

政治連盟

全国電力総連

東北電力総連

各県電力総連

政治活動を共有

活動方針の連携

候補者の選出

ゆとり・豊かさ・公正な社会

・広報活動

・支持者（後援会入会）活動

・選挙運動活動

・その他

公（告）示前

１．活動の趣旨

ビラや機関紙を用いて、労働組合が推薦決定した人の政策の徹底と知名度を高める。

２．法的根拠

労働組合活動の一環として、合法的な活動として行うため、安心して行うことがで

きる。ビラについては「選挙運動の３要素」を言わないように注意する（言うと事

前運動になる）。ビラ、機関紙とも特定の人に対する投票の依頼になるような表現

は行わない。

３．ポイント＆ノウハウ

労働組合の機関紙を通常と同じ方法で配布する場合には、選挙について報道・評論

することができる。

４．注意事項

紙面上の注意は、記事の内容が事前運動にならないようにすること。あくまでも通

常の方法で発行・配布すること。

１．活動の趣旨

労働組合の機関紙での報道・評論活動として行い、政策の浸透をはかる。

２．法的根拠

公職選挙法で認められた新聞の報道・評論活動として行うので、組合員に対し

て通常の配布方法で行う。合法的な活動のため、、安心して行うことができる。

３．ポイント＆ノウハウ

選挙期間中に選挙について報道・評論できるのは①１年以上前から発行し、②

第三種郵便物の許可があり、③月３回以上（雑誌は月１回以上）定期発行して

いる機関紙または雑誌であり、それを定期購読者に配布する場合に限る。

４．注意事項

投票の依頼行為を行わない。また、組合員に対する機関紙の配布は、あくまで

も通常の配布方法で行う。

公（告）示前後

公（告）示前

１．活動の趣旨

私たちが推薦決定した「候補（予定者）」の政策の理解浸透をはかり、知名度を上げ、支持者を増やすため

の「後援会活動（政治活動）として行う。

２．法的根拠

政治活動なので堂々とできる。ただし、投票の依頼は事前運動になるので行わない。また、戸別訪問と見

なされる可能性があるため、選挙が近づいたら大規模訪問活動はやらない、あるいは不特定の人を対象に訪

問活動を行わない。

３．ポイント＆ノウハウ

自分の職場の人へ「支持者（後援会入会）カード」を配布する。基本は、親しい人から親しい人へお願いす

る。その地域で生まれ育った人は知り合いが多いが、転勤してきた人等は知り合いが少ない場合もあるので、

しっかり理由を言ってフレンドリーに行う。一人でやらず、みんなで手分けして、組織的に行うのがポイン

ト。なぜ行うのか等、この取り組みの理由をしっかり説明する。「政治活動は、組合員の皆さんの生活を守

る大切な活動であること」を自分の言葉にして伝える。

４．注意事項

政治活動の一環として行うので、「選挙運動の３要素」を十分把握し、選挙違反行為は絶対に行わない。

支持者（後援会入会）カード参考資料

（配 布）

１．活動の趣旨

候補（予定）者の支持者を拡大し、固定化する。

２．法的根拠

公（告）示前は準備行為として行う。準備行為には「立候補の準

備行為」「選挙運動の準備行為」の２つがあるが、この活動は後

者の「選挙運動の準備行為」として行う。そのため、投票依頼は

行わない。後援会の会員や自分の知っている親しい友人のお宅へ

「選挙運動用通常はがきの推薦人」の依頼を行う。

３．ポイント＆ノウハウ

重要視している活動でもあり、基本的・中心的な活動として行う。

この活動の前に行うのが「後援会活動」で、その後、選挙運動用通

常はがきの「回収・点検活動」を行い、公（告）示後に投函する。

４．注意事項

不特定多数の人に対しての依頼行為は戸別訪問とみなされる可能性

があるため、後援会の会員や組合員等の知人に対して行う。あくま

でも推薦人の依頼が目的なので、投票の依頼は行わない。

公（告）示前～公（告）示日前後

選挙運動用通常はがき参考資料

（回 収）

１．活動の趣旨

候補者の支持者を拡大し、指示を固定化する。

２．法的根拠

選挙運動用通常はがきを活用した合法的な選挙運動として行

う。訪問しての活動は「個々面談」として合法的な活動。

３．ポイント＆ノウハウ

重要視している活動で、基本的で中心的な活動として行う。

公（告）示後も可能な合法的な選挙運動であり、後援会の会

員等に対して事前に配布してある選挙運動用通常はがきを回

収する活動である。

４．注意事項

不特定多数の人に対しての依頼行為は戸別訪問と見なされる

可能性があるため、後援会の会員や組合員等の知人に対して

行う。あくまでも推薦人の依頼が目的なので、投票の依頼は

行わない。

公（告）示前～公（告）示後、投票日当日

１．活動の趣旨

公（告）示前：後援会入会カード記入の御礼とともに、支持者が紹介した人へ支援の確認を行う。

公（告）示後：候補者へ投票の依頼を行う。

投 票 日：棄権防止を訴える。

２．法的根拠

公（告）示前：政治活動の一環として行う活動なので事前運動にはならない。選挙運動にならないように「選挙運動の３要素」は言わない。

公（告）示後：ファックスやメールでの投票依頼は法定外文書になるので禁止（メールは候補者・政党のみ可能）。電話や SNSによる選挙運動は合法。

投 票 日：棄権防止活動は、啓発活動として合法。

３．ポイント＆ノウハウ

a．電話した感触を〇×△等で評価する。

b．携帯電話にかける場合は、固定電話よりプライベート性が高いため、思わぬトラブルになりかねません。違法ではありませんが、特に、知らない人への電話は注意が必要です。

知人・友人への電話にとどめるほうが無難です。

４．注意事項

公（告）示前：後援会入会カードの御礼と確認として行うもので、候補（予定者）者への投票依頼は行わない。

投票日当日：棄権防止活動なので、候補者名を言ったり投票依頼をしない。

１．活動の趣旨

ＳＮＳは個人でも手軽に情報発信ができる。組織としての利用も可能。自分たちが主張する政策実現のための作戦を行うにあたり、組織および各自で「アカウント」を作成し、選挙区の有権者に対

して積極的に友達をつくっていく。

２．法的根拠

公（告）示前：投票依頼は事前運動になるのでできないが、政策の提案や参加を呼びかける内容ならＯＫ。

公（告）示後：誰でもできる選挙運動なので、投票の依頼を含めて自由にできる。

３．ポイント＆ノウハウ

公（告）示前：選挙運動につなげるような表現はできない。特に「特定の人への投票依頼」にならないように注意する。

公（告）示後：投票依頼はできるが、あまり露骨な投票依頼はかえって逆効果になる可能性があるので、ポイントになる政策の実現に向けた協力を呼びかけるような内容にする。

４．注意事項

公（告）示前：選挙運動はできないので、政策への理解を求めることを中心にする。

公（告）示後：選挙運動の一環として、自分の友人や知り合いに、個人的に心を込めてお願いすることができる。なお、投票日当日に特定の候補者や政党への投票を呼びかける投稿（シェアやリ

ツイートを含む）はできない。

公（告）示前～公（告）示後、（投票日以外）

１．活動の趣旨

公示前の電子メールを利用した活動は組織でも個人でも可能であり、次のようなものがある。

・労働組合が推薦した理由や候補（予定）者の政策を送る。

・メールで、候補（予定）者の政治文書（例：○○通信）を個人用のアドレスに送信する。

・労働組合が推薦した人の後援会入会を、個人のメールアドレス宛にお願いする。

・後援会活動（演説会やイベント等）の案内を送信する。

・候補（予定）者の名前の知名度を向上させるとともに、労働組合が行う政治活動に対する理解浸透をはかり、さまざ

まな活動への参加をお願いする。

２．法的根拠

公（告）示前は政治活動なので、電子メールを利用した活動が可能だが、投票の依頼を行うと事前運動になるので表現

に注意する。

３．ポイント＆ノウハウ

公（告）示前：「政治活動は、組合員の皆さんの生活を守る大切な活動であること」を自分たちの言葉にして伝える。

また、今回の選挙の意義や重要度を政治活動の範囲内で主張していく。

公（告）示後：候補者・政党等以外の者は、電子メールによる選挙運動はできない。

４．注意事項

公（告）示前は労働組合活動の一環として行うので、「選挙運動の３要素」を十分把握した上で、選挙違反行為は絶対

に行わない。

公（告）示前、投票日当日

公（告）示３カ月前くらいから公（告）示日まで

１．活動の趣旨

衆議院小選挙区では候補者届出政党に、比例代表選挙では名簿届出政党に、選挙運動期間中のポスター掲示が認められて

いる。参議院選挙区選挙では確認団体の政党ポスターが、比例代表選挙では比例選挙に立候補している候補者の個人ポス

ターの掲示が認められている（これら以外、公営ポスター掲示場が設置される選挙においては、その掲示場にしか貼るこ

とができない）。合法的準備行為として、不特定のお宅ではなく、組合員や後援会のお宅を訪問し、本番ポスターの貼付

依頼をする。

２．法的根拠

合法的な政治活動・準備行為のため、安心して行うことができる。また、政治活動として確認団体の政治活動用のポス

ター貼付依頼できる。

３．ポイント＆ノウハウ

公（告）示後、本番ポスターを貼付してもらうために、住所、氏名、貼付場所等を記録しておく。

４．注意事項

「選挙の準備行為」として行うので、投票の依頼行為は行わない。選挙終了後には直ちに撤去することを確認する。

公（告）示後～投票日前日まで

１．活動の趣旨

ポスター貼付依頼活動は、公（告）示前に貼付の了承をいただいたお宅にポスターを貼付する。

２．法的根拠

公職選挙法第１４３条～１４５条で認められている政党等の行う選挙運動、確認団体の行う政治活動、参議院比例代表候

補者の選挙運動の一環として行う合法的な活動であり、安心して行うことができる。

３．ポイント＆ノウハウ

公（告）示前、本番ポスターの貼付を了解いただいたお宅に、実際に貼付する。貼付する場所は、必ず相手方の了解を得

て、塀等を傷つけたり汚したりしないようにする。

４．注意事項

比例代表選挙における名簿登載者の本番ポスターの貼付は、「合法的選挙運動」のため堂々とできるが、ついでに投票依

頼行為をおこなってはならない。選挙終了後には直ちに撤去することを確認する。

１．「投票に行こう！」運動は、労働組合の社会的活動として「選挙と民主主義の意義を組合員や国民に啓発する取り組み」

であり、それは「国民とともに歩む労働組合の社会的責任」から実施しているものです。

２．「投票に行こう！」運動は、選挙運動（特定の選挙で、特定の候補者の当選のため、有権者に働きかける行為）には該当

しない純粋な啓発運動であり、いつでも可能な運動です。それは社会的活動であり、特定の政党・政治家のためのもので

はありません。

３．なお、この運動を公（告）示の日から投開票日までの期間に街頭で行った場合には、「選挙時の政治活動の制限」に抵触

する恐れがありますので、注意しましょう。

４．「投票に行こう！」運動は、職域での展開やインターネットを活用して行うようにしましょう。
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★３－１５－１・政治活動

★３－１５－２・政治活動

★資料３－１５－３

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－１５－４（１）

★資料３－１５－４（２）

★資料３－１５－４（３）

★資料３－１５－４（４）

★資料３－１５－４（５）

★資料３－１５－４（６）

★資料３－１５－４（７）

★資料３－１５－５（２）



★３－１５・政治活動

★３－１５－１・政治活動

★３－１５－２・政治活動

★資料３－１５－３

★３・分会活動

★目次へ戻る

★資料３－１５－４（１）

★資料３－１５－４（２）

★資料３－１５－４（３）

★資料３－１５－４（４）

★資料３－１５－４（５）

★資料３－１５－４（６）

★資料３－１５－４（７）

★資料３－１５－５（１）



教育活動とは 教育活動サイクル 教育活動推進にあたっての基本的な考え

３－１６・教育活動

（ 教育活動の目的

ユニオンビジョン「インプレッシブONE」の実現に向けて３つを主な目的とし、教育活動を進める。

教育活動の意義

労働組合の大切な目的のひとつとして、働く者のさまざまな課題を解決し、組合員とその家族の幸せを拡大していくことがある。

さらには、労働組合として、地域や社会に対する社会的役割をもち、明るく豊かな社会づくり、社会に貢献できる心豊かな人づくり

も必要である。

学習により自己を高め、その学びを社会に活かし、より豊かな人生を送るためにも、労働組合として、学びの場となる教育活動を

推進してくことが重要である。

また、変革の時代において、新しい変化がおとずれている環境、予測できない環境に対して、柔軟に対応できる組織づくりと、一

人ひとりが不確定な環境に対して適応していく能力の開発支援を行うことが、求められている。

そのためには、組合員の自主性や自発性が芽生えるような環境づくりに努め、また、教育活動を通じて人が人を育て、組合員一人

ひとりが成長し、組織が活性化し発展していくために欠かすことの出来ない活動である。

組合員の成長支援
身近な組織づくり

（組織の強化、発展）
職場課題の改善

・基礎教育「ユニオンスクール」

民主的労働運動を進める労働組合の目的や役割を理解し、社会人としての倫理感

を高め一人ひとりが主体性をもって行動できる力を育てる。

・専門教育「リーダーカレッジ」

民主的労働運動の理念学習を基本に、組合が取り組む課題を把握し、活動の担い

手としてさまざまな能力を向上させ、良きリーダーを育てる。

・生涯教育「ライフプランセミナー」

時代と共に変化する生活環境から生まれるニーズを捉え、組合員の豊かな生活を

サポートする。

３つの

教育活動

・実践活動における学習

集合教育で得たさまざまな能力を活動の中で活用し、成果と内省から学ぶ。

・集合教育での学習

組織内や外部団体で企画した研修を受講し互いに学びあい、知識と技術を深める。

・自主学習

自らテーマを設定し、さまざまな情報を活用しながら知識を高める。

教育手法３項目の特徴を活かし、効果が上がるよう学習を組み合わせることが必要である。

教育活動は、ありたい姿の実現に向けた教育基盤に基づき、教育ニーズの把握と教育活動計画の策定、実施、評価（成果と反省）そし

て再構築によって、一つのサイクルを終了する一連の諸活動により成り立つ。

教

育

ニ

ー

ズ

の

把

握

教

育

活

動

計

画

の

策

定

実

施

評

価

（

成

果

と

反

省

）

教育活動のサイクル

・推進能力、財政、組織運営上の課題などを勘案しながら２年サイクルの教育体系を確立し、それを目標に教育活動を実施してい

く。そのためには、まず教育の２ヵ年計画を策定し、それを基本に年度計画を立て、評価と結果のフィードバックを行ない、２

年毎に教育体系の総合的な見直しをはかる。

また、教育活動指針を10年サイクルで見直すことにより、組織の実態に見合った教育が段階的・継続的に実施されるようになる。

教

育

活

動

指

針

教

育

２

カ

年

計

画

策

定

１年間

基

本

年

度

計

画

１年間

基

本

年

度

計

画

教

育

２

カ

年

計

画

策

定

基

本

年

度

計

画

２年間 教

育

活

動

指

針

教

育

２

カ

年

計

画

策

定

基

本

年

度

計

画

１０年間

２年間

教育２カ年計画及および教育活動指針のサイクル

評価と結果のフィードバック 実態に見合った教育の策定教育体制の総合的見直し実態に見合った教育の策定

組 織

分 会

支 部本 部

組合活動

教 育

活 動

教育活動は、組織の活性化と継続・発展のために種々活動の中の一つ

組織課題
教 育

活 動
課題解決の万能薬ではない

教 育

活 動

諸活動

組織課題

の解決

教 育

活 動
組 織

職場組合員

推進体制 理解促進

実線活動の中での教育 集合教育 人材育成や人間形成の教育

日常かつ継続的・段階的に行うことが重要

理解され受け容れられることが重要

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１６－１・教育活動

★３－１６－２・教育活動

再

構

築



３－１６－１・教育活動

教育体系図 ユアテックスクール　導入教育 ユアテックスクール　認識教育

リーダーカレッジ　青年リーダー教育

導入教育Ⅰフレッシュコース

対象者

新入組合員

（全 員）

実施期間

本 部

支 部

期 間

１～２

日

研修テーマ・ねらい

①労働組合加入の意識

②組合の歩みと基本的考え

③組織機構と具体的活動（組合員への期待）

④ライフプラン（外部講師）

講 師

本部役員

支部役員

青年委員会役員

外部講師

開催場所

人財育成センター

（新入社員研修）

導入教育Ⅱユースコース

対象者

入社３年目

（全 員）

実施期間

本 部

支 部

期 間

１～２日

研修テーマ・ねらい

①民主的労働運動の理論と推進

②青年委員会活動へのアプローチ（実践体験）

③会社制度の理解

④組合と政治の関わりについて

⑤ライフプラン

講 師

本部役員

支部役員

青年委員会役員

外部講師

開催場所

各支社

会議室

導入教育Ⅲパワーアップコース

対象者

パワーアップコース

研修受講者

（全 員）

実施期間

本 部

期 間

１～２日

研修テーマ・ねらい

①組合活動の基礎

②労働組合の役割

③ライフプラン

④コミュニケーション

講 師

本部役員

支部役員

開催場所

各支社

会議室

ステップアップコース

対象者

次世代リーダー

研修受講者

（全 員）

実施期間

本 部

支 部

期 間

１～３日

研修テーマ・ねらい

①組合活動の再認識

②役割の再認識

③組合活動への参画意識の高揚

④職場の課題分析

講 師

本部役員

支部役員

外部講師

開催場所

人財育成センター

フォローアップコース

対象者

上級一般管理職研修受講者

（選 抜）

実施期間

本 部

支 部

期 間

２時間

研修テーマ・ねらい

①組合活動の再認識

講 師

本部役員

支部役員

外部講師

開催場所

人財育成センター

（係長研修）

青年リーダー研修

対象者

青年委員

（選 抜）

実施期間

本 部

支 部

期 間

１～２日

研修テーマ・ねらい

①労働組合と青年活動

②青年活動の目的

③コミュニケーション

（関係構築、巻き込む）

④レク活動の企画と実践

講 師

本部役員

支部役員

外部講師

開催場所

本 社

各支社

会議室

ユニオンスクール

基礎教育

リーダーカレッジ

専門教育

ライフプランセミナー

生涯教育

教育体系図

導入教育

★導入教育Ⅰフレッシュコース

★導入教育Ⅱヤングコース

★導入教育Ⅲパワーアップコー

ス

認識教育

★ステップアップコース

★フォローアップコース

青年リーダー教育

★青年リーダー研修

★ユース研修

本部執行委員教育

★新任役員研修

★本部執行委員研修

★ユニオンカレッジ

課題・専門教育

★課外研修

★専門研修

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１６・教育活動

★３－１６－２・教育活動

★導入教育Ⅰフレッシュコース

★導入教育Ⅱユースコース

★導入教育Ⅲパワーアップコース

★ステップアップコース

★フォローアップコース

★青年リーダー研修

★ユースリーダーセミナー

★新任役員研修

★本部執行委員研修

★ユニオンカレッジ

★課外コース

★専門コース

★ライフアップコース

ユースリーダーセミナー

対象者

青年委員

（選 抜）

実施期間

外部機関

（ユーアイネット）

期 間

１～3日

研修テーマ・ねらい

①労働組合と青年活動

②労働組合と文化活動

③レク活動の習得と実践

④行事の企画と進め方

⑤その他

講 師

外部講師

開催場所

都度検討

分会役員教育

★ユニオンリー

★分会役員研修

★分会委員長研修★分会役員研修

★ユニオンリーダースクール

★分会委員長研修

★分会三役研修



ライフプランセミナー

３－１６－２・教育活動

リーダーカレッジ　分会役員教育 リーダーカレッジ　本部執行委員教育 リーダーカレッジ　課外・専門コース

ユニオンリーダースクール

対象者

一般組合員

（選 抜）

新任分会役員

（選 抜）

実施期間

外部機関

（富士社会教育センター）

期 間

３日

研修テーマ・ねらい

①労働組合や職場リーダーの役割理解

②組合の現状と課題

③役割意識の明確化

④リーダーシップ

⑤コミュニケーションスキル

⑥その他（実務等）

講 師

外部講師

開催場所

都度検討

分会三役研修

対象者

分会三役

（選 抜）

実施期間

支 部

期 間

１～３日

研修テーマ・ねらい

①役割意識の明確化

②職務内容の理解

③組合の現状と課題

④職場課題の把握と取り組み方（課題分析）

⑤職場集会（分会集会・労使協議会）等の進め方

⑥リーダーシップ

⑦その他（実務等）

講 師

本部役員

支部役員

外部講師

開催場所

本 社

各支社

会議室

分会委員長研修

対象者

新任分会委員長

（選 抜）

分会委員長

（全 員）

実施期間

本 部

支 部

期 間

１～３日

１日

研修テーマ・ねらい

①組合の現状と課題

②役割意識の明確化

③職務内容の理解

④リーダーシップ

⑤経済・政治・労働界の動向

⑥その他（実務等）

講 師

本部役員

支部役員

外部講師

開催場所

本 社

各支社

会議室

代表代議員会後

会場

新任役員研修

対象者

新任本部執行委員

（全 員）

実施期間

外 部

（東北電力総連）

期 間

２日

研修テーマ・ねらい

①経済・政治・労働界の動向

②電力総連や東北総連の動向

③役割意識の明確化

④職場課題の把握と取り組み方

⑤コミュニケーションスキル

講 師

外部講師

開催場所

都度検討

本部執行委員研修

対象者

本部執行委員

（全 員）

実施期間

本 部

期 間

１～２日

研修テーマ・ねらい

①リーダーシップ

②経済・政治・労働界の動向

③その他時節テーマ

講 師

本部役員

外部講師

開催場所

本 社

会議室

ユニオンカレッジ

対象者

新任常任執行委員

（全 員）

実施期間

外 部

（電力総連）

期 間

４～５日

研修テーマ・ねらい

①経済・政治・労働界の動向

②電力総連の動向

③役割意識の明確化

④職場課題の把握と取り組み方

⑤コミュニケーションスキル

⑥講師となり教える力

⑦調整力・交渉力

講 師

外部講師

開催場所

都度検討

課外コース

対象者

組合役員

（選 抜）

実施期間

本 部

外 部

期 間 研修テーマ・ねらい

①経済・政治・労働界の動向（国会見学、組織内

議員との対話、エネルギーに関する動向など）

②視野の拡大

③コミュニケーションスキル

講 師 開催場所

都度検討

専門コース

対象者

組合役員

（選 抜）

実施期間

外 部

期 間

２日

研修テーマ・ねらい

①各種専門分野（賃金・法令関係・パソコンなど）に

おける技術の向上

②社外（異業種）との交流

講 師

外部講師

開催場所

都度検討

ライフアップコース

対象者

組合員

（希望者・年代別）

実施期間

本 部

支 部

分 会

外 部

期 間 研修テーマ・ねらい

①資産形成につながるテーマ

②自己実現支援につながるテーマ

③その他時節テーマ

講 師

本部役員

支部役員

外部講師

開催場所

都度検討

★３・分会活動

★目次へ戻る

★３－１６・教育活動

★３－１６－１・教育活動

分会執行委員研修

対象者

分会執行委員

（全 員）

実施期間

本 部

支 部

期 間 研修テーマ・ねらい

①役割意識の明確化

②職務内容の理解

③対話力

④ファシリテーション

講 師

本部役員

支部役員

外部講師

開催場所

各分会

外部開催



分会代表者会議

分会三役会議

分会委員長連絡会議

職場オルグ

３－１７・その他会議

本部大会終了後に分会三役を招集し各支部で開催される。会議の内容については本部活動計画（上期）の提案、各支部の活動報告な

らびに成果と反省、各支部の活動計画の提案について質疑が行われる。

終了後

・本部活動計画（上期）提案

・各支部活動報告

・各支部成果と反省

・各支部活動計画

・その他

会議質疑内容

分会代表者会議

代表代議員会終了後に分会三役を招集し各支部で開催される。会議の内容については本部活動経過報告（上期）の提案、本部下期具

体的活動、各支部の上期主要活動報告ならびに成果と反省、各支部重点活動（下期補完内容）の提案について質疑が行われる。

★３－９・本部大会、代表代議員会

終了後

支部役員 分会三役

会議の構成員

・本部活動計画（下期）提案

・各支部活動報告

・各支部上期成果と反省

・各支部下期補完事項

・その他

会議質疑内容

分会三役会議

★３－９・本部大会、代表代議員会

各支部にて毎月開催される。会議の内容につては各種活動内容の説明、取り組み状況の確認、今後の活動予定等、会議にて各種情報共

有を図る。

・支部、分会活動報告

・取組み活動説明

・活動取組み状況確認

・今後の予定確認

・その他

会議質疑内容

分会委員長連絡会議

本部常任執行委員

支部役員 分会三役

会議の構成員

本部常任執行委員 支部役員 分会執行委員長

会議の構成員

本部常任執行委員

総合生活改善交渉の職場討議時や、本部四役、本部常任執行委員が分会へ訪問時等に開催の要請があった際に開催する。

★３－１０・総合生活改善交渉

本部常任執行委員

分 会訪 問
・総合生活改善交渉の周知と意見交換

・本部常任執行委員との意見交換

・その他

会議質疑内容

職場オルグ

本部常任執行委員 分会組合役員

職場組合員

本部四役

★３・分会活動

★目次へ戻る



４・分会会計
分会交付金参考イメージ図

分会交付金予算の内訳

分会交付金の入金

分会交付金の管理

分会交付金科目参考

・年度予算の入力

・日々の支出を入力

・使用状況を管理

※領収書は別途保管

分 会

職場組合員分会組合役員

分会活動

活 動

機材、日当、旅費等

活動資金

・総務費

・活動調査費

・組織活動費

・大会費

・予備費

・次年度繰越金

・分会交付金

（組織活動費を除く）

・申請費

（組織活動費）

・前年度繰越金

・その他

収 入 支 出

分会交付金

本部大会

予算議決

本 部 分会口座へ入金

分会執行委員長が変わり分会口座名義変更が発生

した際は、本部常任執行委員へ報告すること。

本部常任執行委員

・基準賃金の2.2%から200円を差し引いた額を毎月の給料日に徴収。

・賞与支給時に基準賃金の2.2%を徴収する。

・組合費の上限を毎月8,800円、賞与支給時を9,000円とする。

・出向者および海外勤務者は半額とする。

組合費

職場組合員

組合費

★３－２・分会大会

会計報告

会計監査

本部大会

議案（予算）

分会交付金内訳

・一律30,000円

・200円×人員

総務費

・一律15,000円

・定額

活動調査費

・一律130,000円

・1,000円×人員

組織活動費

・一律5,000円

・300円×人員

大会費

分会交付金予算

・一律

・200円×人員

総務費

・一律

・定額

活動調査費

・活動内容、剰余金状況に応じて申請、入金

※剰余金を優先して活用する。

組織活動費

・一律

・300円×人員

大会費

本 部

本部常任執行委員

申 請

入 金

９月一括入金

※組合員１０名未満の分会は一律の金額は全て半額

組織活動費 申請書

分会組合役員★３－３・分会執行委員会 会計管理

役割分担 活 用

職場組合員分会組合役員

分会活動
交付金支出

会計管理

ファイリング

保管管理

分会役員活動スケジュール

領収書

分会役員活動

スケジュール

分会交付金

分会通帳

★３－３・分会執行委員会
分会組合役員

収支状況確認

分会会計監査員

分会会計監査

★３－２・分会大会

会計報告

・分会会計年度

自８月１日 至７月３１日

・分会会計監査

監査報告を分会執行委員会

および分会大会で報告

※分会の財政が厳しい際は、

参加費等の徴収等を行うな

ど、工夫して運用する。

ポイント

・用紙、事務用品等の消耗品費用

・電報料、郵便代、運搬費等の通信運搬費用

・組織対応の慶弔関係の渉外費用

・その他

総務費

・分会執行委員長 1か月 4,000円

・分会副執行委員長 1か月 2,000円

・分会書記長 1か月 2,000円

・分会執行委員 1か月 1,000円

※支給の際に領収書を発行し受領印を貰うこと。

・その他

活動調査旅費

・分会執行委員会時等の飲食代

・現場訪問時の飲物代等

・分会主催行事費用等

・労使意見交換時飲食代費用

・その他

※費用は分会剰余金を優先して活用する。

資金が不足の場合は担当本部常任執行委員へ申

請をする。

組織活動費

・事務用品費用

・飲食費用

・その他

大会費

★目次へ戻る

★資料４－１

★資料４－２

★資料４－１

★資料４－１

領収書

★資料４－２

★資料４－２－１

★資料４－１－１

★資料４－２－１



申請日 　令和 ○年 ○月 ○日

ユアテックユニオン
本部執行委員長　　　殿

分　　会　　名 ○○　分会

分会執行委員長 ○○　○○

　活動内容について、下記のとおり報告いたします。

２０２１年度　○○分会交付金のうち組織活動費

【添付書類】

・開催案内など

※提出ルート　　分会 ⇒ 担当本部常任執行委員

本
　
部

本部執行委員長 財政部長 担当常任

分
　
会

組織活動費　申請書

活
動
内
容

活動予定日 令和  ３年 １０月 １０日 ～ 令和  ３年 １０月 １０日

活動内容 ボーリング大会

実施場所

執行委員長

ラウンド・ワン○○店 参加予定 12 名

申請金額 ¥50,000 円

申請後
交付残

100,000 円

ユアテックユニオン

予算 170,000 円 交付済 20,000 円

印
分会執行委員長の

私印を押印

申請日を記載

分会名記載

分会執行委員長名記載

各項目を記載

申請金額を記載

分会名および各項目を記載

★資料４－１－１

担当本部常任執行委員へ社内便等で送付

資料４－１

★４・分会会計

★目次へ戻る

★資料４－２

★資料４－１－１

★資料４－２－１



資料４－１－１ 各種記載

対象者記載

開催内容記載

★４・分会会計

★目次へ戻る

★資料４－２

★資料４－１

★資料４－２－１



資料４－２

領収書

令和〇年〇月〇日

ユアテックユニオン 様

￥ 〇〇〇〇ー

但し ○○○○

上記金額正に受領致しました。

〇〇〇〇店

お店発行の領収書

分会名は無くても良い

お店に但し名を伝える

印

お店の印鑑押印旅費・日当発生時

旅費領収書発生時は担当本部常任執行委員へ

旅費用紙のデータ作成等を依頼すること。

用紙 A５サイズ

手書き記載。

押印箇所にサインまたは私印

★４・分会会計

★目次へ戻る

★資料４－１

★資料４－１－１

★資料４－２－１



資料４－２－１

※活動調査旅費受領参考資料

支給日手書き

支給月を記載

印

印

印

印

印

合計金額を手書き

★４・分会会計

★目次へ戻る

★資料４－２

★資料４－１

★資料４－１－１




